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税務訴訟資料 第２６９号－１１７（順号１３３４０） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 更正処分取消等請求事件（第１事件）、平成●●

年（○○）第●●号 更正処分等取消請求事件（第２事件） 

国側当事者・国（城東税務署長） 

令和元年１１月８日棄却・控訴 

 

判     決 

第１事件及び第２事件原告   Ａ株式会社 

（以下「原告Ａ」という。） 

同代表者代表取締役      甲 

第１事件及び第２事件原告   有限会社Ｂ 

（以下「原告Ｂ」という。） 

同代表者代表取締役      乙 

上記２名訴訟代理人弁護士   水野 武夫 

同              井関 正裕 

同              溝渕 雅男 

第１事件及び第２事件被告   国 

（以下「被告」という。） 

同代表者法務大臣       三好 雅子 

処分行政庁          城東税務署長 

清良 幸久 

指定代理人          別紙指定代理人目録のとおり 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 原告Ａの請求 

（１）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成１９年１０月１日

から平成２０年９月３０日までの事業年度以後の法人税に係る青色申告の承認の取消処分を

取り消す。 

（２）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成１９年１０月１日

から平成２０年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス３２２３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額

５１０９万７１６７円を下回る部分並びに当該法人税に係る重加算税賦課決定処分を取り消

す。 

（３）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成２０年１０月１日
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から平成２１年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す

欠損金額７億１１７８万０９１８円を下回る部分を取り消す。 

（４）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成２１年１０月１日

から平成２２年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す

欠損金額７億４７７５万４８８４円を下回る部分を取り消す。 

（５）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成２２年１０月１日

から平成２３年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス２８２６円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額

７億３７５８万７７１３円を下回る部分を取り消す。 

（６）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ａに対してした平成２３年１０月１日

から平成２４年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス３２３４円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額

６億６６９５万３８１８円を下回る部分を取り消す。 

（７）城東税務署長が平成２６年７月９日付けで原告Ａに対してした平成２２年１０月１日から

平成２３年９月３０日まで及び同年１０月１日から平成２４年９月３０日までの各事業年度

の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

（８）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２４年１０月１日か

ら平成２５年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額０円を超

える部分、納付すべき税額０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額６億２４４９万３

１６２円を下回る部分並びに当該法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、それ

ぞれ平成２９年１０月３１日付け再更正処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部取

り消された後のもの）を取り消す。 

（９）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２５年１０月１日か

ら平成２６年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す欠

損金額７億４９５１万４５１８円を下回る部分を取り消す。 

（10）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２６年１０月１日か

ら平成２７年９月３０日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、翌期へ繰り越す欠

損金額６億９３５３万４９７５円を下回る部分を取り消す。 

（11）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２４年１０月１日か

ら平成２５年９月３０日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る更正処分のうち、課税

標準法人税額０円を超える部分及び納付すべき税額０円を超える部分並びに当該復興特別法

人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、それぞれ平成２９年１０月３１日付け再

更正処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

（12）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２４年１０月１日か

ら平成２５年９月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、納

付すべき消費税額１９５万円を超える部分及び納付すべき地方消費税額４８万７５００円を

超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

（13）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ａに対してした平成２５年１０月１日か

ら平成２６年９月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、納

付すべき消費税額６４１万９３００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額１６６万６
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０００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分

（ただし、いずれも平成３０年１月１２日付け裁決により一部取り消された後のもの）を取

り消す。 

２ 原告Ｂの請求 

（１）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ｂに対してした平成２０年４月１日か

ら平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額１０５７

万３７９８円を超える部分及び納付すべき税額２５３万１９００円を超える部分並びに当該

法人税に係る重加算税賦課決定処分を取り消す。 

（２）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ｂに対してした平成２１年４月１日か

ら平成２２年３月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額７６７万

３４１７円を超える部分及び納付すべき税額１３８万１１００円を超える部分並びに当該法

人税に係る重加算税賦課決定処分を取り消す。 

（３）城東税務署長が平成２５年１１月２９日付けで原告Ｂに対してした平成２０年４月１日か

ら平成２１年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、納

付すべき消費税額１７２９万４８００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額４３２万

３７００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る重加算税賦課決定処分を取

り消す。 

（４）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ｂに対してした平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税に係る更正処分のうち、所得金額９４５万７

０８４円を超える部分及び納付すべき税額１５７万１５００円を超える部分並びに当該法人

税に係る過少申告加算税賦課決定処分（ただし、それぞれ平成２９年３月２１日付け再更正

処分及び過少申告加算税変更決定処分により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

（５）城東税務署長が平成２８年１１月８日付けで原告Ｂに対してした平成２５年４月１日から

平成２６年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、納付

すべき消費税額１５０８万９８００円を超える部分及び納付すべき地方消費税額３７７万２

４００円を超える部分並びに当該消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分

を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

（１）第１事件 

 第１事件は、亡丙（以下「亡丙」という。）を主要株主とする株式会社及び有限会社であ

る原告らが、平成２０年９月１日付けで原告Ａが所有する土地及び建物（以下、それぞれ

「本件土地」、「本件建物」といい、これらを併せて「本件土地建物」という。）を原告Ｂに

売却する旨の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し、当該売却をしたことを

前提に、それぞれ法人税及び復興特別法人税（以下、併せて「法人税等」という。）並びに

消費税及び地方消費税（以下、併せて「消費税等」という。）の確定申告をしたところ、城

東税務署長から、本件売買契約は虚偽表示により無効であり、本件売買契約を仮装した行

為は青色申告の承認の取消事由及び重加算税の賦課事由に該当するとして、原告Ａにつき

後記アの各処分、原告Ｂにつき後記イの各処分を受けたことから、当該各処分（更正処分

については申告額を超える部分であるが、後記ア（ア）ｃ及びｄについては、翌期へ繰り
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越す欠損金額のうち申告額を下回る部分に限る。）の取消しを求める事案である（以下、原

告らが第１事件において取消しを求めている後記の本件Ａ青色申告承認取消処分、本件Ａ

各更正処分等（先行年分）及び本件Ｂ各更正処分等（先行年分）を併せて「本件各処分

（先行年分）」という。）。 

ア 原告Ａが受けた処分 

（ア）平成２５年１１月２９日付けの各処分 

ａ 平成１９年１０月１日から平成２０年９月３０日までの事業年度（以下「平成２０

年９月期」といい、原告Ａの他の事業年度についても同様に表記する。）以後の法人

税に係る青色申告の承認の取消処分（以下「本件Ａ青色申告承認取消処分」という。）

（請求の趣旨１（１）） 

ｂ 平成２０年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ更正処分（平成２０年９

月期）」という。）及び当該法人税に係る重加算税賦課決定処分（以下「本件Ａ重加算

税賦課決定処分（平成２０年９月期）」という。）（請求の趣旨１（２）） 

ｃ 平成２１年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ更正処分（平成２１年９

月期）」という。）（請求の趣旨１（３）） 

ｄ 平成２２年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ更正処分（平成２２年９

月期）」という。）（請求の趣旨１（４）） 

ｅ 平成２３年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ更正処分（平成２３年９

月期）」という。）（請求の趣旨１（５）） 

ｆ 平成２４年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ更正処分（平成２４年９

月期）」といい、本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）～本件Ａ更正処分（平成２４

年９月期）を併せて「本件Ａ各更正処分（先行年分）」という。）（請求の趣旨１

（６）） 

（イ）平成２６年７月９日付けの各処分 

ａ 平成２３年９月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件Ａ過少

申告加算税賦課決定処分（平成２３年９月期）」という。）（請求の趣旨１（７）） 

ｂ 平成２４年９月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件Ａ過少

申告加算税賦課決定処分（平成２４年９月期）」といい、本件Ａ過少申告加算税賦課

決定処分（平成２３年９月期）と併せて「本件Ａ各過少申告加算税賦課決定処分（先

行年分）」という。また、本件Ａ各過少申告加算税賦課決定処分（先行年分）と本件

Ａ重加算税賦課決定処分（平成２０年９月期）を併せて「本件Ａ各賦課決定処分（先

行年分）」といい、本件Ａ各更正処分（先行年分）と本件Ａ各賦課決定処分（先行年

分）を併せて「本件Ａ各更正処分等（先行年分）」という。）（請求の趣旨１（７）） 

イ 原告Ｂが受けた平成２５年１１月２９日付けの各処分 

（ア）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの事業年度（以下「平成２１年

３月期」といい、原告Ｂの他の事業年度についても同様に表記する。）の法人税に係る

更正処分（以下「本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）」という。）及び当該法人

税に係る重加算税賦課決定処分（以下「本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処分（平成２１

年３月期）」という。）（請求の趣旨２（１）） 

（イ）平成２２年３月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ｂ法人税更正処分（平成２
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２年３月期）」といい、本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）と併せて「本件Ｂ

各法人税更正処分（先行年分）」という。）及び当該法人税に係る重加算税賦課決定処分

（以下「本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処分（平成２２年３月期）」といい、本件Ｂ法

人税重加算税賦課決定処分（平成２１年３月期）と併せて「本件Ｂ各法人税重加算税賦

課決定処分（先行年分）」という。）（請求の趣旨２（２）） 

（ウ）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの課税期間（以下「平成２１年

３月課税期間」といい、原告Ｂの他の課税期間についても同様に表記する。）の消費税

等に係る更正処分（以下「本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）」とい

う。）及び当該消費税等に係る重加算税賦課決定処分（以下「本件Ｂ消費税等重加算税

賦課決定処分（平成２１年３月課税期間）」といい、本件Ｂ各法人税重加算税賦課決定

処分（先行年分）と併せて「本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分）」という。また、本件

Ｂ各法人税更正処分（先行年分）、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期

間）及び本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分）を併せて「本件Ｂ各更正処分等（先行年

分）」という。）（請求の趣旨２（３）） 

（２）第２事件 

 第２事件は、原告らが、本件売買契約が有効であり、本件土地建物の売却がされたこと

を前提として、本件建物の賃料等を原告Ａの益金の額に算入しない一方で、原告Ｂの益金

の額に算入するなどした確定申告をしたところ、城東税務署長から、本件売買契約は虚偽

表示により無効であり、平成２６年４月に改めて本件土地建物の譲渡がされたとして、原

告Ａにつき後記アの各処分、原告Ｂにつき後記イの各処分を受けたことから、当該各処分

（更正処分については申告額を超える部分であるが、後記ア（イ）及び（ウ）については、

翌期へ繰り越す欠損金額のうち申告額を下回る部分に限る。裁決等により一部取り消され

た処分は取り消された後のもの）の取消しを求める事案である。（以下、原告らが第２事件

において取消しを求めている後記の本件Ａ各更正処分等（後続年分・再処分及び裁決取消

後）及び本件Ｂ各賦課決定処分（後続年分・再処分後）を併せて「本件各処分（後続年

分）」という。） 

ア 原告Ａが受けた平成２８年１１月８日付けの各処分 

（ア）平成２５年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ法人税更正処分（平成２

５年９月期）」という。）及び当該法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本

件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期）」という。） 

 なお、前記各処分は、平成２９年１０月３１日付けの平成２５年９月期の法人税に係

る再更正処分及び当該法人税に係る過少申告加算税変更決定処分（以下「本件Ａ法人税

再更正処分等（平成２５年９月期）」という。）により一部取り消された（一部取り消さ

れた後の前記各処分を「本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）」、「本

件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分後）」という。）。

（請求の趣旨１（８）） 

（イ）平成２６年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ法人税更正処分（平成２

６年９月期）」という。）（請求の趣旨１（９）） 

（ウ）平成２７年９月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ法人税更正処分（平成２

７年９月期）」といい、本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）及び本
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件Ａ法人税更正処分（平成２６年９月期）と併せて「本件Ａ各法人税更正処分（後続年

分・再処分後）」という。）（請求の趣旨１（１０）） 

（エ）平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの課税事業年度（以下「平成

２５年９月課税事業年度」という。）の復興特別法人税に係る更正処分（以下「本件Ａ

復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）」という。）及び当該復興特別

法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件Ａ復興特別法人税過少申告加算

税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度）」という。） 

 なお、前記各処分は、平成２９年１０月３１日付けの平成２５年９月課税事業年度の

復興特別法人税に係る再更正処分及び当該復興特別法人税に係る過少申告加算税変更決

定処分（以下「本件Ａ復興特別法人税再更正処分等（平成２５年９月課税事業年度）」

という。）により一部取り消された（一部取り消された後の前記各処分を「本件Ａ復興

特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）」、「本件Ａ復興特別法

人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）」とい

う。）。（請求の趣旨１（１１）） 

（オ）平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの課税期間（以下「平成２５

年９月課税期間」といい、原告Ａの他の課税期間についても同様に表記する。）の消費

税等に係る更正処分（以下「本件Ａ消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間）」と

いう。）及び当該消費税等に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件Ａ消費税等

過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税期間）」という。）（請求の趣旨１

（１２）） 

（カ）平成２６年９月課税期間の消費税等に係る更正処分（以下「本件Ａ消費税等更正処

分（平成２６年９月課税期間）」という。）及び当該消費税等に係る過少申告加算税賦課

決定処分（以下「本件Ａ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期

間）」という。） 

 なお、前記各処分は、平成３０年１月１２日付け裁決により一部取り消された（一部

取り消された後の前記各処分を「本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間・

裁決取消後）」、「本件Ａ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期

間・裁決取消後）」という。また、本件Ａ消費税等更正処分（平成２５年９月課税期

間）及び本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消後）を併せて

「本件Ａ各消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）」といい、本件Ａ消費税等過少

申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告加算

税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消後）を併せて「本件Ａ各消費税等

過少申告加算税賦課決定処分（後続年分・裁決取消後）」という。そして、本件Ａ各法

人税更正処分（後続年分・再処分後）、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９

月課税事業年度・再処分後）及び本件Ａ各消費税等過少申告加算税賦課決定処分（後続

年分・裁決取消後）を併せて「本件Ａ各更正処分（後続年分・再処分及び裁決取消

後）」といい、本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分

後）、本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年

度・再処分後）及び本件Ａ各消費税等過少申告加算税賦課決定処分（後続年分・裁決取

消後）を併せて「本件Ａ各賦課決定処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）」といい、
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本件Ａ各更正処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）及び本件Ａ各賦課決定処分（後

続年分・再処分及び裁決取消後）を併せて「本件Ａ各更正処分等（後続年分・再処分及

び裁決取消後）」という。）。（請求の趣旨１（１３）） 

イ 原告Ｂが受けた平成２８年１１月８日付けの各処分 

（ア）平成２７年３月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ｂ法人税更正処分（平成２

７年３月期）」という。）及び当該法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本

件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期）」という。） 

 なお、前記各処分は、平成２９年３月２１日付けの平成２７年３月期の法人税に係る

再更正処分及び当該法人税に係る過少申告加算税変更決定処分（以下「本件Ｂ法人税再

更正処分等（平成２７年３月期）」という。）により一部取り消された（一部取り消され

た後の前記各処分を「本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）」、「本件

Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分後）」という。）。（請

求の趣旨２（４）） 

（イ）平成２６年３月課税期間の消費税等に係る更正処分（以下「本件Ｂ消費税等更正処

分（平成２６年３月課税期間）」といい、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・

再処分後）と併せて「本件Ｂ各更正処分（後続年分・再処分後）」という。）及び当該消

費税等に係る過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件Ｂ消費税等過少申告加算税賦課

決定処分（平成２６年３月課税期間）」といい、本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定

処分（平成２７年３月期・再処分後）と併せて「本件Ｂ各賦課決定処分（後続年分・再

処分後）」という。また、本件Ｂ各更正処分（後続年分・再処分後）及び本件Ｂ各賦課

決定処分（後続年分・再処分後）を併せて「本件Ｂ各更正処分等（後続年分・再処分

後）」という。）（請求の趣旨２（５）） 

２ 関係法令の定め 

（１）法人税の青色申告 

ア 法人税法１２１条１項は、内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に

は、中間申告書及び確定申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書

により提出することができる旨を規定する。 

イ 法人税法１２７条１項３号（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下、同条

について同じ。）は、前記アの青色申告の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に

係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他そ

の記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある

場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すこ

とができ、この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後

その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書（納付すべき義務が同日前に成立し

た法人税に係るものを除く。）は、青色申告書以外の申告書とみなす旨を規定する。 

（２）重加算税 

 国税通則法（以下「通則法」という。）６８条１項（平成２８年法律第１５号による改正

前のもの。以下、同条について同じ。）は、６５条１項（過少申告加算税。平成２６年法律

第１０号による改正前のもの。以下、同条について同じ。）の規定に該当する場合（同条５

項の規定の適用がある場合を除く。）において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等
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の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮

装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定め

るところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（その税額の計算の基

礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるもの

があるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定める

ところにより計算した金額を控除した税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎とな

るべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨

を規定する。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠（枝番号の記載は省略することが

ある。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

（１）原告らについて 

ア 原告Ａは、不動産販売業、建築工事業、宅地建物取引業等を目的として昭和５４年１

２月●日に設立された株式会社であり、同日から昭和５５年９月３０日までの事業年度

以降の事業年度について、法人税の青色申告の承認を申請し、法人税法１２５条により、

その承認を受けたものとみなされた。（乙１～３） 

イ 原告Ｂは、不動産の売買、賃貸、管理及び仲介斡旋、遊技場の経営等を目的として昭

和５４年１２月●日に設立された有限会社である。（乙４） 

ウ 株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）は、不動産賃貸業等を目的として昭和５８年４月に

設立された株式会社である。 

エ 株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）は、パチンコ店の経営等を目的として昭和２８年に

設立された株式会社である。原告Ｂは、平成１３年１２月に第三者からＤの全株式を購

入した。 

オ 亡丙（平成２８年１２月●日死亡）は、原告ら及びＣの創業者であり、平成１９年～

平成２７年当時、原告らの代表取締役であり、株式については、原告Ａの７６％、原告

Ｂの９０％、Ｃの１００％を保有していた。（乙１、２、４、１１、１９、２１、弁論の

全趣旨。以下、原告ら、Ｃ及びＤを併せて「Ａグループ」ということがある。） 

（２）原告Ａによる本件土地建物の取得及び担保権の設定等 

ア 原告Ａは、平成２年９月１１日、大阪府吹田市所在の本件土地（宅地。現在の地積は

６７９．４５㎡）を売買により取得し、同日、所有権移転登記を得た。（乙５） 

イ 原告Ａは、平成２年９月１１日、本件土地に、①株式会社Ｅ銀行（当時は株式会社Ｆ

銀行。以下「Ｅ銀行」という。）の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権、②

Ｇ保証協会（以下「保証協会」という。）の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵

当権及び③保証協会のＣに対する債権を被担保債権とする根抵当権を設定し、同日、こ

れらの登記手続をした。（乙５） 

ウ 原告Ａは、平成３年９月９日、本件土地上に本件建物（遊技場。鉄骨造陸屋根５階

建）を新築し、同年１０月４日、所有権保存登記を得た。（乙７） 

エ 原告Ａは、平成３年１０月３０日、本件建物に、前記イの本件土地に設定した各根抵

当権を共同担保として、①Ｅ銀行の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権、

②保証協会の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権及び③保証協会のＣに対

する債権を被担保債権とする根抵当権を設定し、同日、これらの登記手続をした。（乙
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７） 

オ 前記イ及びエのＥ銀行の原告Ａに対する債権は、平成１７年にＥ銀行から債権管理及

び債権回収の業務を委託されたＨ株式会社（以下「Ｈ」という。）に移管された。また、

Ｉ株式会社（以下「Ｉ」という。）は、平成１８年１０月、Ｅ銀行から、原告Ａに対する

債権の一部を譲り受けた。（甲６０、乙５０、弁論の全趣旨） 

（３）本件売買契約締結前の本件建物の管理状況 

ア 原告Ａは、平成１４年１０月１８日、有限会社Ｊ（以下「Ｊ社」という。）との間で、

本件建物に関し、カラオケ店舗として使用する目的で、期間を同年１１月１日から平成

２４年１０月３１日までとし、賃料を月額１２５万円とする賃貸借契約（以下「本件旧

賃貸借契約」という。）を締結した。なお、株式会社Ｋ（以下「Ｋ社」という。）は、Ｊ

社が経営するカラオケ店舗のうち、本件建物を含む地域の店舗を担当するために設立さ

れ、平成１８年頃から、本件建物においてカラオケ店舗を実質的に経営していた。（乙８、

３５） 

イ 原告Ａは、平成１８年５月１６日、Ｌ損害保険会社（以下「Ｌ損保」という。なお、

Ｌ損保は、平成２２年１０月にＭ損害保険株式会社と合併し、Ｎ損害保険株式会社に商

号変更した。）との間で、本件建物について、保険期間を同日から１年間とする火災保険

契約を締結し、平成１９年５月１６日及び平成２０年５月１６日、それぞれ保険期間を

１年間として火災保険契約を更新した。（乙９の１～３、弁論の全趣旨） 

ウ 原告Ａは、平成１８年１２月１日、Ｏ株式会社（以下「Ｏ」という。なお、Ｏは、そ

の後、Ｐ株式会社に、さらに、Ｑ株式会社に商号変更した。）との間で、電気通信事業に

使用する通信設備設置のため、本件建物に関し、期間を同日から平成２８年１１月３０

日までとし、賃料を月額３万円とする賃貸借契約（以下「本件通信設備設置契約」とい

う。）を締結した。（乙１０） 

（４）原告Ａが債務免除を受けた経緯 

ア 原告Ａは、従前、資金を借り入れて土地を購入し、その土地上に賃貸マンションを建

設して賃借人を入居させた上で、マンションを売却する事業を営んでいたが、バブル崩

壊のために借入金の約定返済が不可能となり、Ａグループ全体の業績が悪化した。（甲４、

６０、乙１１、３３） 

イ Ａグループは、株式会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）に対する債務を負っていたため、Ｒ

が関与する私的再生により事業の再生を行うこととなり、平成１６年１月以降、再建計

画案の策定作業を行った。（甲６０、乙１１、１２、３３） 

ウ 原告ら、Ｄ及びＣは、平成１９年１０月１日付け再建計画案（以下「本件再建計画

案」という。）を作成した。本件再建計画案においては、原告Ａは、債権者から債務免除

を受けるとともに、本件土地建物を含む所有不動産を売却する予定であるが、当該債務

免除に係る債務免除益については、当該売却に係る固定資産売却損を下回るため、課税

上の問題はない（課税されない）とされていた。（乙１１） 

エ 原告らとＲは、平成１９年１２月２７日付けの合意書により、Ｒが原告Ａに対して有

する貸付金債権の残元金合計１４億３５４１万１５５６円及びこれに附帯する利息・損

害金について、原告らが、同合意書に従い、平成２０年１月３１日までにその一部を弁

済した場合には、Ｒは、その余の債務一切及び当該債務に関わる保証債務を免除し、前
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記各債権を被担保債権とする抵当権（根抵当権）を解除する旨の合意をした。（乙１２） 

オ 原告ＡとＩは、平成２０年２月７日付けの合意書により、Ｉが原告Ａに対して有する

貸付金債権の残元金合計２億４８１０万０８８２円及びこれに附帯する利息・損害金に

ついて、原告Ａが、同合意書に従い、平成２３年１月３１日までにその一部を弁済した

場合には、Ｉは、その余の債務一切を免除する旨の合意をした。（乙１３） 

（５）本件売買契約の締結 

 原告らは、平成２０年９月１日付けで、原告Ａを売主、原告Ｂを買主として、本件土地

建物を代金１億２４３２万円で売買し、代金を同月３０日までに支払う旨の契約書（乙１

４。以下「本件売買契約書」という。）を作成し、本件売買契約を締結した。（乙１４） 

（６）本件売買契約締結後の経過 

ア 原告Ａは、平成２１年５月１５日、平成２２年５月１４日、平成２３年４月１９日、

平成２４年５月７日及び平成２５年４月２日、Ｌ損保との間で、本件建物の火災保険契

約をそれぞれ更新した。（乙９の４～８） 

イ 原告Ａは、平成２２年８月２６日、株式会社Ｓ（以下「Ｓ社」という。）との間で、本

件建物に関し、カラオケ店舗として使用する目的で、期間を同年９月１日から平成２７

年８月３１日までとし、賃料を月額８５万円とする賃貸借契約（以下「本件新賃貸借契

約」という。）を締結した。（乙２８） 

ウ 原告らは、平成２６年３月７日、Ｓ社に対し、同月１日から本件土地建物の全ての管

理を原告Ｂに委託し、同年４月分以降の賃料の振込口座を原告Ｂ名義の預金口座に変更

する旨の通知書（以下「本件通知書」という。）を送付した。（乙４８） 

エ 原告Ｂは、平成２６年４月３０日、Ｌ損保との間で、本件建物の所有者として、本件

建物に係る火災保険契約を締結した。（乙１０５） 

オ 平成２６年７月２４日、本件土地建物について、平成２０年９月１日付け売買（本件

売買契約）を原因とする原告Ａから原告Ｂに対する所有権移転登記がされた。（乙５、

７） 

カ 原告らは、平成２６年７月２５日付けで、次の内容の「確認書」と題する書面を作成

した。（乙６０） 

（ア）平成２０年９月１日から平成２６年７月２４日までの期間において、原告Ｂは、本

件土地建物の管理業務を原告Ａに委託し、原告Ａはこれを受託したこと。 

（イ）原告Ｂは、原告Ａに対し、本件土地建物を第三者に賃貸等をする場合の交渉及び契

約権限を付与したこと。 

（ウ）本件土地建物に係る管理委託料は、月額５万円（消費税込）とし、原告Ｂは、原告

Ａに対し、同金員を平成２０年９月分から支払うこと。 

キ 原告Ａは、平成２６年８月１日付けで、保証協会、Ｈ、Ｓ社及びＯに対し、原告Ａが

原告Ｂに対して本件土地建物を本件売買契約により売却し、同年７月２４日に所有権移

転登記を完了した旨を通知した。（乙６１～６４） 

ク 原告らは、平成２６年８月１０日付けで「未精算金の支払に関する合意書」と題する

書面を作成し、原告Ａが原告Ｂに対し、原告Ａが本件土地建物について平成２０年９月

１日から平成２６年３月３１日までの間に支出した費用等（固定資産税、エレベーター

保守料、消防用設備点検料及び管理手数料）と当該期間に収受した賃料等の差額を支払
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う旨を合意（以下「本件精算合意」という。）した。（乙６５） 

（７）本件各処分（先行年分）に係る原告らの法人税及び消費税等の確定申告 

ア 原告Ａは、平成２０年１２月１日、城東税務署長に対し、平成２０年９月期の法人税

について、前記（４）エ及びオの債務免除に係る債務免除益として合計１７億０２６５

万０９１６円（以下「本件債務免除益」という。）を益金の額に算入し、本件売買契約に

係る固定資産売却損８億３６４７万８０５０円（以下「本件売却損」という。）を損金の

額に算入し、別表１－Ａの「平成２０年９月期」欄の「確定申告」欄記載のとおり確定

申告をした。（乙１７、１８） 

イ 原告Ｂは、平成２１年６月１日、城東税務署長に対し、平成２１年３月期の法人税に

ついて、本件建物に係る減価償却費６４万６８００円を含む減価償却費合計１億４８９

２万６９９９円を損金の額に算入して別表１－Ｂの「平成２１年３月期」欄の「確定申

告」欄記載のとおり確定申告をするとともに、平成２１年３月課税期間の消費税等につ

いて、本件売買契約に基づく本件建物の取得価額２７７２万円を含む課税仕入高合計４

４億３６３０万６９１０円に関し、その消費税相当額１億６７４９万４２６２円を控除

対象仕入税額として控除して別表１－Ｃの「平成２１年３月課税期間」欄の「確定申

告」欄記載のとおり確定申告をした。（乙２１～２４） 

ウ 原告Ａは、平成２１年９月期～平成２４年９月期の法人税について、別表１－Ａの

「平成２１年９月期」～「平成２４年９月期」欄の各「確定申告」欄記載のとおり確定

申告をした。（乙２６、２９～３１） 

エ 原告Ｂは、平成２２年３月期の法人税について、別表１－Ｂの「平成２２年３月期」

欄の「確定申告」欄記載のとおり確定申告をした。（乙２７） 

（８）本件各処分（先行年分）及び不服申立ての経緯 

ア 城東税務署長は、平成２５年１１月２９日付けで、原告Ａに対して次の各処分をした。 

（ア）本件Ａ青色申告承認取消処分（甲７２、乙３７） 

（イ）本件Ａ各更正処分（先行年分）（甲７３の１～５、乙３８～４２） 

（ウ）本件Ａ重加算税賦課決定処分（平成２０年９月期）（甲７３の１、乙３８） 

（エ）平成２３年９月期及び平成２４年９月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処

分（甲７３の４・５、乙４１、４２） 

イ 城東税務署長は、平成２５年１１月２９日付けで、原告Ｂに対して次の各処分をした。 

（ア）本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）及び本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処

分（平成２１年３月期）（乙４３） 

（イ）本件Ｂ法人税更正処分（平成２２年３月期）及び本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処

分（平成２２年３月期）（乙４４） 

（ウ）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等重加算税

賦課決定処分（平成２１年３月課税期間）（乙４５） 

ウ 原告らは、平成２６年１月２８日、城東税務署長に対し、前記ア及びイの各処分を不

服として、それぞれ異議申立てをした。（乙４６、４７） 

エ 城東税務署長は、平成２６年４月２５日付けで、前記ウの各異議申立てを棄却又は却

下する旨の決定をした。（乙５２、５３） 

オ 原告らは、平成２６年５月２６日、国税不服審判所長に対し、前記ア及びイの各処分
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を不服として、それぞれ審査請求をした。（乙５４、５５） 

カ 城東税務署長は、平成２６年７月９日付けで、前記ア（エ）の過少申告加算税賦課決

定処分について、処分の理由に不備があるとしてこれらを取り消し、原告Ａに対し、改

めて、本件Ａ各過少申告加算税賦課決定処分（先行年分）をした。（乙５６、５７） 

キ 原告Ａは、平成２６年８月２７日付けで、城東税務署長に対し、本件Ａ各過少申告加

算税賦課決定処分（先行年分）について異議申立てをした。異議審理庁である城東税務

署長は、通則法９０条１項に基づき、同年９月２日付けで、当該異議申立てに係る異議

申立書を国税不服審判所長に送付し、当該異議申立てについては、同月３日に国税不服

審判所長に送付された。その結果、同条３項により、同日、審査請求がされたものとみ

なされ、前記オの審査請求と併合して審理されることとなった。（乙５８、５９） 

ク 国税不服審判所長は、平成２７年５月１９日付けで、前記オ及びキの審査請求を棄却

する旨の各裁決をした。（乙６６、６７） 

（９）本件各処分（後続年分）に係る原告らの法人税等及び消費税等の確定申告 

ア 原告Ａは、本件売買契約により本件土地建物が売却されたことを前提に、平成２５年

９月期～平成２７年９月期の法人税、平成２５年９月課税事業年度の復興特別法人税並

びに平成２５年９月課税期間及び平成２６年９月課税期間の消費税等について、別表４

－Ａ～４－Ｃの「確定申告」欄のとおり確定申告をした。（乙８６～９１） 

イ 原告Ｂは、本件売買契約により本件土地建物が売却されたことを前提に、平成２６年

３月期及び平成２７年３月期の法人税、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日

までの課税事業年度（以下「平成２６年３月課税事業年度」という。）の復興特別法人税

並びに平成２６年３月課税期間及び平成２７年３月課税期間の消費税等の各確定申告に

ついて、別表５－Ａ～５－Ｃの「確定申告」欄のとおり確定申告をした。（乙９２～９

６） 

（10）本件各処分（後続年分）及び不服申立ての経緯 

ア 城東税務署長は、平成２８年１１月８日付けで、原告Ａに対して次の各処分をした。 

（ア）本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期）及び本件Ａ法人税過少申告加算税賦課

決定処分（平成２５年９月期）（甲３１の１） 

（イ）本件Ａ法人税更正処分（平成２６年９月期）（甲３１の２） 

（ウ）本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）（甲３１の３） 

（エ）本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度）及び本件Ａ復興特

別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度）（甲３１の４） 

（オ）本件Ａ消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税期間）（甲３１の５） 

（カ）本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間）（甲３１の６） 

イ 城東税務署長は、平成２８年１１月８日付けで、原告Ｂに対して次の各処分をした。 

（ア）平成２６年３月期の法人税に係る更正処分（以下「本件Ｂ法人税更正処分（平成２

６年３月期）」という。）（甲３２の１） 

（イ）本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期）及び本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課

決定処分（平成２７年３月期）（甲３２の２） 
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（ウ）平成２６年３月課税事業年度の復興特別法人税に係る更正処分（甲３２の３） 

（エ）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）及び本件Ｂ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）（甲３２の４） 

（オ）平成２７年３月課税期間の消費税等に係る更正処分（甲３２の５） 

ウ 原告らは、平成２９年２月３日付けで、国税不服審判所長に対し、前記ア並びにイ

（イ）及び（エ）の各処分を不服として、審査請求をした。（乙８２、８３） 

エ 城東税務署長は、平成２９年３月２１日付けで、本件Ｂ法人税更正処分（平成２６年

３月期）に伴い、法人税法５７条１項に規定する欠損金の損金算入額が増加したとして、

別表５－Ａの「再更正処分等」欄のとおり、本件Ｂ法人税再更正処分等（平成２７年３

月期）を行った。（乙９７） 

 なお、原告Ｂは、本件Ｂ法人税再更正処分等（平成２７年３月期）に伴い、平成２９

年６月２７日付けで、前記ウに係る審査請求の趣旨を、本件Ｂ法人税更正処分（平成２

７年３月期）及び本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期）につ

いて、それぞれ本件Ｂ法人税再更正処分等（平成２７年３月期）による処分後のものの

取消しを求める内容に訂正した。（乙８５） 

オ 城東税務署長は、平成２９年１０月３１日付けで、本件Ａ更正処分（平成２４年９月

期）により増加する所得金額に対応する事業税及び地方法人特別税（以下「事業税等」

という。）が、平成２５年９月期の損金の額に算入されるなどとして、別表４－Ａ及び４

－Ｂの「再更正処分等」欄のとおり、本件Ａ法人税再更正処分等（平成２５年９月期）

及び本件Ａ復興特別法人税再更正処分等（平成２５年９月課税事業年度）を行った。（乙

９８、９９） 

 なお、原告Ａは、本件Ａ法人税再更正処分等（平成２５年９月期）及び本件Ａ復興特

別法人税再更正処分等（平成２５年９月課税事業年度）に伴い、平成２９年１１月９日

付けで、前記ウに係る審査請求の趣旨を、本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期）、

本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期）、本件Ａ復興特別法人税

更正処分（平成２５年９月課税事業年度）及び本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦

課決定処分（平成２５年９月課税事業年度）について、それぞれ本件Ａ法人税再更正処

分等（平成２５年９月期）及び本件Ａ復興特別法人税再更正処分（平成２５年９月課税

事業年度）による処分後のものの取消しを求める内容に訂正した。（乙８４） 

カ 国税不服審判所長は、平成３０年１月１２日付けで、別表４－Ｃの「裁決」欄のとお

り、本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間）及び本件Ａ消費税等過少申告

加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間）のそれぞれ一部を取り消し、その余の

原告らの請求をいずれも棄却する旨の裁決を行った。（乙８０、８１） 

（11）本件訴えの提起 

 原告らは、平成２７年１１月９日、第１事件に係る訴えを、平成３０年７月１２日、第

２事件に係る訴えをそれぞれ提起し、当裁判所は、同年１０月３１日、第２事件に係る口

頭弁論を第１事件に係る口頭弁論に併合した。（顕著な事実） 

４ 本件各処分（先行年分）及び本件各処分（後続年分）の根拠及び適法性に関する被告の主張 

 別紙「本件各処分（先行年分）及び本件各処分（後続年分）の根拠及び適法性」のとおり 

５ 争点 
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 本件に関する争点は、次の（１）～（６）のとおりである。なお、争点に関する被告の主張

が認められた場合の税額算定過程等については、当事者間に争いがない。 

（１）本件売買契約についての虚偽表示の有無（争点（１）） 

（２）原告Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載したことにより、

法人税法１２７条１項３号に該当するか否か（争点（２）） 

（３）原告らが本件売買契約を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したこと

により、通則法６８条１項に該当するか否か（争点（３）） 

（４）本件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入できるか否か（争点（４）。争点（１）

について被告の主張が採用されない場合の予備的争点） 

（５）本件Ａ各更正処分等（先行年分）に係る理由の追加の可否（争点（５）。争点（１）につ

いて被告の主張が採用されず、かつ、争点（４）について被告の主張が採用される場合の予

備的争点） 

（６）本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無（争点（６）） 

６ 争点に対する当事者の主張の要旨 

（１）争点（１）（本件売買契約についての虚偽表示の有無）について 

（被告の主張の要旨） 

 以下の事情によれば、本件売買契約は、本件土地建物の所有権を移転する意思を欠くか

ら、虚偽表示があったと認められる。 

ア 本件売買契約に基づく代金が支払われていないこと 

（ア）原告Ａの会計帳簿上、平成２０年９月３０日付けで本件売買契約の代金相当額１億

２４３２万円が「未収入金」に計上され、同年１０月１日付けで「未収入金」勘定に計

上されていた当該金額及び「仮受金」勘定に計上されていた金額が「関連会社」勘定に

振り替えられた一方で、原告Ｂの会計帳簿上、同年９月３０日付けで本件売買契約の代

金債務が「未払金」に計上されている。しかしながら、その後、原告らの間において、

本件売買契約に基づいて代金が支払われ、又はその他何らかの方法で前記代金が支払わ

れたことを裏付ける客観的な証拠はない。 

（イ）原告らは、原告Ａの会計帳簿上、平成２０年９月３０日付けで「未収入金」に計上

した本件売買契約の代金相当額１億２４３２万円を同年１０月１日付けで「関連会社」

勘定に振り替える内容の経理処理がされたことによって、同日付けで本件売買契約に係

る代金債務が相殺処理されており、このことは、原告Ａの会計帳簿上、平成２０年１０

月末の「関連会社」残高が減少していることからも裏付けられる旨を主張する。 

 しかしながら、原告らが主張する相殺の対象となる本件売買契約の代金債務について、

同債務を負担する原告Ｂの会計帳簿上、平成２０年１０月１日の時点で相殺処理がされ

た記載はない上、原告Ｂにおいて、同日付けで、実際に原告Ａとの間で何らかの債権債

務について相殺の意思表示をしたこと又は相殺合意をしたことを裏付ける客観的な証拠

は存しない。また、原告Ａが「関連会社」という勘定科目を用いることとしたのは、金

融機関から、原告らを含む関係会社間における内部の貸し借りと、金融機関等の外部と

の間の貸し借りとを明確に区別するよう要望を受けたからであり、原告Ａの会計帳簿上、

「関連会社」勘定に振り替える経理処理がされたことをもって、実際に債権債務の相殺

又は相殺合意がされたということはできない。むしろ、平成２０年１０月１日付けで本
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件売買契約に係る代金債権が相殺処理されたのであれば、原告Ａの会計帳簿上、同年１

２月３１日付けで貸方欄に原告Ｂとの貸し借り清算として当該代金債権と同額が計上さ

れていることがいかなる理由によるものか不明である。 

（ウ）原告らは、遅くとも、平成２０年１２月３１日までに、本件売買契約の代金債務が

相殺処理によって支払われた旨を主張する。 

 しかしながら、平成２０年９月当時にＡグループの財務処理の統括業務を行っていた

甲（現在の原告Ａの代表者）自身が、遅くとも同年１０月１日までに本件売買契約の代

金債務が相殺処理された旨を供述しているから、同年１２月３１日付けで当該代金債務

が相殺処理されたという余地はない。また、原告Ａの会計帳簿上において、同日付けで

貸方欄に原告Ｂとの「貸し借り清算残高」として９億３７３７万０５７６円が計上され

ている根拠や原告Ｂとの貸し借り清算として本件売買契約の代金相当額が計上されてい

る根拠は不明であり、同日付けで原告Ａと原告Ｂ間の債権債務が相殺処理されたことは、

何ら裏付けられていない。 

イ 原告Ａは、本件売買契約の締結後も、本件建物の所有者としてその使用収益及び管理

をしていたこと 

（ア）原告Ａは、本件売買契約の締結後も、引き続きＪ社からの本件旧貸借契約に基づく

賃料及びＯからの本件通信設備設置契約に基づく賃料を収受して原告Ａの収益に計上す

るとともに、本件土地建物に係る各費用についても、原告Ａ自ら支出して費用に計上し

ていた。また、原告Ａは、平成２２年８月２６日、Ｓ社との間で本件新賃貸借契約を締

結するとともに、その後、賃料を収受して、原告Ａの収益に計上していた。そして、原

告らは、本件売買契約から約６年経過した平成２６年８月１０日に至って、原告Ａが平

成２０年９月１日から平成２６年３月３１日までの間、本件土地建物の賃料を収受し、

費用を支出したことを前提に、両者の差額を精算する旨の本件精算合意をした。 

 また、原告Ａは、本件売買契約の締結後も、引き続き、本件建物の所有者として火災

保険契約を更新し、Ｋ社の本件建物からの撤退やＯの設備増設について窓口となってい

た。 

 以上のとおり、原告Ａは、本件売買契約の締結後も、本件建物を使用収益及び管理し

ており、本件売買契約の本質的な債務である所有権移転義務は履行されていなかった。 

（イ）原告らは、原告Ａは、原告Ｂから本件土地建物の管理委託業務を受託することを予

定していたため、本来であれば、原告Ａは、管理手数料及び立て替えた修繕費等と、原

告Ａが原告Ｂのために受領した賃料とを精算すべきであったが、所有権移転登記等の処

理を行っておらず、かつ、原告Ａに従前通り賃料の支払等がされ、その額も少額であっ

たことから、原告らの間で行うべき賃料、立替金（修繕費）及び管理手数料の会計処理

は失念されていた旨を主張する。 

 しかしながら、原告らは、債務免除益への課税対策として本件土地建物の売却の必要

性を強く意識するとともに、本件売買契約を締結したことを前提に確定申告書を作成し

ていたところ、グループ会社間の場合の賃料や費用の（実際の金銭の移動を伴わない）

会計処理をどの範囲で行うのかを決算期に毎年１回は行っていたのであるから、税務調

査が開始される平成２５年１０月頃まで、５年以上もの間、本件土地建物に係る賃料収

入等が原告Ａに帰属するものとした会計処理の誤りを見落としたというのは極めて不自
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然である。 

ウ 原告らにおいて本件売買契約を仮装する動機があったこと等 

 原告らは、債務免除益に対する課税を免れるために最も含み損の大きい本件土地建物

の固定資産売却損を計上する必要があった一方で、担保権を消滅させるに足りる金額で

本件土地建物を第三者に売却できず、原告Ａが引き続き本件土地建物を担保に多額の融

資を受けるため、担保権者との関係で本件土地建物の所有者を変更することを回避する

必要があったから、本件売買契約を仮装する動機があったといえる。また、原告らの代

表取締役は、設立から平成２８年１２月●日までいずれも亡丙であり、原告らにおいて

本件売買契約を仮装することは極めて容易であった。 

 以上のとおり、原告らには、平成２０年９月期に、本件売買契約を仮装する動機があ

り、かつ、それが容易であったといえる。 

エ まとめ 

 前記ア～ウに加え、①本件土地建物の所有権移転登記が本件売買契約から約６年後に

されているなど経過が不自然であること、②原告らは、（ア）本件土地建物に根抵当権を

有している保証協会に所有権移転の承諾を得ず、（イ）保険対象建物の所有権が移転した

場合につき火災保険契約の約款により求められているＬ損保への所有権が移転した旨の

通知をせず、原告Ａを所有権者として火災保険契約を更新し、（ウ）本件建物の賃借人等

に対して所有権の移転を通知せず、新たに本件新賃貸借契約を締結するなど土地建物の

所有権が移転したとすれば当然に取るべき行動を採っていなかったこと、③同族グルー

プ法人間の取引であっても第三者との関係で必要な手続があり、原告らは、同族グルー

プ法人との間の他の不動産売買においては、売買契約に伴い必要となる各種手続等を行

っていることに照らすと、本件売買契約は虚偽表示により無効である。 

（原告らの主張の要旨） 

 以下の事情によれば、本件売買契約は、虚偽表示であると認められない。 

ア 本件売買契約に係る虚偽表示の動機・目的の不存在 

 虚偽表示の認定に当たっては、動機・目的の存在が重視されるべきところ、原告らに

は本件売買契約に係る虚偽表示をする動機・目的が存しない。 

 すなわち、原告Ａは、Ｒ、Ｔ監査法人等の専門家と協議し、城東税務署に照会をした

上で、ＲとＩの債務免除を受けて生じる益金の額に対応する損金の額を計上し、本税の

みで３億円を超える多額の課税を回避して事業再生を行うため、原告Ｂと本件売買契約

を締結したものであって、本件売買契約を有効に締結することを最優先にすべき状況に

あった。他方で、原告らはグループ会社であり、原告らのいずれが本件土地建物を所有

していたとしても、グループ全体の収益は変わらないから問題が生じることはなく、実

際にも、平成２６年に本件土地建物の移転登記や賃貸人の名義変更を行ったことによっ

て、原告らに不利益は生じていない。 

 そして、前記のとおり、本件売買契約を有効に締結することを最優先とすべき状況に

あったことに照らせば、所有権移転登記や賃貸人の名義変更等の負担を理由に虚偽表示

をする必要はない。また、原告Ａは、事業再生の途中であったから、融資を受けられる

状況になく、金融機関から融資を受けるために本件土地建物の登記名義を保持する必要

もなかった。 



17 

イ 虚偽表示を推認させる外形の作出行為が存在しないこと等 

 虚偽表示は、内心と異なる外形をあえて作出する行為であるところ、本件売買契約に

ついては、本件土地建物の所有権移転登記手続すらしておらず外形の作出がない。また、

原告らが、本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を欠いていた

にもかかわらず、これがあるように仮装することを合意していたのであれば、当該仮装

が露呈しないように細心の注意を払って、売買契約書の内容と契約締結後の売主・買主

間の実際の処理内容とを一致させると考えられるところ、本件においては、①原告Ａか

ら原告Ｂへの売却に際して、本件土地建物に設定された根抵当権設定登記を抹消する予

定ではなかったのに、本件売買契約書第７条には、これを抹消する旨の記載がされてい

る、②原告らは、本件売買契約に係る代金の支払につき、原告Ａの原告Ｂに対する売買

代金債権と原告Ｂの原告Ａに対する債権との相殺により行うことを予定していたのに、

本件売買契約書第３条には、「現金または預金小切手で売主に支払うものとする」と定め

られているなど、ひな形を用いて本件売買契約書を作成したことに起因する多数の形式

的な不一致が生じているのであって、このことからも、原告らが、本件売買契約を成立

させるという効果意思を有していたことが裏付けられる。 

ウ 本件売買契約の存在が証拠により裏付けられていること 

 本件売買契約は、本件売買契約書によって締結されており、当該締結について原告Ａ

の取締役会決議及び原告Ｂの株主総会決議がされてその議事録が作成された。また、平

成１７年２月付け、平成１９年７月付け及び同年１０月付け再建計画案（本件再建計画

案）においても、一貫して原告Ａが原告Ｂに本件土地建物を売却することとされ、原告

らの事業再生に関与した司法書士等の専門家も、当該売却を前提としていた。 

 そして、本件売買契約の代金については、原告Ｂが原告Ａに対して本件売買契約の代

金額１億２４３２万円を優に上回る仮払金債権を有しており、原告らの総勘定元帳から

明らかなとおり、平成２０年１０月１日以降、「関連会社」勘定を設け、売買代金の相殺

を行っている。原告ら間において、本件売買契約の代金債権が残存していないことは、

原告らの貸借対照表にその記載がないことに照らしても明らかである。 

エ 被告が指摘する事情について 

（ア）被告は、本件売買契約に係る代金が支払われていない旨を主張する。 

 しかしながら、本件売買契約を締結した時点で、未収入金・未払金を計上し、その後、

平成２０年１０月１日付けで原告らの総勘定元帳の「関連会社」勘定にこれらをまとめ

たことによって、原告らの間で本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売買代金

債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が完了しているし、仮に、同日時

点で相殺されていないとしても、原告らの総勘定元帳の記帳内容によれば、同年１２月

３１日までに前記各債権の相殺処理が完了しており、その後の原告らの会計帳簿では、

売買代金債権・債務は計上されていないことから、本件売買契約に係る代金が支払われ

ているというべきである。また、原告らが、前記のとおり相殺処理を行っていることか

らも、この相殺処理に当たり、本件売買契約に基づく売買代金債権・債務が存在するこ

とを前提としていること、そして、本件売買契約の時点で、本件土地建物につき本件売

買契約を成立させるという効果意思を有していたことが裏付けられる。 

（イ）被告は、本件売買契約締結日から約６年後に本件土地建物の所有権移転登記手続を
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行ったことが不自然である旨を主張する。 

 しかしながら、原告らは、過去、Ａグループ間において不動産売買をして所有権移転

登記手続を未了のまま、損金計上をした確定申告について、税務署から何ら問題とされ

なかったことから、所有権移転登記を行っていないことを理由に損金算入が否定される

とは考えていなかった。また、原告らは、本件Ａ各更正処分等（先行年分）及び本件Ｂ

各更正処分等（先行年分）において、形式的な不備を理由に損金算入を認めない旨の指

摘を受けていたことから、形式面を実態に整合させた方がよいとの税理士の助言に従っ

たものである。 

 したがって、本件土地建物の所有権移転登記の経過は、本件売買契約が真に締結され

たことと矛盾するものではない。 

（ウ）被告は、本件売買契約を締結した後も、原告Ａが本件土地建物を管理し、賃料収入

及び固定資産税を計上していたことから、原告Ｂに対して本件土地建物の所有権を移転

していなかった旨を主張する。 

 しかしながら、被告の指摘する処理は、単純な経理上の誤りであり、このことは、本

件建物の減価償却費を原告Ｂにおいて計上していることからも明らかである。原告Ａは、

本件売買契約締結後も、本件建物の賃貸管理を受託することを予定しており、賃料及び

固定資産税に係る金銭の流れは従前と異ならないことから、前記経理上の誤りが生じた

ものである。 

（エ）被告は、①原告らが本件土地建物の根抵当権者である保証協会に対し、本件売買契

約に基づく本件土地建物の所有権移転を通知していなかったこと、②原告らが本件建物

の賃借人に対して所有権移転の通知をしなかったこと、③原告Ａの名義で本件建物の火

災保険契約を締結していたことから、所有権移転があるとすれば当然取るべき行動を採

っていなかった旨を主張する。 

 しかしながら、原告らは、所有権移転登記を経ていない状態において、関係者に対し

て所有権移転があった旨を通知しても混乱を招くことから、実際には所有権移転があっ

たものの、その旨を明示的に通知していないにすぎない。そもそも、保証協会には、原

告Ａの申告書や明細書を送付しており、これらの書類を見れば本件土地建物を売却した

ことは容易に判明するのであって、本件売買契約を隠蔽しようとしたことはない。 

（オ）被告は、本件土地建物を第三者に売却することができない状況にあり、本件土地建

物の固定資産売却損を計上する必要があったことから、本件売買契約を仮装する動機が

あった旨を主張する。 

 しかしながら、本件土地建物を売却する目的は、債務免除益に対応する損金計上にあ

る以上、第三者に売却をしなければならない必然性はなく、まして、グループ会社に売

却すれば目的を達し得るにもかかわらず、あえて虚偽表示をする必要性もない。 

 したがって、原告らに本件売買契約を仮装する動機はない。 

（カ）被告は、本件再建計画案に記載されている合併等がされていないことを指摘し、そ

の計画の内容であった本件売買契約の締結も実現されていない旨を主張する。 

 しかしながら、Ａグループの事業再生については、Ｒが関与する「Ｕスキーム」を用

いた私的再生から単なる回収案件へと変更された経緯があるためであり、本件売買契約

が虚偽表示に該当することの根拠とはなり得ない。 
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（２）争点（２）（原告Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載し

たことにより、法人税法１２７条１項３号に該当するか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

 前記（１）（被告の主張の要旨）のとおり、本件売買契約は虚偽表示によって無効であり、

原告Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載したといえるか

ら、法人税法１２７条１項３号所定の青色申告承認処分の取消事由がある。 

（原告Ａの主張の要旨） 

 前記（１）（原告らの主張の要旨）のとおり、本件売買契約は仮装されたものとはいえず、

法人税法１２７条１項３号所定の青色申告承認処分の取消事由はない。 

（３）争点（３）（原告らが本件売買契約を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を

提出したことにより、通則法６８条１項に該当するか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

 前記（１）（被告の主張の要旨）記載の各事情によれば、原告らは、本件売買契約を仮装

し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したことにより、原告Ａにつき平成２

０年９月期の法人税、原告Ｂにつき平成２１年３月期及び平成２２年３月期の法人税並び

に平成２１年３月課税期間の消費税等について、通則法６８条１項所定の重加算税の賦課

要件に該当する。 

（原告らの主張の要旨） 

 前記（１）（原告らの主張の要旨）記載の各事情によれば、本件売買契約は有効であり、

仮装されたものとはいえないから、原告らがした法人税及び消費税等の確定申告は、通則

法６８条１項所定の重加算税の賦課要件に該当しない。 

（４）争点（４）（本件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入できるか否か）について 

（被告の主張の要旨） 

 法人税法２２条４項によれば、法人税法上、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準に従って判断すべきであり、収益は、その実現があったと

き、すなわち、収入の原因となる権利が確定した時の属する事業年度の益金の額に算入し

て計上すべきである（権利確定主義）。法人税基本通達２－１－１４によれば、固定資産の

譲渡による収益は、引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされ

ており、「引渡しのあった日」は、代金の支払、登記や建物の鍵の引渡し等の諸事情を考慮

し、不動産の現実の支配が移転した時期とすべきである。しかし、本件では、平成２６年

７月２４日まで登記の移転がなく、代金の支払があったとも考えられないから、平成２０

年９月期に権利が確定したとはいえない。 

 なお、前記通達ただし書は、法人が、固定資産の譲渡による収益の額を当該固定資産の

譲渡に関する契約の効力発生日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これ

を認める旨を定めるところ、その趣旨は、固定資産につき現実の支配の移転が行われてい

るものの、当該移転が完了した時期を認識することが困難な場合に、それを補完する趣旨

で設けられたものである。そうすると、前記通達ただし書が代金の支払及び現実の引渡し

等がされていない本件売買契約について適用される余地はない。 

 したがって、仮に本件売買契約が虚偽表示により無効でないとしても、本件売却損を平

成２０年９月期の損金の額に算入することはできない。 
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（原告Ａの主張の要旨） 

 法人税基本通達２－１－１４によれば、法人がその選択により固定資産の譲渡による収

益を当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生日の属する事業年度の益金の額に算入す

ることを認めており、その扱いは損金についても同様であると解される。原告Ａは、前記

通達に基づき、本件土地建物の売却損を、契約の効力が発生した契約締結日の属する平成

２０年９月期の損金の額に算入したものである。 

 したがって、本件売却損を平成２０年９月期の損金の額に算入することができる。 

（５）争点（５）（本件Ａ各更正処分等（先行年分）に係る理由の追加の可否）について 

（原告Ａの主張の要旨） 

ア 本件Ａ青色申告承認取消処分は、前記（２）（原告らの主張の要旨）のとおり違法であ

って取り消されるべきであるから、本件Ａ各更正処分等（先行年分）については、青色

申告の更正処分における理由附記の法理が妥当し、更正処分に当たっては、処分の根拠

となった事実関係と法規の適用関係を、処分の相手方において、処分の通知書の記載自

体から了知し得る程度に示す必要があるところ、このような理由附記の趣旨に照らせば、

更正処分の通知書に記載されていた課税要件事実と同一性を有し、手続保障に支障のな

い限度で処分理由の追加が認められる。また、仮に本件Ａ各更正処分等（先行年分）を

白色申告に対する更正処分であるとみても、通則法７４条の１４第１項により更正処分

に理由附記が要求されるから、前記と同様の法理が妥当する。 

 このことに、増額更正処分を行う行政庁に、納税者の帳簿書類等を必要なだけ十分に

検査し、納税者や第三者への聴取を実施するなど、強力な税務調査権限が認められてい

ることを併せ考慮すれば、主位的な理由とこれと相容れない予備的理由の二つを附記し

て増額更正処分を行うことは認められず、訴訟においても、主位的主張に加えて、これ

と相容れない予備的主張をすることは認められないというべきである。 

イ 被告は、本件Ａ各更正処分等（先行年分）において、本件売買契約は虚偽表示により

無効である（以下「理由①」という。）旨を主位的に主張する一方で、争点（４）（被告

の主張の要旨）のとおり、権利が実現していないため、本件売却損を平成２０年９月期

の損金の額に算入できない（以下「理由②」という。）旨の予備的主張をする。しかしな

がら、理由②は、本件Ａ各更正処分等（先行年分）について、処分の通知書に記載がな

い処分理由を追加するものであって、当該通知書に記載されていた本件売買契約の不存

在と課税要件事実と同一性を欠き、当該処分理由の追加は、原告らの手続的権利の保障

に支障を生じさせるものであるから許されない。 

（被告の主張の要旨） 

ア 青色申告及び白色申告のいずれに対する更正処分についても、理由附記制度の趣旨は、

更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由

を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものであって、納税者に格別

の不利益を与えるものでなければ、更正通知書に付記されていない理由の主張も許され

る。 

イ そして、理由①及び理由②は、いずれも本件土地建物について所有権移転登記及び引

渡しがされていないことに基づき、本件売却損を否認するものであり、原告らは、本件

売買契約の内容及び本件土地建物の引渡しについて熟知していることに照らすと、理由
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②の主張を追加することは、原告らの防御に格別の不利益を与えるものとはいえない。 

（６）争点（６）（本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無）について 

（被告の主張の要旨） 

 原告Ａは、平成２０年９月１日以降も、本件建物に係る賃料収入を収益として計上し、

固定資産税等を費用として計上していた。しかるに、原告らは、平成２５年１０月に税務

調査を受け、平成２５年９月期の法人税等の確定申告に際し、当該賃料収入が原告Ｂに帰

属したとする処理を行い、平成２６年３月７日、本件新賃貸借契約に基づく同年４月分以

降の賃料の振込口座を原告Ｂに変更する旨を本件通知書により通知した。そして、原告Ｂ

は、同月３０日、Ｌ損保との間で、本件建物の所有者を原告Ｂとする火災保険契約を締結

し、同月～６月頃、所有権移転登記手続のため、司法書士に相談し、同年７月２４日、所

有権移転登記を得て、同月２５日、原告Ａとの間で、本件売買締結日以降の本件土地建物

の管理業務を原告Ａに委託していたことを確認する旨の確認書を作成し、同年８月２８日、

原告Ａとの間で、前記賃料収入と費用を精算する旨の本件精算合意をした。 

 以上の事実によれば、原告らは、税務調査を受けたことを契機として、本件土地建物の

所有権が移転したことを前提とする行動を採り始めたものというべきであり、原告らは、

本件通知書を送付した平成２６年３月７日までに、本件売買契約が無効であると知りなが

らこれを追認し（民法１１９条１項ただし書）、同年４月１日までに本件土地建物が引き渡

されたというべきである。 

（原告らの主張の要旨） 

 原告らは、本件各処分（先行年分）の異議申立てにおいて、課税庁から、原告Ａ名義の

口座に本件建物の賃料が振り込まれていることが問題であるとの指摘を受けたため、本件

通知書を送付したにすぎず、本件通知書には本件売買契約に関する記載は何らされていな

い。したがって、本件通知書の送付をもって、本件売買契約の追認がされたとはいえない。 

 また、原告らは、平成２５年９月３０日付けで、Ｓ社から受領した賃料収入を原告Ｂに

支払う旨の精算をし、平成２６年７月に本件土地建物の所有権移転登記手続を行っている

ところ、これらの事実を考慮せずに、同年４月１日に本件土地建物の引渡しがあったとす

ることは根拠を欠く。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 

（１）原告らについて 

 亡丙は、原告ら及びＣの創業者であって、平成１９年～平成２７年当時、原告らの代表

取締役であり、株式については、原告Ａの７６％、原告Ｂの９０％、Ｃの１００％を保有

していた。 

（２）原告Ａによる本件土地建物の取得等 

ア 原告Ａは、平成２年９月１１日、本件土地を売買により取得して所有権移転登記を得

るとともに、①Ｅ銀行の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権、②保証協会

の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権及び③保証協会のＣに対する債権を

被担保債権とする根抵当権を設定し、同日、これらの登記手続をした。なお、原告Ａと

保証協会との間の根抵当権設定契約においては、根抵当権設定者は、保証協会の承諾を
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得ずに根抵当物件の所有権を移転してはならない旨が定められていた。（乙６） 

イ 原告Ａは、平成３年９月９日、本件土地上に本件建物（遊技場。鉄骨造陸屋根５階

建）を新築し、同年１０月４日、所有権保存登記を得た。 

ウ 原告Ａは、平成３年１０月３０日、本件建物に、前記アの本件土地に設定した各根抵

当権を共同担保として、①Ｅ銀行の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権、

②保証協会の原告Ａに対する債権を被担保債権とする根抵当権及び③保証協会のＣに対

する債権を被担保債権とする根抵当権を設定し、同日、これらの登記手続をした。 

エ 前記ア及びウのＥ銀行の原告Ａに対する債権は、平成１７年にＥ銀行から債権管理及

び債権回収の業務を委託されているＨに移管された。 

（３）本件売買契約締結前の本件建物の管理状況 

ア 原告Ａは、平成１４年１０月１８日、Ｊ社との間で、本件建物に関し、カラオケ店舗

として使用する目的で、期間を同年１１月１日から平成２４年１０月３１日までとし、

賃料を月額１２５万円とする賃貸借契約（本件旧賃貸借契約）を締結した。そして、Ｋ

社は、平成１８年頃から、本件建物においてカラオケ店舗を実質的に経営していた。 

イ 原告Ａは、平成１８年５月１６日、Ｌ損保との間で、本件建物について、保険期間を

同日から１年間とする火災保険契約を締結し、その後、平成１９年５月１６日に、保険

期間を１年間として火災保険契約を更新した。 

ウ 原告Ａは、平成１８年１２月１日、Ｏとの間で、電気通信事業に使用する通信設備設

置のため、本件建物に関し、期間を同日から平成２８年１１月３０日までとし、賃料を

月額３万円とする賃貸借契約（本件通信設備設置契約）を締結した。 

（４）本件売買契約の締結に至る経緯 

ア 原告Ａは、従前、資金を借り入れて土地を購入し、その土地上に賃貸マンションを建

設して賃借人を入居させた上で、マンションを売却する事業を営んでいたが、バブル崩

壊のために、Ａグループ全体の業績が悪化した。 

イ Ａグループは、Ｒに対する債務を負っていたため、Ｒが関与する「Ｕスキーム」を用

いた私的再生により事業の再生を行うこととなり、平成１６年１月以降、Ｒ及びＴ監査

法人のスタッフの協力を得て、再建計画案の策定作業を行った。原告Ａが所有していた

不動産について不動産鑑定が行われ、同年５月１４日付け不動産鑑定評価書（乙３３・

別添４）において、本件土地建物の評価額は１億４８００万円と算定された。（甲１、６

０、乙１１、１２、３３、原告Ａ代表者） 

ウ 原告Ａは、平成１７年２月１日付けで再建計画案を作成した。同計画案においては、

①原告Ａは、Ｒから約１３億９９００万円の債務免除を受けること、②原告Ａは、本件

土地建物を含む不動産を売却して債務免除益に対応する固定資産売却損を計上すること、

③本件土地建物を含む不動産は、原告Ｂに対して担保条件を付したまま売却し、原告Ｂ

による賃貸を継続して現状の賃料収入を確保する予定であるとされていた。しかし、Ｒ

の同意が得られなかったため、同計画案は実施されなかった。（甲６０、乙３３・別添

２） 

エ Ｉが、平成１８年１０月、Ｅ銀行から、原告Ａに対する債権の一部譲渡を受けたこと

から、原告Ａは、Ｉとの間でも、債務免除を求めて交渉をすることとなった。また、原

告Ａは、平成１９年４月頃から、Ｒの私的再生に関与したことのある丁司法書士（以下
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「丁」という。）、弁護士及び公認会計士に依頼して、Ｒ及びＩとの交渉、再建計画案の

作成等をすることとなった。（甲６０） 

オ 原告Ａは、平成１９年７月付けで再建計画案を作成し、Ｒから受ける債務免除に対応

して、本件土地建物を含む不動産の売却による固定資産売却損を計上する予定としたが、

Ｒから、債務超過が解消されない可能性があるとの懸念を示され、Ａグループの合併に

より債務超過を解消する提案をすることとなった。（甲４、６０） 

カ 原告Ａは、平成１９年９月１８日、原告Ｂとの間で、本件土地建物を代金１億２４３

２万円で売却する売買契約の締結を承認する取締役会決議をし、原告Ｂは、同日、前記

売買契約の締結を承認する臨時株主総会決議をした。なお、当該代金の額は、既に行わ

れた不動産鑑定における本件土地建物の評価額に時点修正等を加えた額であり、同年７

月１６日付けのＴ監査法人が作成した財務調査報告書に記載の評価額と同額であった。

（甲３、６、７、６０） 

キ 原告ら、Ｄ及びＣは、平成１９年１０月１日付けで本件再建計画案を作成した。本件

再建計画案においては、①原告Ａは、Ｄ及びＣと合併して事業の再構築を図り、３年間

で債務超過を解消する、②原告Ａは、債権者から債務免除を受けるとともに、本件土地

建物を含む所有不動産を売却する予定であるが、当該債務免除に係る債務免除益につい

ては、当該売却に係る固定資産売却損を下回るため、課税上の問題はない（課税されな

い）、③亡丙は、経営者責任を取るため、金融機関による債務免除の実現後、全ての役職

を辞任するなどとされていた。（甲６０、乙１１、３３・別添３） 

ク 丁及び公認会計士らは、平成１９年１１月、Ｒの担当者と協議を行ったが、Ｕスキー

ムの要件を満たすことが困難であるため、Ｒは、原告Ａに対して同スキームを適用した

私的再生を行わずに債権を回収することとされた。この結果、本件再建計画案のうち、

原告Ａ、Ｄ及びＣの合併による債務超過の解消や亡丙の全ての役職の退任等は実施され

ないこととなった。（甲３７、６０、６１、証人丁、弁論の全趣旨） 

ケ 原告らとＲは、平成１９年１２月２７日付けの合意書により、Ｒが原告Ａに対して有

する貸付金債権の残元金合計１４億３５４１万１５５６円及びこれに附帯する利息・損

害金について、原告らが、同合意書に従い、平成２０年１月３１日までにその一部を弁

済した場合には、Ｒは、その余の債務一切及び当該債務に関わる保証債務を免除し、前

記各債権を被担保債権とする抵当権（根抵当権）を解除する旨の合意をした。その後、

原告らは、同合意書に従い、Ｒに対し、前記各債権の一部弁済をした。（乙１２、１７、

１８） 

コ 原告ＡとＩは、平成２０年２月７日付けの合意書により、Ｉが原告Ａに対して有する

貸付金債権の残元金合計２億４８１０万０８８２円及びこれに附帯する利息・損害金に

ついて、原告Ａが、同合意書に従い、平成２３年１月３１日までにその一部を弁済した

場合には、Ｉは、その余の債務一切を免除する旨の合意をした。（乙１３） 

（５）本件売買契約の締結 

 原告らは、平成２０年９月１日付けで、原告Ａを売主、原告Ｂを買主として、本件土地

建物を代金１億２４３２万円で売買し、代金を同月３０日までに「現金または預金小切手

で売主に支払うものとする」との契約書（本件売買契約書）を作成し、本件売買契約を締

結した。（乙１４） 
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（６）本件売買契約に基づく売買代金債務に係る弁済、会計処理の状況等 

 原告Ｂは、原告Ａに対して、本件売買契約に基づく売買代金債務を弁済していない（争

いのない事実）が、原告らは、当該債務につき、次のとおりの会計帳簿上の処理を行った。 

ア 原告Ａは、平成２０年当時、Ａグループの各会社間で、多額の資金融通をし、会計帳

簿には、複数の会計科目で当該資金融通を計上していたが、金融機関から、Ａグループ

内の債権債務につき統一した勘定科目で会計帳簿を作成してほしいとの要望を受け、平

成２１年９月期（平成２０年１０月１日）から、会計帳簿に、資産科目である「関連会

社」勘定を設け、債権債務の発生原因を問わず、Ａグループ間での資金移動を「関連会

社」勘定に計上することとした。（甲６０、原告Ａ代表者、弁論の全趣旨） 

 また、原告Ｂは、平成２２年３月期（平成２１年４月１日）から、原告Ａと同様、会

計帳簿に、「関連会社」勘定を用いるようになった。（弁論の全趣旨） 

イ 原告Ａは、総勘定元帳に次のとおり記帳した。これに対し、原告Ｂは、総勘定元帳に

おいて、平成２０年１０月１日付けで、原告Ａに対する本件売買契約に基づく売買代金

債務相当額について会計上の処理を行わなかった。（弁論の全趣旨） 

（ア）平成２０年９月３０日付けで、「未収入金」勘定の借方に、摘要を「（有）Ｂ 戊売

却」等とし、相手科目を「諸口」として、合計１億２４３２万円（原告らの主張に係る

本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買代金債権と同額）を記帳した。（乙１７） 

（イ）平成２０年１０月１日付けで、前記（ア）の債権につき、摘要を「（有）Ｂ 科目振

替」として、「未収入金」勘定から「関連会社」勘定の借方に振り替える旨記帳した。

（甲４３、乙２５） 

（ウ）平成２０年１０月１日付けで、Ｃからの「仮受金」８億５５９２万９９０５円につ

き、摘要を「（株）Ｃ 科目振替」として、「仮受金」勘定から「関連会社」勘定の貸方

に振り替える旨記帳した。（甲４４、乙２５） 

（エ）「関連会社」勘定に次のとおり記帳した。（乙２５） 

ａ 平成２０年１０月９日～同月２０日付けで、貸方に、摘要を「（有）Ｂ」等とし、

相手科目を「当座預金」等として、３５０万円ほか５件（合計２５０２万１０００

円） 

ｂ 平成２０年１０月３１日付けで、借方に、摘要を「（有）Ｂ」とし、相手科目を

「当座預金」として、１０００万円 

ｃ 摘要を「１０月計」として、借方に、１億３４３２万円（前記（ア）及び（イ）の

１億２４３２万円並びに前記ｂの１０００万円の合計額）、貸方に、８億８０９５万

０９０５円（前記（ウ）の８億５５９２万９９０５円及び前記ａの２５０２万１００

０円の合計額）、残高に、「△７４６，６３０，９０５」 

ウ（ア）原告Ａは、平成２０年１２月３１日付けで、相手科目を「諸口」として、総勘定

元帳に次のとおり記帳した。 

ａ 「関連会社」勘定の 

（ａ）貸方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算残高」として、９億３７３７万０５

７６円 

（ｂ）借方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」として、９億１８９５万０９０５

円 
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（ｃ）貸方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」として、１億２４３２万円（原告

らの主張に係る本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買代金債権と同額） 

（ｄ）貸方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」として、２９５９万５２６０円 

（乙２５） 

ｂ 「長期借入金」勘定の借方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」、相手科目を

「諸口」として、１億７２３３万４９３１円（甲４５） 

（イ）他方で、原告Ｂは、平成２０年１２月３１日付けで、相手科目を「諸口」として、

総勘定元帳に次のとおり記帳した。 

ａ 「未払金」勘定の借方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、１億２４

３２万円（本件売買契約に基づく原告Ａに対する売買代金債務と同額）（甲４９） 

ｂ 「仮払金」勘定の 

（ａ）借方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算残高」として、９億４１６３万４５

４５円 

（ｂ）貸方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、９億２８７０万６３１４

円 

（甲４８） 

ｃ 「仮受金」勘定の借方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、３６１７

万１４００円（甲５０） 

ｄ 「長期貸付」勘定の貸方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、１億７

２３３万４９３１円（甲５１） 

ｅ 「差入保証」勘定の貸方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、１００

万００００円（甲５２） 

ｆ 「立替金」勘定の貸方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」として、８万４７

００円（甲５３） 

エ 原告Ａは、平成２０年９月期の決算報告書において、勘定科目内訳書の売掛金（未収

入金）の内訳書に１億２４３２万円（原告らの主張に係る本件売買契約に基づく原告Ｂ

に対する売買代金債権と同額）を計上していたが、平成２１年９月期の決算報告書にお

いては、前記額を計上しなかった。また、原告Ｂの平成２２年３月期の決算報告書には、

本件売買契約に基づく原告Ａに対する売買代金債務は計上されなかった。（甲１１、５８、

５９） 

（７）本件売買契約を締結した事業年度等に係る帳簿書類の記載及び確定申告 

ア 原告Ａについて 

 原告Ａは、平成２０年９月期の総勘定元帳において、平成２０年９月３０日付けで、

前記（６）イのとおり「未収入金」勘定に本件売買契約に基づく代金である１億２４３

２万円を計上するとともに、「固定資産売却損」の勘定に本件売却損８億３６４７万８０

５０円を計上した。（乙１７） 

 原告Ａは、平成２０年１２月１日、城東税務署長に対し、平成２０年９月期の法人税

について、本件債務免除益を益金の額に算入する一方で、本件売却損を損金の額に算入

し、別表１－Ａの「平成２０年９月期」欄の「確定申告」欄記載のとおり確定申告をし

た。 
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イ 原告Ｂについて 

 原告Ｂは、平成２０年９月３０日付けで、仕訳一覧表において、本件土地建物を「土

地」勘定及び「建物」勘定にそれぞれ計上し、本件売買契約に基づく売買代金債権を

「未払金」勘定に計上した。（乙２０） 

 原告Ｂは、平成２１年６月１日、城東税務署長に対し、平成２１年３月期の法人税に

ついて、本件建物に係る減価償却費６４万６８００円を含む減価償却費合計１億４８９

２万６９９９円を損金の額に算入して別表１－Ｂの「平成２１年３月期」欄の「確定申

告」欄記載のとおり確定申告をするとともに、平成２１年３月課税期間の消費税等につ

いて、本件売買契約に基づく本件建物の取得価額２７７２万円を含む課税仕入高合計４

４億３６３０万６９１０円に関し、その消費税相当額１億６７４９万４２６２円を控除

対象仕入税額として控除して別表１－Ｃの「平成２１年３月課税期間」欄の「確定申

告」欄記載のとおり確定申告をした。（乙２１～２４） 

（８）本件売買契約締結後の本件土地建物に関する管理状況及び経理状況等 

ア 原告Ａの経理状況（平成２１年９月期） 

 原告Ａは、平成２１年９月期の間、毎月月末頃、Ｊ社及びＯから、本件旧賃貸借契約

及び本件通信設備設置契約に基づく賃料につき、原告Ａ名義の銀行当座預金口座に振込

入金を受ける方法により収受した（以下、原告Ａの賃料収受の方法は、いずれも同方法

による。）。また、原告Ａは、平成２１年５月１５日、本件建物の火災保険契約を更新し

た。（乙９の４、１５、３５） 

 原告Ａは、平成２１年９月期において、仕訳一覧表に本件建物に係る前記各賃料を計

上するとともに、本件土地建物に係る固定資産税、エレベーター保守料及び消防用設備

点検料を計上した。（乙１６） 

イ 原告Ｂの経理状況及び確定申告（平成２２年３月期）等 

 原告Ｂは、平成２２年３月期において、本件建物に係る減価償却費として１１０万８

８００円を計上し、平成２２年５月３１日、城東税務署長に対し、平成２２年３月期の

法人税について、本件建物に係る減価償却費を損金の額に算入して別表１－Ｂの「平成

２２年３月期」欄の「確定申告」欄記載のとおり確定申告をしたが、他方で、本件売買

契約締結後、少なくとも平成２５年１１月に実施された税務調査の時点まで、原告Ａに

対し、原告Ａが収受した本件建物の賃料に相当する額等の支払をするよう求めることは

なかった。（乙２３の２、２７、弁論の全趣旨） 

ウ 原告Ａによる本件新賃貸借契約の締結 

 原告Ａは、平成２２年８月２６日、Ｓ社との間で、本件建物に関し、カラオケ店舗と

して使用する目的で、期間を平成２２年９月１日から平成２７年８月３１日までとし、

賃料を月額８５万円とする賃貸借契約（本件新賃貸借契約）を締結した。（乙２８） 

エ 原告Ａの経理状況（平成２２年９月期） 

 原告Ａは、平成２１年１０月～平成２２年４月の間、毎月月末頃、Ｊ社から本件旧賃

貸借契約に基づく賃料を収受し、同年９月３０日、Ｓ社から本件新賃貸借契約に基づく

賃料を収受した。また、原告Ａは、平成２２年９月期の間、Ｏから、本件通信設備設置

契約に基づく賃料を収受した。さらに、原告Ａは、平成２２年５月１４日、本件建物の

火災保険契約を更新した。（乙９の５、１５） 
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 そして、原告Ａは、平成２２年９月期において、仕訳一覧表に本件建物に係る前記各

賃料を計上するとともに、本件土地建物に係る固定資産税、エレベーター保守料及び消

防用設備点検料を計上した。（乙１６） 

オ 原告Ａの経理状況（平成２３年９月期～平成２５年９月期） 

 原告Ａは、平成２３年９月期～平成２５年９月期の間、毎月月末頃、Ｓ社及びＯから、

本件新賃貸借契約及び本件通信設備設置契約に基づく賃料を収受した。また、原告Ａは、

平成２３年４月１９日、平成２４年５月７日及び平成２５年４月２日、本件建物の火災

保険契約をそれぞれ更新した。（乙９の６～８、１５） 

 そして、原告Ａは、平成２３年９月期～平成２５年９月期において、仕訳一覧表に本

件建物に係る前記各賃料を計上するとともに、本件土地建物に係る固定資産税、エレベ

ーター保守料及び消防用設備点検料を計上した。（乙１６） 

（９）税務調査後の本件建物に関する管理状況等 

ア 税務調査 

 城東税務署職員は、平成２５年１０月頃、原告らに対する税務調査を開始し、原告ら

の取引先であるＳ社、保証協会等の担当者や原告らの役員に事情聴取を行った。なお、

保証協会の担当者は、同年１１月８日、城東税務署職員に対し、原告Ａから本件土地建

物を譲渡した旨の報告はなく、原告Ａが本件土地建物を所有していると認識している旨

を報告した。（乙３２～３５） 

イ 不動産取得税の申告・納付状況 

 原告Ｂは、平成２５年１１月６日、税務調査を受けた時点において、本件売買契約に

より本件土地建物を取得したことに伴う不動産取得税の申告及び納付をしていなかった。

（乙３３） 

ウ 本件通知書の送付 

 原告らは、平成２６年３月７日、Ｓ社に対し、同月１日から本件土地建物の全ての管

理を原告Ｂに委託し、同年４月分以降の賃料の振込口座を原告Ｂ名義の預金口座に変更

する旨の通知書（本件通知書）を送付した。（乙４８） 

エ 火災保険契約の締結 

 原告Ｂは、平成２６年４月３０日、Ｌ損保との間で、本件建物の所有者として、本件

建物に係る火災保険契約を締結した。（乙１０５） 

オ 本件土地建物の所有権移転登記 

 平成２６年７月２４日、本件土地建物について、平成２０年９月１日付け売買（本件

売買契約）を原因とする原告Ａから原告Ｂに対する所有権移転登記がされた。（乙５、

７） 

カ 確認書の作成 

 原告らは、平成２６年７月２５日付けで、次の内容の「確認書」と題する書面を作成

した。（乙６０） 

（ア）平成２０年９月１日から平成２６年７月２４日までの期間において、原告Ｂは、本

件土地建物の管理業務を原告Ａに委託し、原告Ａはこれを受託したこと。 

（イ）原告Ｂは、原告Ａに対し、本件土地建物を第三者に賃貸等をする場合の交渉及び契

約権限を付与したこと。 
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（ウ）本件土地建物に係る管理委託料は、月額５万円（消費税込）とし、原告Ｂは、原告

Ａに対し、同金員を平成２０年９月分から支払うこと。 

キ 所有権移転登記の完了通知 

 原告Ａは、平成２６年８月１日付けで、保証協会、Ｈ、Ｓ社及びＯに対し、原告Ａが

原告Ｂに対して本件土地建物を本件売買契約により売却し、同年７月２４日に所有権移

転登記を完了した旨を通知した。（乙６１～６４） 

ク 本件精算合意 

 原告らは、平成２６年８月１０日付けで「未精算金の支払に関する合意書」と題する

書面を作成し、原告Ａが原告Ｂに対し、原告Ａが本件土地建物について平成２０年９月

１日から平成２６年３月３１日までの間に支出した費用等（固定資産税、エレベーター

保守料、消防用設備点検料及び管理手数料）と当該期間に収受した賃料等の差額を支払

う旨を合意した。（本件精算合意。乙６５） 

ケ Ｏとの間の合意 

 原告らは、平成２６年９月４日付けで、Ｏとの間で、本件通信設備設置契約に基づく

賃貸人の地位を、平成２０年９月１日をもって原告Ａから原告Ｂに譲渡し、平成２６年

１０月分以降の本件通信設備設置契約に基づく賃料等の振込先を、原告Ａ名義の預金口

座から原告Ｂ名義の預金口座に変更する旨の合意を締結し、当該合意に係る覚書を作成

した。（乙１０４） 

（10）税務調査後の本件建物の経理状況等 

ア 原告Ａの経理状況（平成２５年９月期及び平成２６年９月期） 

 原告Ａは、平成２０年９月１日以降、本件建物に係る賃料収入を収益として計上し、

本件土地建物に係る固定資産税、エレベーター保守料及び消防用設備点検料の各費用を

費用として計上していたが（前記（８）ア、エ、オ）、前記賃料収入等が原告Ａには帰属

しないものとして、平成２５年９月３０日付けで、平成２５年９月期のＳ社からの賃料

収入１０２０万円を「家賃収入」勘定から減額し、平成２６年９月３０日付けで、平成

２６年９月期のＳ社及びＯからの賃料収入５１０万円及び６４万２６００円を「家賃収

入」勘定及び「雑収入」勘定からそれぞれ減額する経理処理を行った。（乙１００、１０

１） 

 また、原告Ａは、平成２０年１０月～平成２４年９月分のＪ社又はＳ社からの賃料収

入相当額について、平成２５年９月３０日付けで、平成２２年４月～平成２４年９月分

の賃料収入相当額である２３８０万６７００円を、平成２６年９月３０日付けで、平成

２０年１０月～平成２２年３月分の賃料収入相当額である２２５０万円をそれぞれ「過

年度損益修正損」勘定に計上するとともに、Ｏからの賃料収入については、本件精算合

意に基づく精算金の額として、同日付けで平成２０年９月～平成２５年９月分の賃料収

入相当額である２９２万６４１０円を「過年度損益修正損」勘定に計上した。（乙１００、

乙１０１） 

 そして、原告Ａは、本件土地建物に係る平成２０年１０月以降の固定資産税等の前記

各費用及び平成２２年９月期の本件建物の改修費用についても、前記賃料収入と同様に、

平成２６年３月３１日付け及び同年９月３０日付けで、原告Ａには帰属しないものとす

る経理処理を行った。（乙１０１） 
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イ 原告Ｂの経理状況（平成２６年３月期及び平成２７年３月期） 

 原告Ｂは、前記アの賃料収入及び各費用について、平成２５年９月３０日付け、平成

２６年３月３１日付け及び同年９月３０日付けで、平成２０年１０月分以後は原告Ｂに

帰属するものとする経理処理を行った（乙１０２、１０３） 

 また、原告Ｂは、Ｓ社に対して本件通知書を送付した後、自らの名義の預金口座に本

件新賃貸借契約に係る賃料の振込を受けた上で、平成２７年３月期において、Ｓ社から

収受した平成２６年４月分以後の賃料を「賃貸収入」勘定に計上した。（乙１０３） 

 そして、原告Ｂは、平成２７年３月期において、前記（９）ケの合意に基づき、Ｏか

ら収受した平成２６年１０月分以降の本件通信設備設置契約に係る賃料を「雑収入」勘

定に計上した。（乙１０３） 

２ 争点（１）（本件売買契約についての虚偽表示の有無）について 

（１）前記１に認定した事実を前提として、本件売買契約について虚偽表示が認められるか、す

なわち、原告らが、本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を欠いて

いた（売買の合意をする意思がない）にもかかわらず、これがあるように仮装することを合

意したと認められるか否かについて検討する。 

（２）ア まず、本件売買契約の締結経緯についてみると、原告Ａは、平成１６年１月以降、Ｒ

が関与する「Ｕスキーム」を用いた私的再生によってＲ、Ｔ監査法人、丁等の関与の下、

事業の再建を行うこととなり（前記認定事実（４）イ、エ）、その計画においては、Ｒ

から債務免除を受けることにより債務免除益が発生するところ、これに対応する損金を

計上するため、本件土地建物を売却して固定資産売却損を計上することとされ（同ウ、

エ、キ）、原告らは、本件土地建物について、不動産鑑定評価書による評価額に時点修

正等を加えた額を代金額として原告Ｂに売却する旨の本件売買契約を締結している（同

カ、（５））。そうすると、本件売買契約は、Ｒ、監査法人、司法書士等の第三者である

専門家の関与を受け、事業再建計画の一部として元々考案されたものであり、その売買

代金額についても、本件債務免除益に対する課税を回避するために不当に高額に設定さ

れたものであるなどということはできない。 

 他方で、亡丙は、平成２０年当時、原告らのいずれについても代表取締役を務め、原

告Ａにつき７６％、原告Ｂの９０％の株式を保有していた（前記認定事実（１））とこ

ろ、Ｒは、平成１９年１０月、原告Ａについて再生案件ではなく回収案件に切り替え、

平成２０年１月に原告Ａから一部弁済を受けた後には原告らの事業再建に関与すること

はなく、本件再建計画案で予定されていたＡグループ内における合併や亡丙の役員退任

も行われなかった（同（４）ク、ケ）から、亡丙は、原告ら双方の代表取締役及び過半

数を超える議決権を有する株主として、Ｒの関与なく、自らの判断で、本件売買契約の

締結及び履行等に係る事務処理を進めることが可能になっていたということができる。 

イ また、本件売買契約締結後の本件土地建物に関する管理状況及び経理状況等につい

て検討すると、原告らは、平成２０年９月にされた本件売買契約の締結の約６年後（平

成２６年７月）まで、原告Ｂに対する本件土地建物の所有権移転登記手続を行わず（前

記認定事実（９）オ）、原告Ａが、本件売買契約締結後である平成２１年９月期～平成

２５年９月期において、自らが賃貸人としてＳ社との間で本件新賃貸借契約を締結した

ほか、本件旧賃貸借契約及び本件新賃貸借契約並びに本件通信設備設置契約に基づき、
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本件建物の使用対価である賃料を原告Ａ名義の銀行当座預金口座に振込入金を受ける方

法により収受して、これを収益として計上し、本件土地建物に係る固定資産税、エレベ

ーター保守料及び消防用設備点検料を支出して、これを費用として計上するとともに、

本件建物に係る火災保険契約を自らの名義で継続して更新した（同（８）ア、ウ～オ）。

また、原告Ａと保証協会との間の根抵当権設定契約においては、根抵当権設定者は、保

証協会の承諾を得ずに根抵当物件の所有権を移転してはならない旨が定められていたと

ころ（同（２）ア）、原告Ａは、平成２５年１１月時点において、保証協会に対して本

件土地建物を譲渡した旨を報告していなかった（同（９）ア）。他方、原告Ｂは、同月

に税務調査を受けた時点では、本件売買契約により本件土地建物を取得したことに伴う

不動産取得税の申告及び納付をしておらず（同イ）、本件売買契約締結後、少なくとも

同税務調査の時点まで、原告Ａに対し、原告Ａが収受した本件建物の賃料に相当する額

等の支払を求めることはなかった（同（８）イ）。 

 そして、原告らは、平成２５年１０月頃に税務調査を受けた後、平成２６年７月に、

本件売買契約に基づく所有権移転登記手続をし（前記認定事実（９）オ）、同年３月及

び４月に、賃料の振込口座及び本件建物の火災保険契約の各名義人を原告Ｂに変更し

（同ウ、エ）、同年７月に、平成２０年９月１日（本件売買契約の締結日）から平成２

６年３月３１日まで、原告Ａが原告Ｂから本件土地建物の管理業務を受託したことを前

提に、これを確認する合意をするとともに（同カ）、同年８月に、委託により原告Ａが

支出した費用等と原告Ｂが受領すべき賃料とを精算する旨の本件精算合意をしている

（同ク）。 

 以上によれば、（ア）原告Ａは、本件売買契約締結の約６年後（平成２６年７月）ま

で、本件売買契約に基づく原告Ｂに対する所有権移転登記手続をしておらず、本件売買

契約の締結後も、本件土地建物から収益を得るために必要な本件新賃貸借契約等を自ら

締結した上で、本件土地建物に関し、賃料収入を自らの収益として計上し、固定資産税、

保守費用等を自らの費用として計上して、本件土地建物を自ら使用収益したほか、根抵

当権設定契約に基づき、本件土地建物を譲渡する際には、根抵当権者である保証協会の

承諾を得るものとされていたところ、本件土地建物を譲渡したことを報告していないな

ど、本件売買契約の締結後、税務調査を受けるまでの約５年以上にわたり、一貫して、

自らが本件土地建物の所有権を有することを前提に行動しており、（イ）他方、原告Ｂ

も、少なくとも本件売買契約締結の約５年後（平成２５年１１月実施の税務調査の時

点）まで、本件売買契約により本件土地建物を取得したことに伴う不動産取得税の申告

及び納付をしておらず、また、原告Ａに対し、原告Ａが収受した本件建物の賃料に相当

する額等の支払を求めることもなかったなど、本件売買契約により本件土地建物の所有

権を取得した者であれば採るのが自然な行動を採っていないというべきである。 

ウ 前記ア、イで検討したとおり、①亡丙は、本件売買契約の締結時には、原告ら双方

の代表取締役及び過半数を超える議決権を有する株主として、Ｒの関与なく、自らの判

断で、本件売買契約の締結及び履行等に係る事務処理を進めることが可能になっていた

ところ、②本件売買契約の締結後、税務調査を受けるまでの約５年以上にわたり、原告

Ａは、一貫して、本件土地建物を使用収益するなど自らが本件土地建物の所有権を有す

ることを前提に行動し、原告Ｂも、本件売買契約により本件土地建物の所有権を取得し
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た者であれば採るのが自然な行動を採っていないことに加えて、③本件売買契約に基づ

く売買代金債務の弁済は行われておらず、同債務につき、原告ら相互の間の「貸し借り

清算」により消滅した旨の会計処理がされていることがうかがわれるにとどまる（前記

認定事実（６）ウ、エ）ことも併せ鑑みると、原告Ｂが、平成２１年３月期及び平成２

２年３月期に、法人税の確定申告に当たり、本件建物に係る減価償却費を計上している

ことを考慮しても、原告らは、本件債務免除益に対する課税を回避するため、本件債務

免除益に対応する損金として本件売却損を計上する一方、本件土地建物から得られる収

益については、本件売買契約の締結後も原告Ａにおいて収受し続けることを目的として、

本件売買契約書を作成し、本件売買契約に基づく売買代金債務に係る会計処理をするな

どしたのであって、本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を欠

いていた（売買の合意をする意思がない）にもかかわらず、これがあるように仮装する

ことを合意したものと推認することができる。 

（３）原告らの主張に対する判断 

ア（ア）原告らは、原告らが、本件売買契約を締結した時点で、未収入金・未払金を計上

し、その後、平成２０年１０月１日付けで、原告らの総勘定元帳の「関連会社」勘定

にこれらをまとめたことによって、原告らの間で、本件売買契約に基づく原告Ａの原

告Ｂに対する売買代金債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が完了し

ているし、仮に、同日時点で相殺されていないとしても、原告らの総勘定元帳の記帳

内容によれば、同年１２月３１日までに前記各債権の相殺処理が完了していることか

ら、原告らは、この相殺処理に当たり、本件売買契約に基づく売買代金債権・債務が

存在することを前提としているのであって、このことからも、本件売買契約の時点で、

本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を有していたことが裏

付けられる旨主張する。 

（イ）しかしながら、本件売買契約書の「第３条」においては、本件売買契約に係る代

金について、平成２０年９月３０日までに、「現金または預金小切手で売主に支払う

ものとする」と定められている（前記認定事実（５）、乙１４）のであって、本件売

買契約を成立させるという効果意思を有するのであれば、その根幹的内容の一つであ

る代金の支払方法を「弁済」から「相殺」へと変更する場合、当該変更の合意や相殺

の合意を書面をもって明示的に行うのが自然であるから、原告らが、本件売買契約に

基づく売買代金債権・債務につき、原告ら相互の間の「貸し借り清算」により消滅し

た旨の会計処理を行った事実が存するからといって、本件土地建物につき本件売買契

約を成立させるという効果意思を有していたことの裏付けとはならず、当該事実によ

って、前記（２）ウの推認が覆されるものとはいえない。 

 この点に関し、原告らは、本件売買契約締結時から、本件売買契約に係る代金の支

払につき、前記各債権の相殺により行う旨の合意をしていたところ、本件売買契約書

の作成に当たり、一般的なひな形を流用したため、その合意内容と異なる表記がされ

ているにすぎない旨主張するようでもあるが、売買契約の根幹的内容の一つである代

金の支払方法について真実の合意内容と異なる契約書を作成したというのであれば、

そのこと自体が、原告らにおいて本件土地建物につき本件売買契約を成立させるとい

う効果意思を欠いていたことの一つの証左というべきである。 
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（ウ）そうすると、原告らの前記主張は採用することができないというべきであるが、

念のため、原告らの会計帳簿の記帳内容について検討する。 

ａ 平成２０年１０月１日時点における相殺処理の主張について 

 まず、原告Ａの総勘定元帳の「関連会社」勘定（乙２５）の記帳内容は、甚だ不

明確・不明瞭ではあるが、仮に、（ａ）借方に記帳された金額で、原告Ａの関連会

社に対する債権の増額（当該債権を他の勘定から振替え、移記等した場合を含む。

以下同じ。）及び債務の減額を、（ｂ）貸方に記帳された金額で、原告Ａの関連会社

に対する債権の減額及び債務の増額をそれぞれ示す趣旨で記帳されたものだとして

も、前記認定事実（６）イによれば、「関連会社」勘定には、平成２０年１０月１

日～３１日の間に、①同月１日付けで、原告Ａの原告Ｂに対する未収入金債権１億

２４３２万円（原告らの主張に係る本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買代金

債権と同額）及びＣに対する仮受金債務８億５５９２万９９０５円が増額した旨記

帳され、②同月９日～２０日付けで原告Ｂに対する合計２５０２万１０００円の債

務が増額した旨記帳され、③同月３１日付けで、原告Ｂに対する債権が、合計１億

３４３２万円であり、Ｃ及び原告Ｂに対する債務が、８億８０９５万０９０５円で

あり、その差引残高が７億４６６３万０９０５円である旨記帳されているにとどま

るのであって、本件売買契約に基づく売買代金債権を含むいずれかの債権・債務が

相殺された旨の記帳はされていない上、そもそも、その記帳内容によっても、原告

Ａの原告Ｂに対する債務は、合計２５０２万１０００円にとどまるのであって、原

告らが主張する本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買代金債権１億２４３２万

円に及ばない。そして、同イによれば、原告Ｂは、総勘定元帳において、同月１日

付けで原告Ａに対する本件売買契約に基づく売買代金債務相当額について会計上の

処理を何ら行っておらず、原告Ｂにおいて、同日をもって本件売買契約に基づく売

買代金債務が相殺の意思表示ないし相殺合意によって消滅したと扱われていたとは

いえないことも併せ考慮すると、原告Ａの総勘定元帳の「関連会社」勘定の前記各

記帳内容の存在をもって、同日時点で、本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対

する売買代金債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が行われたとい

うことはできないというべきである。 

 この点に関し、原告らは、その総勘定元帳に、平成２０年１０月１日付けで、Ｃ

からの「仮受金」８億５５９２万９９０５円につき、摘要を「（株）Ｃ 科目振

替」として、「仮受金」勘定から「関連会社」勘定の貸方に振り替える旨記帳した

（前記認定事実（６）イ（ウ）参照）ものの、ここで「Ｃ」と記帳したのは、

「（有）Ｂ」と記帳すべきところ誤ったものである旨主張する。 

 しかしながら、仮に、真実、原告Ａが原告Ｂに対して仮受金債務８億５５９２万

９９０５円を負っていたとしても、原告Ａの総勘定元帳の「関連会社」勘定には、

前記のとおり、本件売買契約に基づく売買代金債権を含むいずれかの債権・債務が

相殺された旨の記帳はされていない上、当該仮受金債務のうち、原告らが主張する

本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買代金債権との相殺に供されたものが、１

億２４３２万円に相当する部分なのか、それとも、同月９日～２０日付けで記帳さ

れた原告Ｂに対する合計２５０２万１０００円の債務と相殺された後の残余の額に
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相当する部分なのかすら特定されていないから、同勘定の前記各記帳内容の存在を

もって、同月１日時点で、本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売買代金

債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が行われたということはでき

ないというべきである。 

 また、仮に、債権者が「Ｃ」である旨の記帳内容が誤記である旨の前記主張内容

が真実であるとするならば、原告らの主張に係る本件売買契約に基づく原告Ａの原

告Ｂに対する売買代金債権との相殺に供された反対債権の特定という重要な点に関

する会計帳簿の記帳に関して誤ったということになるが、これは、真に、本件売買

契約を成立させるという効果意思を有し、それに伴い発生する原告Ａの原告Ｂに対

する売買代金債権につき、原告Ｂの原告Ａに対する債権をもって相殺する意図を持

っている者の行動としては不自然であって、そのような誤記をしたこと自体が、原

告らにおいて本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を欠い

ていたことの一つの証左というべきである。 

ｂ 平成２０年１２月３１日までの時点における相殺処理の主張について 

 原告Ａの総勘定元帳には、前記認定事実（６）ウ（ア）のとおり、原告Ｂの総勘

定元帳には、同（イ）のとおり、平成２０年１２月３１日付けで、摘要として、原

告ら相互に係る「貸し借り清算」又は「貸し借り清算残高」とされた記帳がされて

いる。そして、原告らは、必ずしも明確ではないものの、そのうち、①原告Ａの総

勘定元帳の「関連会社」勘定の貸方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」として、

１億２４３２万円（原告らの主張に係る本件売買契約に基づく原告Ｂに対する売買

代金債権と同額）との記帳がされている部分（同（ア）ａ（ｃ））及び②原告Ｂの

「未払金」勘定の借方に、摘要を「Ａ（株） 貸し借り清算」、１億２４３２万円

（本件売買契約に基づく原告Ａに対する売買代金債務と同額）との記帳がされてい

る部分（同（イ）ａ）をもって、本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売

買代金債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が完了している旨主張

するものと解される。 

 しかしながら、前記①及び②の各記帳は、相手科目を「諸口」としてされたもの

であるから、仮に当該各記帳が、本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売

買代金債権に関する相殺を示す趣旨で記帳されたのだとしても、当該各記帳内容か

らは、原告Ｂの原告Ａに対する債権のうちのどれが反対債権として供されたのか不

明であるといわざるを得ない。原告らとしては、［１］原告Ａの総勘定元帳の「関

連会社」勘定の借方に、摘要を「（有）Ｂ 貸し借り清算」として、９億１８９５

万０９０５円との記帳がされている部分（前記認定事実（６）ウ（ア）ａ（ｂ））

及び［２］原告Ｂの総勘定元帳の「仮払金」勘定の貸方に、摘要を「Ａ（株） 貸

し借り清算」として、９億２８７０万６３１４円との記帳がされている部分（前記

認定事実（６）ウ（イ）ｂ）をもって、前記売買代金債権の反対債権として相殺に

供した旨主張するのかもしれないが、同債権の対当額（１億２４３２万円）が記帳

されているわけではなく、相殺に供した反対債権の記帳としては、粗略といわざる

を得ない。 

 そうすると、原告らの各総勘定元帳の前記各記帳内容の存在をもって、平成２０
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年１２月３１日までの時点で、本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売買

代金債権と原告Ｂの原告Ａに対する仮払債権との相殺処理が行われたということは

できないというべきである。 

ｃ 以上のとおり、原告らの会計帳簿の記帳内容は、本件売買契約に基づく売買代金

債権・債務につき、原告ら相互の間の「貸し借り清算」により消滅した旨の会計処

理を行ったものであることがうかがわれるものの、粗略なものといわざるを得ず、

本件売買契約に基づく原告Ａの原告Ｂに対する売買代金債権と原告Ｂの原告Ａに対

する仮払債権との相殺処理が行われたことを裏付けるものということはできず、当

該記帳内容によって、前記（２）ウの推認が覆されるものとはいえない。 

イ 原告らは、原告らに本件売買契約に係る虚偽表示をする動機・目的が存せず、原告Ａ

は、多額の課税を回避して事業再生を行うため、原告Ｂと本件売買契約を締結したもの

であって、本件売買契約を有効に締結することを最優先にすべき状況にあったから、本

件売買契約を成立させるという効果意思を有していた旨を主張する。 

 しかしながら、①本件債務免除益に対する課税を回避するため、本件債務免除益に対

応する損金として本件売却損を計上する目的と、②本件土地建物から得られる収益につ

き、本件売買契約の締結後も原告Ａにおいて収受し続ける目的とは、必ずしも相容れな

いものではなく、前記（２）で説示したとおり、原告らは、当該両目的を併有した上で、

本件売買契約書を作成し、本件売買契約に基づく売買代金債務に係る会計処理をするな

どしたのであって、本件土地建物につき本件売買契約を成立させるという効果意思を欠

いていたにもかかわらず、これがあるように仮装することを合意したものと推認するこ

とができる。そうすると、原告らが主張する、原告Ａにおいて多額の課税を回避して事

業再生を行う必要性があったとの事情は、当該推認を妨げるものとはいえない。 

 したがって、原告らの前記主張は採用することができない。 

ウ 原告らは、（ア）虚偽表示は、内心と異なる外形をあえて作出する行為であるところ、

本件売買契約については、本件土地建物の所有権移転登記手続すらしておらず外形の作

出がないし、また、（イ）原告らが、本件土地建物につき本件売買契約を成立させるとい

う効果意思を欠いていたにもかかわらず、これがあるように仮装することを合意してい

たのであれば、当該仮装が露呈しないように細心の注意を払って、売買契約書の内容と

契約締結後の売主・買主間の実際の処理内容とを一致させると考えられるところ、本件

においては、ひな形を用いて本件売買契約書を作成したことに起因する多数の形式的な

不一致が生じているのであって、このことからも、原告らが、本件売買契約を成立させ

るという効果意思を有していたことが裏付けられる旨を主張する。 

 しかしながら、（ア）虚偽表示は、契約を成立させるという効果意思を欠いていたにも

かかわらず、これがあるように仮装することを合意することにその本質があるのであっ

て、必ずしも原告らの主張するような「内心と異なる外形をあえて作出する行為」を必

要とするものではないから、原告らの主張は、失当である（本件では、原告らが、本件

売買契約を成立させるという効果意思があるように仮装するために、本件売買契約書の

作成等までの行為は行ったものの、本件土地建物の所有権移転登記手続をすることまで

はしなかったというだけのことである。）。また、（イ）売買契約を成立させるという効果

意思があるように仮装するために、売買契約書を作成するか否か、作成するとしてどの
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ような内容のものとするかは、当該虚偽表示を行う者の動機、目的その他の諸事情によ

って異なるのであって、売買契約を成立させるという効果意思があるように仮装する合

意をしていたのであれば、当該仮装が露呈しないように細心の注意を払って、売買契約

書の内容と契約締結後の売主・買主間の実際の処理内容とを一致させると考えられると

の原告らの主張も、失当である。 

 したがって、原告らの前記主張は採用することができない。 

エ 原告らは、本件売買契約を締結した後も、原告Ａが本件土地建物を管理し、賃料収入

及び固定資産税を計上していたことは、単純な経理上の誤りであるところ、このことは、

本件建物の減価償却費を原告Ｂにおいて計上していることからも明らかであって、原告

Ａは、本件売買契約締結後も、本件建物の賃貸管理を受託することを予定しており、賃

料及び固定資産税に係る金銭の流れは従前と異ならないことから、前記経理上の誤りが

生じたものである旨を主張し、原告Ａ代表者は、原告Ｂが本件土地建物の所有権者にな

ったことから、原告らの間で賃料と費用の精算処理をする予定であったところ、これを

会計事務所に連絡することを忘れていた旨を供述するとともに陳述書に記載する（甲６

０、原告Ａ代表者）。 

 しかしながら、真に原告Ｂが原告Ａに対して本件売買契約締結後も本件建物の賃貸管

理を委託する予定であったのであれば、グループ会社間の委託であっても後の税務処理

等における疑義、紛争の発生等を回避する観点から、当該委託に係る契約を締結する旨

の契約書を作成するのが自然であるところ、平成２１年９月期～平成２５年９月期の５

年間にわたって、会計処理を忘れていたのみならず、当該契約書を締結することもなか

ったというのは、極めて不自然である。また、本件建物の賃貸管理を受託することを予

定していた旨の原告Ａ代表者の供述及び陳述書の内容も、委託の期間、委託料の支払の

有無等の委託内容の諸条件に言及するものではなく、具体性に欠けるものである。そう

すると、当該供述及び陳述書の記載内容は、信用することができず、他に、原告Ｂが原

告Ａに対して本件売買契約締結後も本件建物の賃貸管理を委託する予定であったことを

裏付ける客観的かつ的確な証拠はない。 

 したがって、原告らの前記主張は採用することができない。 

（４）以上によれば、本件売買契約について虚偽表示が認められる。 

３ 争点（２）（原告Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載した

ことにより、法人税法１２７条１項３号に該当するか否か）について 

（１）法人税法１２７条１項３号は、青色申告の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に

係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記

載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、

納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨を

規定する。そして、ここにいう「仮装」とは、架空仕入れ、架空契約書の作成、他人名義の

利用等によって、存在しない課税要件事実が存在するように見せ掛けることをいうと解され

る。 

（２）これを本件についてみると、前記２において説示したところによれば、本件売買契約は虚

偽表示によって無効であるところ、原告Ａは、平成２０年９月期において、帳簿書類である

総勘定元帳（法人税法１２６条１項、同法施行規則５４条参照）に、存在しない課税要件事



36 

実である本件売買契約が存在するように見せ掛けた記載をしており（前記認定事実（７）

ア）、帳簿書類に取引（本件売買契約）の全部を仮装して記載したものと認めることができ

る。 

（３）以上によれば、原告Ａが平成２０年９月期に係る帳簿書類に本件売買契約を仮装して記載

したことは、法人税法１２７条１項３号に該当するものというべきである。 

４ 争点（３）（原告らが本件売買契約を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提

出したことにより、通則法６８条１項に該当するか否か）について 

（１）通則法６８条１項は、６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する場合において、納

税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽

し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき

は、重加算税を課する旨規定するところ、ここにいう「仮装」とは、法人税法１２７条１項

３号にいう「仮装」と別異に解すべき根拠はなく、その意義は、前記３（１）で説示したと

ころと同一と解される。 

 そして、通則法６８条１項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標

準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽、

仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に

対し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするもの

ではないと解される（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６２年５月８日第二小法廷判

決・集民１５１号３５頁参照）。 

（２）これを本件についてみると、前記２において説示したところによれば、本件売買契約は虚

偽表示によって無効であるところ、原告らは、故意をもって架空の本件売買契約書を作成し、

存在しない課税要件事実である本件売買契約が存在するように見せ掛けてこれを仮装したも

のであると認めることができる。そして、原告らは、仮装したところに基づき、①原告Ａに

おいては、平成２０年９月期に、本件売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をし

（前記認定事実（７）ア）、②原告Ｂにおいては、（ア）平成２１年３月期及び平成２２年３

月期に、本件建物に係る減価償却費を損金の額に算入して法人税の確定申告をし（同（７）

イ、（８）イ）、（イ）平成２１年３月課税期間に、本件建物に係る消費税額を控除対象仕入

税額として控除して消費税等の確定申告をした（同（７）イ）のであるから、前記仮装行為

を原因として過少申告の結果が発生したものということができる。 

（３）以上によれば、原告らが本件売買契約を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書

を提出したことにより、原告Ａにつき平成２０年９月期の法人税、原告Ｂにつき平成２１年

３月期及び平成２２年３月期の法人税並びに平成２１年３月課税期間の消費税等について、

通則法６８条１項に該当するものというべきである。 

５ 争点（６）（本件売買契約の追認及び本件土地建物の引渡しの有無）について 

（１）前記１に認定した事実によれば、原告らは、①本件売買契約の締結後も、原告Ａにおいて、

本件建物に係る賃料収入を収益として計上し、固定資産税等を費用として計上していたとこ

ろ（前記認定事実（８）ア、エ、オ）、②平成２５年１０月頃に税務調査を受けた後、平成

２５年９月期ないし平成２６年３月期以降、当該賃料収入が原告Ｂに帰属したとする経理処

理を行い（同（１０）ア、イ）、③平成２６年３月７日、Ｓ社に対し、本件土地建物の全て

の管理を原告Ｂに委託し、同年４月分以降の本件新賃貸借契約に係る賃料の振込口座を原告
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Ｂ名義の預金口座に変更する旨の本件通知書を送付している（同（９）ウ）。そして、原告

Ｂは、本件通知書の送付後、自らの名義の預金口座に本件新賃貸借契約に係る賃料の振込を

受けた上で、平成２７年３月期において、Ｓ社から収受した平成２６年４月分以後の賃料を

「賃貸収入」勘定に計上している（同（１０）イ）。 

 前記に説示した事実経過に加え、本件建物に係る賃貸借契約のうち、本件新賃貸借契約

の賃料は月額８５万円であるのに対し（前記認定事実（８）ウ）、本件通信設備設置契約の

賃料は月額３万円であって（同（３）ウ）、本件新賃貸借契約の賃料の収受が本件土地建物

の所有権に基づく使用収益の重要部分であることを併せ鑑みれば、原告らは、平成２６年

３月７日に本件通知書を送付した時点において、本件売買契約が有効であって、本件土地

建物の所有権が原告Ｂに移転していることを前提に、賃借人であるＳ社に対して原告Ｂに

本件新賃貸借契約の賃料を支払うように求めたものであるということができるから、原告

らは、同日、本件売買契約が無効であることを知りながら、これを追認したものと認めら

れ、民法１１９条１項ただし書により、本件売買契約と同内容の契約を新たに締結したも

のと認められる（なお、本件通知書には、原告Ｂに本件土地建物の管理を「委託」した旨

の記載があるが、前記のとおり、原告Ｂは、平成２６年４月以後の賃料について自らの名

義預金口座に振込を受けるようになり、当該賃料収入を「賃貸収入」勘定に計上している

ことに照らすと、本件通知書の記載は、前記判断を左右するものではない。）。そして、前

記に説示したとおり、原告Ｂは、同月以降、本件土地建物の所有権に基づく使用収益の重

要部分である本件新賃貸借契約の賃料の収受をしていることに照らせば、原告らの間では、

同月１日をもって、本件土地建物の引渡しがされたものと認めることができる。 

（２）ア これに対し、原告らは、本件各処分（先行年分）の異議申立てにおいて、課税庁から、

原告Ａ名義の口座に本件建物の賃料が振り込まれていることが問題であるとの指摘を受

けたため、本件通知書を送付したにすぎず、本件通知書には本件売買契約に関する記載

は何らされていないから、本件通知書の送付をもって、本件売買契約の追認がされたと

はいえない旨を主張する。 

 しかしながら、前記（１）で説示したとおり、本件新賃貸借契約の賃料の収受が本件

土地建物の所有権に基づく使用収益の重要部分であることに鑑みれば、原告らは、平成

２６年３月７日に本件通知書を送付した時点において、本件売買契約が有効であって、

本件土地建物の所有権が原告Ｂに移転していることを前提に、賃借人であるＳ社に対し

て原告Ｂに本件新賃貸借契約の賃料を支払うように求めたものであるということができ

るから、本件通知書に本件売買契約に関する記載がないことをもって、前記（１）の説

示が左右されるものということはできない。 

 したがって、原告らの前記主張は採用することができない。 

イ また、原告らは、平成２５年９月３０日付けで、Ｓ社から受領した賃料収入を原告

Ｂに支払う旨の精算をし、平成２６年７月に本件土地建物の所有権移転登記手続を行っ

ているところ、これらの事実を考慮せずに、同年４月１日に本件土地建物の引渡しがあ

ったとすることは根拠を欠く旨を主張する。 

 しかしながら、原告らにおいて、平成２５年９月３０日付けで、本件売買契約締結後

である平成２０年１０月以降の本件建物に係る賃料収入を原告Ｂに帰属させる経理処理

を行った（前記認定事実（１０）ア、イ）としても、原告Ａは、平成２６年３月まで、
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Ｓ社及びＯから本件建物に係る賃料を収受していた以上、同月まで本件土地建物を使用

収益していたといえるから、同年４月１日をもって、本件土地建物が引き渡されたとい

うべきである。 

 また、原告らが平成２６年７月に本件土地建物の所有権移転登記手続を行っている

（前記認定事実（９）オ）としても、前記（１）で説示したとおり、本件新賃貸借契約

の賃料の収受が本件土地建物の所有権に基づく使用収益の重要部分であることに鑑みれ

ば、原告Ｂが、平成２６年４月１日以降、本件新賃貸借契約の賃料の収受を開始したこ

とをもって、本件土地建物が原告Ｂに引き渡されたというべきであり、原告らが指摘す

る事情をもって、前記（１）の説示が左右されるものということはできない。 

 したがって、原告らの前記主張は採用することができない。 

（３）以上によれば、原告らは、本件通知書を送付した平成２６年３月７日に、本件売買契約が

無効であると知りながらこれを追認し、同年４月１日に本件土地建物の引渡しがされたとい

うべきである。 

６ 本件各処分（先行年分）の適法性 

（１）本件Ａ青色申告承認取消処分 

 前記３で説示したとおり、原告Ａは、平成２０年９月期の帳簿書類である総勘定元帳に

本件売買契約を仮装して記載しているから、青色申告の承認の取消事由である法人税法１

２７条１項３号に該当する。 

 したがって、本件Ａ青色申告承認取消処分は適法である。 

（２）本件Ａ各更正処分（先行年分）及び本件Ａ各賦課決定処分（先行年分） 

ア 本件Ａ各更正処分（先行年分） 

 前記２に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ａの平成２０年９月期～

平成２４年９月期の法人税に係る所得の金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損

金額は、別表２－Ａのとおりであって、本件Ａ各更正処分（先行年分）における所得の

金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金額（別表１－Ａの「更正処分等」欄）

と同額である。 

 したがって、本件Ａ各更正処分（先行年分）はいずれも適法である。 

イ 本件Ａ各賦課決定処分（先行年分） 

 前記２及び４に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２０年９月期にお

いて原告Ａに賦課されるべき重加算税並びに平成２３年９月期及び平成２４年９月期に

おいて原告Ａに賦課されるべき過少申告加算税の金額は、別表３－Ａのとおりであって、

本件Ａ各賦課決定処分（先行年分）により原告Ａに賦課された重加算税及び過少申告加

算税の金額（別表１－Ａの「更正処分等」欄。ただし、平成２３年９月期及び平成２４

年９月期の過少申告加算税は「平成２６年７月９日」欄に記載のもの）と同額である。 

 したがって、本件Ａ各賦課決定処分（先行年分）はいずれも適法である。 

（３）本件Ｂ各更正処分（先行年分）及び本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分） 

ア 本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分） 

 前記２に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ｂの平成２１年３月期及

び平成２２年３月期の法人税に係る所得の金額及び納付すべき税額は、別表２－Ｂのと

おりであって、本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）における所得の金額及び納付すべ
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き税額（別表１－Ｂの「更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）はいずれも適法である。 

イ 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間） 

 前記２に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ｂの平成２１年３月課税

期間の消費税等に係る控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費

税額は、別表２－Ｃのとおりであって、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税

期間）における控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額

（別表１－Ｃの「更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）は適法である。 

ウ 本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分） 

 前記２及び４に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２１年３月期及び

平成２２年３月期並びに平成２１年３月課税期間において原告Ｂに賦課されるべき重加

算税の金額は、別表３－Ｂ及び２－Ｃのとおりであって、本件Ｂ各賦課決定処分により

原告Ｂに賦課された重加算税の金額（別表１－Ｂ及び１－Ｃの「更正処分等」欄）と同

額である。 

 したがって、本件Ｂ各賦課決定処分はいずれも適法である。 

（４）以上によれば、本件各処分（先行年分）はいずれも適法である。 

７ 本件各処分（後続年分）の適法性 

（１）本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後） 

 原告Ａは、本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）のうち、本件Ａ法人税更正

処分（平成２６年９月期）及び本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）については、

翌期へ繰り越す欠損金額について申告額を下回る部分の取消しのみを求めているため、こ

れらについては、当該部分の適法性を検討する。 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ａの平成２５年９月期の法

人税に係る所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は、別表６－Ａの

とおりであって、本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）におけるこれらの金額

（別表４－Ａの「再更正処分等」欄）と同額である。 

 そして、平成２０年９月期以降、青色申告の承認が取り消されており、平成２６年９月

期及び平成２７年９月期以降に繰り越される欠損金は存在しないから、平成２６年９月期

及び平成２７年９月期の法人税に係る翌期へ繰り越す欠損金額は０円であって、本件Ａ各

法人税更正処分（後続年分・再処分後）におけるこれらの金額（別表４－Ａの「更正処分

等欄」）と同額である。 

 したがって、本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）（ただし、本件Ａ法人税更

正処分（平成２６年９月期）及び本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）については、

当該各更正処分のうち翌期へ繰り越す欠損金額の部分について申告額を下回る部分）はい

ずれも適法である。 

（２）本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ａの平成２５年９月課税事

業年度の復興特別法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき復興特別法人税額は、別

表６－Ｂのとおりであって、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年
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度・再処分後）における課税標準法人税額及び納付すべき復興特別法人税額（別表４－Ｂ

の「再更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分

後）は適法である。 

（３）本件Ａ各消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ａの平成２５年９月課税期

間及び平成２６年９月課税期間の消費税に係る課税標準額、控除対象仕入税額、納付すべ

き消費税額及び納付すべき地方消費税額（譲渡割額）は、別表６－Ｃ及び６－Ｄのとおり

であって、本件Ａ消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）における課税標準額、控除

対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額（譲渡割額）（平成２５年

９月課税期間については別表４－Ｃの「更正処分等」欄、平成２６年９月課税期間につい

ては別表４－Ｃの「裁決」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ａ消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）はいずれも適法である。 

（４）本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２５年９月期において原告

Ａに賦課されるべき過少申告加算税の額は、別表６－Ｆのとおりであって、本件Ａ法人税

過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分後）により原告Ａに賦課された

過少申告加算税の金額（別表４－Ａ「再更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分

後）は適法である。 

（５）本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度・再処

分後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２５年９月課税事業年度に

おいて原告Ａに賦課されるべき過少申告加算税の額は、別表６－Ｇのとおりであって、本

件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分

後）により原告Ａに賦課された過少申告加算税の金額（別表４－Ｂ「再更正処分等」欄）

と同額である。 

 したがって、本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税

事業年度・再処分後）はいずれも適法である。 

（６）本件Ａ各消費税等過少申告加算税賦課決定処分（後続年分・裁決取消後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２５年９月課税期間及び平

成２６年９月課税期間において原告Ａに賦課されるべき各過少申告加算税の金額は、別表

６－Ｃ及び６－Ｄのとおりであって、本件Ａ各消費税等賦課決定処分（後続年分・裁決取

消後）により原告Ａに賦課された過少申告加算税の金額（平成２５年９月課税期間につい

ては別表４－Ｃの「更正処分等」欄、平成２６年９月課税期間については同表の「裁決」

欄）と同額である。 

 したがって、本件Ａ各消費税等過少申告加算税賦課決定処分（後続年分・裁決取消後）

はいずれも適法である。 

（７）本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ｂの平成２７年３月期の法
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人税に係る所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は、別表７－Ａの

とおりであって、いずれも本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）におけ

る所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額（別表５－Ａの「再更正処

分等」欄）を上回るか同額である。 

 したがって、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）は適法である。 

（８）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告Ｂの平成２６年３月課税期

間の消費税に係る課税標準額、控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地

方消費税額（譲渡割額）は、別表７－Ｂのとおりであって、本件Ｂ消費税等更正処分（平

成２６年３月課税期間）における課税標準額、控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及

び納付すべき地方消費税額（譲渡割額）（別表５－Ｃの「更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）は適法である。 

（９）本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分後） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２７年３月期において原告

Ｂに賦課されるべき過少申告加算税の額は、別表７－Ｃのとおりであって、本件Ｂ法人税

過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分後）により原告Ｂに賦課された

過少申告加算税の金額（別表５－Ａ「再更正処分等」欄）を上回る。 

 したがって、本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分は適法である。 

（10）本件Ｂ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間） 

 前記５に説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、平成２６年３月課税期間におい

て原告Ｂに賦課されるべき過少申告加算税の額は、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年

３月課税期間）更正処分により納付すべき消費税等の合計税額２３万００００円（ただし、

通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表７

－Ｂ㉔欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した２万３０００円（別表７－Ｂ㉕欄）

であり、本件Ｂ消費税等賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）により原告Ｂに賦課さ

れた過少申告加算税の金額（別表５－Ｃの「更正処分等」欄）と同額である。 

 したがって、本件Ｂ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）

は適法である。 

（11）以上によれば、本件各処分（後続年分）はいずれも適法である。 

第４ 結論 

 よって、その余の点につき判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないからこ

れらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 三輪 方大 

裁判官 黒田 吉人 

裁判官 山﨑 岳志 
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（別紙） 

指定代理人目録 

 

水野 健太、市谷 諭史、東 正幸、古曽部 歩、岡本 和宏、石田 武史 

以上 
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（別紙） 

本件各処分（先行年分）及び本件各処分（後続年分）の根拠及び適法性 

 

第１ 本件Ａ青色申告承認取消処分の適法性 

１ 法令の定め 

 法人税法１２１条は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた納税者に対し確定申告書及び当

該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる旨（青色申告制度）を

規定し、同法１２６条１項は、青色申告の承認を受けている法人が、財務省令で定めるところ

により、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなけれ

ばならない旨を規定している。 

 また、同法１２７条１項は、青色申告の承認を受けた法人が同項各号いずれかに該当する事

実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承

認を取り消すことができる旨規定し、同項３号は、取消しを行うことができる事由として、

「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録

し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由

があること」と規定している。 

２ 本件への当てはめ 

 これを本件についてみると、原告Ａは、平成２０年９月期の帳簿書類に本件売買契約を仮装

して記載したものであるから、法人税法１２７条１項３号に該当する。 

 よって、本件Ａ青色申告承認取消処分は適法である。 

第２ 本件Ａ各更正処分（先行年分）及び本件Ａ各賦課決定処分（先行年分）の適法性 

１ 本件Ａ各更正処分（先行年分）の適法性（別表２－Ａ） 

（１）本件Ａ更正処分（平成２０年９月期） 

ア 所得金額 ７億７４９２万４９０７円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算し、（ウ）及び（エ）の金額を減

算した金額である。 

（ア）申告所得金額  ０円 

 確定申告書（乙１９・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）固定資産売却損の過大計上額 ８億３６４７万８０５０円 

 原告Ａは、平成２０年９月期の確定申告において、本件売買契約による固定資産売却

損８億３６４７万８０５０円を損金として計上しているが（乙１７・５枚目、乙１９・

５枚目）、本件売買契約は仮装の取引であり、本件売買契約による前記固定資産売却損

を損金として計上することはできないから、固定資産売却損が当該金額分だけ過大に算

入されている。そこで、当該金額を所得金額に加算する。 

（ウ）寄附金の損金不算入額 １０４５万５９７６円 

 確定申告書（乙１９・３枚目）の「所得金額仮計」欄に記載された金額５億８９６９

万３８０７円に、前記（イ）の金額を加算し、寄附金（法人税法３７条）の損金算入限

度額を再計算すると、１９７１万４６４８円となる。これを確定申告書（同）の「一般

寄附金の損金算入限度額」欄に記載された金額９２５万８６７２円と比較すると、損金

算入限度額が１０４５万５９７６円増加する（損金不算入額が１０４５万５９７６円減
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少する）ため、当該金額を所得金額から減算する。 

（エ）繰越欠損金の損金算入額の増加額 ５１０９万７１６７円 

 原告Ａは、平成２０年９月期の確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金額として５

１０９万７１６７円を計上しているが（乙１９・１枚目）、前記（イ）のとおり所得金

額が加算されることにより繰越欠損金の損金算入額が増加し、前記金額を平成２０年９

月期の損金に全額算入することが可能となるため、当該金額を所得金額から減算する。 

イ 所得金額に対する法人税額 ２億３１８３万７２００円 

 前記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２０年法律

第２３号による改正前のもの。）に規定された税率を乗じたものである。 

ウ 控除所得税額等 ３２２３円 

 確定申告書（乙１９・１枚目）の「控除税額の計算」「所得税の額等」欄に記載のとお

り。 

エ 納付すべき法人税額 ２億３１８３万３９００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額 △３２２３円 

 確定申告書（乙１９・１枚目）の「所得税額等の還付金額」欄に記載のとおり。 

カ 差引納付すべき法人税額 ２億３１８３万７１００円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を控除した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額  ０円 

 前記ア（エ）のとおり、原告Ａが平成２０年９月期の確定申告において翌期へ繰り越

す欠損金としていた５１０９万７１６７円については、平成２０年９月期の損金に全額

算入することが可能となるため、翌期へ繰り越すこととなる欠損金額は０円である。 

（２）本件Ａ更正処分（平成２１年９月期） 

ア 所得金額 △７億３４８０万０４５１円 

 前記金額は、次の（ア）の金額から（イ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告所得金額 △６億６０６８万３７５１円 

 確定申告書（乙２６・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）未納事業税の損金算入額 ７４１１万６７００円 

 本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）により増加した所得金額に係る未納事業税（地

方税法４条２項２号）の額は７４１１万６７００円であり、同額が平成２１年９月期の

損金の額に算入される。 

イ 所得金額に対する法人税額  ０円 

 前記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 控除所得税額等 ３６３８円 

 確定申告書（乙２６・１枚目）の「控除税額の計算」「所得税の額等」欄に記載のとお

り。 

エ 納付すべき法人税額 △３６３８円 
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 前記金額は、前記イの金額からウの金額を減算した金額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額 △３６３８円 

 確定申告書（乙２６・１枚目）の「所得税額等の還付金額」欄に記載のとおり。 

カ 差引納付すべき法人税額  ０円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を控除した金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額  ０円 

 原告Ａは、平成２１年９月期の法人税の確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金額

として７億１１７８万０９１８円を計上しているが（乙２６・１枚目）、本件Ａ青色申告

承認取消処分に伴い、欠損金の翌期以降への繰越しを認める法人税法５７条１項を適用

することができなくなるため（同条１０項参照）、翌期へ繰り越す欠損金額は存在しない

ことになる。 

（３）本件Ａ更正処分（平成２２年９月期） 

ア 所得金額 △３５７７万３９６６円 

 確定申告書（乙２９・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

イ 所得金額に対する法人税額  ０円 

 前記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 控除所得税額等 ３０２８円 

 確定申告書（乙２９・１枚目）の「控除税額の計算」「所得税の額等」欄に記載のとお

り。 

エ 納付すべき法人税額 △３０２８円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額 △３０２８円 

 確定申告書（乙２９・１枚目）の「所得税額等の還付金額」欄に記載のとおり。 

カ 差引納付すべき法人税額  ０円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を控除した金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額  ０円 

 原告Ａは、平成２２年９月期の法人税の確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金と

して７億４７５５万４８８４円を計上しているが（乙２９・１枚目）、本件Ａ更正処分

（平成２１年９月期）と同様、本件Ａ青色申告承認取消処分に伴い、翌期へ繰り越す欠

損金額は存在しないことになる。 

（４）本件Ａ更正処分（平成２３年９月期） 

ア 所得金額 ９９６万７１７１円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算した金額である。 

（ア）申告所得金額  ０円 

 確定申告書（乙３０・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）繰越欠損金の損金算入額の過大額 ９９６万７１７１円 

 原告Ａは、平成２３年９月期の法人税の確定申告において、控除未済金額（平成２２

年９月期の法人税の確定申告において翌期へ繰り越す欠損金として計上していた金額）

のうち９９６万７１７１円を平成２３年９月期の控除額としているところ（乙３０・３

枚目）、前記（３）キのとおり、平成２２年９月期から翌期へ繰り越す欠損金額は存在
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しないため、繰越欠損金の損金算入額が前記金額分だけ過大となっている。そこで、当

該金額を所得金額に加算する。 

イ 所得金額に対する法人税額 ２０３万０１００円 

 前記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２３年法律

第１１４号による改正前のもの。）に規定された税率（租税特別措置法４２条の３の２

（平成２１年法律第１３号により追加され、平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの。）の規定を適用した後のもの。）を乗じたものである。 

ウ 控除所得税額等 ２８２６円 

 確定申告書（乙３０・１枚目）の「控除税額の計算」「所得税の額」欄に記載のとおり。 

エ 納付すべき法人税額 ２０２万７２００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額 △２８２６円 

 確定申告書（乙３０・１枚目）の「所得税額等の還付金額」欄に記載のとおり。 

カ 差引納付すべき法人税額 ２０３万００００円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を控除した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額 ０円 

 原告Ａは、平成２３年９月期の法人税の確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金と

して７億３７５８万７７１３円を計上しているが（乙３０・１枚目）、本件Ａ更正処分

（平成２１年９月期）と同様、本件Ａ青色申告承認取消処分に伴い、翌期へ繰り越すこ

ととなる欠損金は存在しないことになる。 

（５）本件Ａ更正処分（平成２４年９月期） 

ア 所得金額 ６９９６万０２９５円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算し、（ウ）の金額を減算した金額

である。 

（ア）申告所得金額 ０円 

 確定申告書（乙３１・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）繰越欠損金の損金算入額の過大額 ７０６３万３８９５円 

 原告Ａは、平成２４年９月期の法人税の確定申告において、控除未済金額（平成２３

年９月期の法人税の確定申告において翌期へ繰り越す欠損金として計上していた金額）

のうち７０６３万３８９５円を平成２４年９月期の控除額としているところ（乙３１・

３枚目）、前記（４）キのとおり、平成２３年９月期から翌期へ繰り越す欠損金額は存

在しないため、繰越欠損金の損金算入額が前記金額分だけ過大となっている。そこで、

当該金額を所得金額に加算する。 

（ウ）未納事業税の損金算入額 ６７万３６００円 

 本件Ａ更正処分（平成２３年９月期）により増加した所得金額に係る未納事業税の額

は６７万３６００円であり、平成２４年９月期の損金に算入される。 

イ 所得金額に対する法人税額 ２００２万８０００円 
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 前記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２３年法律

第１１４号による改正前のもの。）に規定された税率（租税特別措置法４２条の３の２

（平成２１年法律第１３号により追加され、平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの。）の規定を適用した後のもの。）を乗じたものである。 

ウ 控除所得税額等 ３２３４円 

 確定申告書（乙３１・１枚目）の「控除税額の計算」欄の「所得税の額」欄に記載の

とおり。 

エ 納付すべき法人税額 ２００２万４７００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額 △３２３４円 

 確定申告書（乙３１・１枚目）の「所得税額等の還付金額」欄に記載のとおり。 

カ 差引納付すべき法人税額 ２００２万７９００円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を控除した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額 ０円 

 原告Ａは、平成２４年９月期の法人税の確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金と

して６億６６９５万３８１８円を計上しているが（乙３１・１枚目）、本件Ａ更正処分

（平成２１年９月期）と同様、本件Ａ青色申告承認取消処分に伴い、翌期へ繰り越すこ

ととなる欠損金は存在しないことになる。 

（６）小括 

 以上のとおり、原告Ａの前記各事業年度の法人税に係る所得の金額、納付すべき税額及

び翌期へ繰り越す欠損金額は、本件Ａ各更正処分（先行年分）における所得の金額、納付

すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金額（別表１－Ａの「更正処分等」欄）と同額である

から、本件Ａ各更正処分（先行年分）はいずれも適法である。 

２ 本件Ａ各賦課決定処分（先行年分）の適法性（別表３－Ａ） 

（１）法令の定め 

ア 過少申告加算税 

 通則法６５条１項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又

は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき通則法３５

条２項の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相

当する過少申告加算税を課する旨規定している。 

 また、通則法６５条２項は、同条１項の規定に該当する場合において、同項に規定す

る納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのいず

れか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、

同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。 

 そして、通則法６５条４項は、前記修正申告書の提出又は更正に基づき納付すべき税

額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告又は更正前の税額の計算の基礎と



48 

されていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、納

付すべき税額から一定の金額を控除して計算する旨規定している。 

イ 重加算税 

 通則法６８条１項は、過少申告加算税を課する場合において、納税者がその国税の課

税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装

し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき、納税申告書を提出していたときには、

当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計簿の基礎となるべき金額に係る過少申告加

算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に

相当する重加算税を課する旨規定している。 

（２）本件Ａ重加算税賦課決定処分（平成２０年９月期） 

 本件売買契約は原告らによって仮装されたものであるから、原告Ａは、平成２０年９月

期の法人税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮

装したところに基づき納税申告書を提出したと認められ、通則法６８条１項に規定する重

加算税を課する場合に該当する。 

 本件Ａ更正処分（平成２０年９月期）に伴って賦課される重加算税の額は、同更正処分

により差引納付すべき法人税額２億３１８３万円（前記１（１）カ。ただし、通則法１１

８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に１００分の３５

の割合を乗じて算出した金額８１１４万０５００円である（通則法６８条１項）。 

（３）本件Ａ過少申告加算税賦課決定処分（平成２３年９月期） 

 本件Ａ更正処分（平成２３年９月期）に伴って賦課される過少申告加算税の額は、同更

正処分により差引納付すべき法人税額２０３万円（前記１（４）カ）に１００分の１０の

割合を乗じて算出した２０万３０００円に、当該差引納付すべき法人税額２０３万円のう

ち５０万円を超える部分に相当する税額１５３万円に１００分の５の割合を乗じて算出し

た金額７万６５００円を加算した金額２７万９５００円である。 

 なお、本件Ａ更正処分（平成２３年９月期）に基づき原告Ａが新たに納付すべき法人税

額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額の計算の基礎とされてい

なかったことについて通則法６５条４項にいう「正当な理由」があると認められるものは

ない。 

（４）本件Ａ過少申告加算税賦課決定処分（平成２４年９月期） 

 本件Ａ更正処分（平成２４年９月期）に伴って賦課される過少申告加算税の額は、同更

正処分により差引納付すべき法人税額２００２万円（前記１（５）カ。ただし、通則法１

１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に１００分の１

０の割合を乗じて算出した２００万２０００円に、当該差引納付すべき法人税額２００２

万７９００円のうち５０万円を超える部分に相当する税額１９５２万円（通則法１１８条

３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）に１００分の５の割合

を乗じて算出した金額９７万６０００円を加算した金額２９７万８０００円である。 

 なお、本件Ａ更正処分（平成２４年９月期）に基づき原告Ａが新たに納付すべき法人税

額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額の計算の基礎とされてい

なかったことについて通則法６５条４項にいう「正当な理由」があると認められるものは

ない。 
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（５）小括 

 以上のとおり、本件Ａ各更正処分（先行年分）に伴って原告Ａに賦課されるべき重加算

税及び過少申告加算税の金額は、本件Ａ各賦課決定処分（先行年分）により原告Ａに賦課

された重加算税及び過少申告加算税の金額と同額であるから、本件Ａ各賦課決定処分（先

行年分）はいずれも適法である。 

第３ 本件Ｂ各更正処分（先行年分）及び本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分）の適法性 

１ 本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）の適法性（別表２－Ｂ） 

（１）本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期） 

ア 所得金額 １１２２万０５９８円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算した金額である。 

（ア）申告所得金額 １０５７万３７９８円 

 確定申告書（乙２１・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）減価償却費の過大計上額 ６４万６８００円 

 原告Ｂは、平成２１年３月期の法人税の確定申告において本件建物の減価償却費６４

万６８００円を損金として計上しているが（乙２１・５枚目、乙２３の１）、本件売買

契約は仮装の取引であり、本件建物に係る前記減価償却費は、損金として計上すること

はできないから、減価償却費が当該金額分だけ過大となっている。そこで、当該金額を

所得金額に加算する。 

イ 所得金額に対する法人税額 ２７２万６０００円 

 前記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２３年法律

第１１４号による改正前のもの。）に規定された税率を乗じたものである。 

ウ 既に納付の確定した法人税額 ２５３万１９００円 

 確定申告書（乙２１・１枚目）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された金額

と同額である。 

エ 差引納付すべき法人税額 １９万４１００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額である。 

（２）本件Ｂ法人税更正処分（平成２２年３月期） 

ア 所得金額 ８７２万０１１７円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算し、（ウ）の金額を減算した金額

である。 

（ア）申告所得金額 ７６７万３４１７円 

 確定申告書（乙２７・１枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に記載のとおり。 

（イ）減価償却費の過大計上額 １１０万８８００円 

 原告Ｂは、平成２２年３月期の法人税の確定申告において、本件建物の減価償却費１

１０万８８００円を損金として計上しているが（乙２３の２、乙２７・３枚目）、本件

売買契約は仮装の取引であり、本件建物に係る前記減価償却費は損金として計上するこ

とはできないから、減価償却費が当該金額分だけ過大に算入されている。そこで、当該

金額を所得金額に加算する。 

（ウ）未納事業税の損金算入額 ６万２１００円 
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 本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）により増加した所得金額に係る未納事業

税の額は６万２１００円であり、平成２２年３月期の損金に算入される。 

イ 所得金額に対する法人税額 １６５万６０００円 

 前記金額は、前期アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２３年法律

第１１４号による改正前のもの。）に規定された税率（租税特別措置法４２条の３の２

（平成２１年法律第１３号により追加され、平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの。）の規定を適用した後のもの。）を乗じたものである。 

ウ 既に納付の確定した法人税額 １３８万１１００円 

 確定申告書（乙２７・１枚目）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載のとおり。 

エ 差引納付すべき法人税額 ２７万４９００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額である。 

（３）小括 

 以上のとおり、原告Ｂの平成２１年３月期及び平成２２年３月期の法人税に係る所得の

金額及び納付すべき税額は、本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）における所得の金額及

び納付すべき税額（別表１－Ｂの「更正処分等」欄）と同額であるから、本件Ｂ各法人税

更正処分（先行年分）はいずれも適法である。 

２ 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）の適法性（別表２－Ｃ） 

（１）課税標準額 ４６億１９７２万８０００円 

確定申告書（乙２２・１枚目）の「課税標準額」欄に記載のとおり。 

（２）課税標準額に係る消費税額 １億８４７８万９１２０円 

 確定申告書（乙２２・１枚目）の「消費税額」欄に記載のとおり。 

（３）課税仕入れに係る支払対価の額 ４４億０８５８万６９１０円 

 原告Ｂは、平成２０年３月課税期間の消費税等の確定申告において、課税仕入れに係る

支払対価の額を本件売買契約による本件建物に係る支払対価の額２７７２万円を含む４４

億３６３０万６９１０円としているが（乙２２・２枚目、乙２４）、本件売買契約は仮装の

取引であり、本件建物に係る消費税額を課税仕入れとして控除することはできないから、

前記金額から本件建物に係る支払対価の額２７７２万円を差し引いた４４億０８５８万６

９１０円が課税仕入れに係る支払対価の額となる。 

（４）課税仕入れに係る消費税額 １億６７９４万６１６８円 

 前記（３）の金額に１０５分の４を乗じて算出した額である。 

（５）控除対象仕入税額 １億６６４３万８２６２円 

 前記（４）のうち、課税売上げにのみ要するものに係る金額である。 

（６）納付すべき消費税額 １８３５万０８００円 

 前記（２）の金額から、前記（５）の金額を控除した後の金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定に基づき、１００円未満を切り捨てた後のもの。）である。 

（７）既に納付の確定した消費税額 １７２９万４８００円 

 確定申告書（乙２２・１枚目）の「差引税額⑨」欄に記載のとおり。 

（８）差引納付すべき消費税額 １０５万６０００円 

 前記（６）の金額から、前記（７）の金額を差し引いた後の金額である。 
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（９）納付すべき譲渡割額 ４５８万７７００円 

 地方消費税の課税標準である前記（６）の金額に１００分の２５を乗じた額である。 

（10）既に納付の確定した譲渡割額 ４３２万３７００円 

 確定申告書（乙２２・１枚目）の「納税額⑳」欄に記載のとおり。 

（11）差引納付すべき譲渡割額 ２６万４０００円 

 前記（９）の金額から、前記（１０）の金額を差し引いた後の金額である。 

（12）納付すべき消費税等の合計税額 １３２万００００円 

 前記（８）の金額と前記（１１）の金額との合計金額である。 

（13）小括 

 以上のとおり、原告Ｂの平成２１年３月課税期間の消費税等に係る控除対象仕入税額、

納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額は、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１

年３月課税期間）における控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消

費税額（別表１－Ｃの「更正処分等」欄）と同額であるから、本件Ｂ消費税等更正処分

（平成２１年３月課税期間）は適法である。 

３ 本件Ｂ各賦課決定処分（先行年分）の適法性（別表３－Ｂ、２－Ｃ） 

（１）本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処分（平成２１年３月期） 

 本件売買契約は原告らによって仮装されたものであり、本件建物に係る減価償却費は原

告Ｂの損金に算入できないから、原告Ｂは、平成２１年３月期の法人税の課税標準等又は

税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申

告書を提出したと認められ、通則法６８条１項に規定する重加算税を課する場合に該当す

る。 

 本件Ｂ法人税更正処分（平成２１年３月期）に伴って賦課される重加算税の額は、同更

正処分により差引納付すべき法人税額１９万円（前記１（１）エ。ただし、通則法１１８

条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に１００分の３５の

割合を乗じて算出した金額６万６５００円である。 

（２）本件Ｂ法人税重加算税賦課決定処分（平成２２年３月期） 

 本件売買契約は原告らによって仮装されたものであり、本件建物に係る減価償却費は原

告Ｂの損金に算入できないから、原告Ｂは、平成２２年３月期の法人税の課税標準等又は

税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づき納税申

告書を提出したと認められ、通則法６８条１項に規定する重加算税を課する場合に該当す

る。 

 本件Ｂ法人税更正処分（平成２２年３月期）に伴って賦課される重加算税の額は、同更

正処分により差引納付すべき法人税額２７万円（前記１（２）エ。ただし、通則法１１８

条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に１００分の３５の

割合を乗じて算出した金額９万４５００円である。 

（３）本件Ｂ消費税等重加算税賦課決定処分（平成２１年３月課税期間） 

 本件売買契約は原告らによって仮装されたものであり、本件建物に係る消費税額を控除

対象仕入税額として控除することはできないから、原告Ｂは、平成２１年３月課税期間の

消費税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装

したところに基づき納税申告書を提出したと認められ、通則法６８条１項に規定する重加
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算税を課する場合に該当する。 

 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２１年３月課税期間）に伴って賦課される重加算税の額

は、同更正処分により差引納付すべき消費税等の合計税額１３２万円（前記２（１２））に

１００分の３５の割合を乗じて算出した金額４６万２０００円である。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件Ｂ各法人税更正処分（先行年分）及び本件Ｂ消費税等更正処分（平

成２１年３月課税期間）に伴って賦課される重加算税の金額は、本件Ｂ各賦課決定処分

（先行年分）により原告Ｂに賦課された重加算税の金額と同額であるから、本件Ｂ各賦課

決定処分（先行年分）はいずれも適法である。 

第４ 本件Ａ各更正処分等（後続年分・再処分及び裁決取消後）の適法性 

１ 本件土地建物に係る賃料収入及び各費用のうち、平成２６年３月分以前のものは原告Ａに、

同年４月分以後のものは原告Ｂにそれぞれ帰属すること 

 本件土地上に存する本件建物は、本件新賃貸借契約及び本件通信設備設置契約の目的物であ

り、その賃料はそれぞれ月額８５万円及び３万円であったことに照らすと、本件土地建物の使

用収益の重要部分は、Ｓ社からの本件建物賃料の収受であるから、本件土地建物の引渡しの時

期は、本件建物賃料の収受者の移転をもって判断すべきである。 

 原告らは、平成２６年４月分から賃料の振込口座が原告Ｂ名義の預金口座に変更になること

を通知し、Ｓ社からの本件建物に係る賃料は、原告Ａが平成２６年３月分までを収受し、原告

Ｂが、同年４月分以後を収受し、原告Ｂの平成２７年３月期において当該賃料を「賃貸収入」

勘定に計上していることに加え、原告Ｂが平成２６年４月３０日付けでＬ損保との間で本件建

物に係る保険契約を締結したことからすると、本件土地建物は、平成２６年４月１日をもって、

原告Ａから原告Ｂに引き渡されたものであるというべきである。 

 したがって、本件土地建物に係る賃料収入及び各費用のうち、平成２６年３月分以前のもの

は原告Ａに、同年４月分以後のものは原告Ｂに、それぞれ帰属することになる。 

２ 本件Ａ各更正処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）の適法性 

（１）本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）の適法性 

ア 平成２５年９月期（別表６－Ａ） 

（ア）所得金額（別表６－Ａ⑥欄） ７００３万８６５６円 

 前記金額は、次のａの金額にｂないしｄの金額を加算しｅの金額を減算した金額であ

る。 

ａ 申告所得金額（別表６－Ａ①欄） ０円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月期の法人税の確定申告書における「所得金額

又は欠損金額」欄の金額である（乙８６・１枚目）。 

ｂ 繰越欠損金の損金算入額の過大額（別表６－Ａ②欄） ４２４６万０６５６円 

 前記金額は、原告Ａが平成２５年９月期の法人税の確定申告書において、欠損金の

当期控除額として損金の額に算入した金額（乙８６・１枚目・２６欄）であるが、原

告Ａは、本件Ａ青色申告承認取消処分により、平成２０年９月期以後、青色申告の承

認が取り消されており、平成２５年９月期に繰り越される欠損金は存しないことから、

平成２５年９月期の法人税の所得金額の計算上、損金の額には算入されない金額であ

る。 



53 

ｃ 過年度損益修正損の計上過大額（家賃収入）（別表６－Ａ③欄） 

  ２３８０万６７００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２５

年９月期において過年度損益修正損として計上した平成２２年４月ないし平成２４年

９月分の本件建物に係る賃料収入であり、原告Ａの平成２５年９月期の法人税の所得

金額の計算上、損金の額には算入されない金額である。 

ｄ 家賃収入の計上漏れ（別表６－Ａ④欄） １０２０万００００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属する平成２４年１０月ないし平成２５年

９月分の本件建物に係るＳ社からの賃料収入であり、原告Ａの平成２５年９月期の法

人税の所得金額の計算上、益金の額に算入される金額である。 

ｅ 事業税等の損金算入額（別表６－Ａ⑤欄） ６４２万８７００円 

 前記金額は、本件Ａ更正処分（平成２４年９月期）により増加した所得金額に対応

する事業税等の金額であり、原告Ａの平成２５年９月期の法人税の所得金額の計算上、

損金の額に算入される金額である。 

（イ）所得金額に対する法人税額（別表６－Ａ⑧欄） １７０１万９６９０円 

 前記金額は、前記（ア）の所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１

０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に対し、法人税法６６条１項及び２項

（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）、租税特別措置法４２条の３

の２第１項（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）に規定された税

率を乗じたものである。 

（ウ）控除所得税額等（別表６－Ａ⑨欄） ０円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月期の法人税の確定申告書における「控除税額」

欄の金額である（乙８６・１枚目）。 

（エ）納付すべき法人税額（別表６－Ａ⑩欄） １７０１万９６００円 

 前記金額は、前記（イ）の金額から前記（ウ）の金額を控除した金額（ただし、通則

法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

（オ）既に納付の確定した法人税額（別表６－Ａ⑪欄） ０円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月期の法人税の確定申告書における「差引所得に

対する法人税額」欄の金額である（乙８６・１枚目）。 

（カ）差引納付すべき法人税額（別表６－Ａ⑫欄） １７０１万９６００円 

 前記金額は、前記（エ）の金額から前記（オ）の金額を差し引いた金額（ただし、通

則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

（キ）翌期へ繰り越す欠損金額（別表６－Ａ⑬欄） ０円 

 前記（ア）ｂのとおり、平成２０年９月期以後、青色申告の承認が取り消されており、

平成２５年９月期に繰り越される欠損金は存しないことから、翌期へ繰り越す欠損金額

は０円となる。 

イ 平成２６年９月期 

 原告らは、本件Ａ法人税更正処分（平成２６年９月期）のうち、翌期へ繰り越す欠損

金額７億４９５１万４５１８円を下回る部分の取消しのみを求めているため、当該更正

処分における翌期へ繰り越す欠損金額についての根拠のみを述べる。 
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 前記ア（ア）ｂのとおり、平成２０年９月期以後、青色申告の承認が取り消されてお

り、平成２６年９月期以降に繰り越される欠損金は存しないことから、翌期へ繰り越す

欠損金額は０円となる。 

ウ 平成２７年９月期 

 原告らは、本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）のうち、翌期へ繰り越す欠損

金額６億９３５３万４９７５円を下回る部分の取消しのみを求めているため、当該更正

処分における翌期へ繰り越す欠損金額についての根拠のみを述べる。 

 前記ア（ア）ｂのとおり、平成２０年９月期以後、青色申告の承認が取り消されてお

り、平成２７年９月期以降に繰り越される欠損金は存しないことから、翌期へ繰り越す

欠損金額は０円となる。 

エ 小括 

 以上のとおり、原告Ａの平成２５年９月期の法人税に係る所得金額、納付すべき法人

税額及び翌期へ繰り越す欠損金額並びに平成２６年９月期及び平成２７年９月期の法人

税に係る翌期へ繰り越す欠損金額は、本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）

におけるこれらの金額（平成２５年９月期については別表４－Ａの「再更正処分等」欄、

平成２６年９月期及び平成２７年９月期については同表の「更正処分等欄」）と同額であ

るから、本件Ａ各法人税更正処分（後続年分・再処分後）（ただし、本件Ａ法人税更正処

分（平成２６年９月期）及び本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）については、

当該各更正処分のうち少なくとも翌期へ繰り越す欠損金額の部分）はいずれも適法であ

る。 

（２）本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）の適法性 

ア 課税標準法人税額（別表６－Ｂ①欄） １７０１万９０００円 

 前記金額は、前記（１）ア（イ）の法人税額（ただし、通則法１１８条１項の規定に

基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である（平成２６年法律第１

０号による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法（以下「復興財源確保法」という。）４７条１項、２項）。 

イ 復興特別法人税額（別表６－Ｂ②欄） １７０万１９００円 

 前記金額は、前記アの課税標準法人税額１７０１万９０００円に復興財源確保法４８

条に規定された税率を乗じたものである。 

ウ 控除税額（別表６－Ｂ③欄） ０円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税事業年度の復興特別法人税の確定申告書

（乙８９）における「控除税額」欄の金額である。 

エ 差引復興特別法人税額（別表６－Ｂ④欄） １７０万１９００円 

 前記金額は、前記イの復興特別法人税額から、前記ウの控除税額を控除した金額（通

則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

オ 既に納付の確定した復興特別法人税額（別表６－Ｂ⑤欄） ０円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税事業年度の復興特別法人税の確定申告書に

おける「差引この申告により納付すべき復興特別法人税額」欄に記載された金額である

（乙８９）。 

カ 差引納付すべき復興特別法人税額（別表６－Ｂ⑥欄） １７０万１９００円 
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 前記金額は、前記エの差引復興特別法人税額から、前記オの既に納付の確定した復興

特別法人税額を差し引いた金額である。 

キ 小括 

 以上のとおり、原告Ａの平成２５年９月課税事業年度の復興特別法人税に係る課税標

準法人税額及び納付すべき復興特別法人税額は、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成

２５年９月課税事業年度・再処分後）における課税標準法人税額及び納付すべき復興特

別法人税額（別表４－Ｂの「再更正処分等」欄）と同額であるから、本件Ａ復興特別法

人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）は適法である。 

（３）本件Ａ各消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）の適法性 

ア 平成２５年９月課税期間（別表６－Ｃ） 

（ア）課税標準額（別表６－Ｃ⑦欄） ９億８１３６万６０００円 

 前記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算した金額（ただし、通則法１１８条１項

の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 申告課税標準額（別表６－Ｃ①欄） ９億７１６５万２６００円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９０・

２枚目）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額である。 

ｂ 家賃収入の計上漏れ（別表６－Ｃ②欄） ９７１万４２８５円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属する平成２４年１０月ないし平成２５年

９月分の本件建物に係るＳ社からの賃料収入（前記（１）ア（ア）ｄの税抜金額）で

あり、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の納付税額の計算上、課税標準額

に算入される金額である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表６－Ｃ⑧欄） ３９２５万４６４０円 

 前記金額は、前記（ア）の金額に１００分の４の税率を乗じて算定した金額である

（消費税法（平成２６年４月１日前の資産の譲渡等又は課税仕入れについては平成２４

年法律第６８号による改正前のもの、同日以後の資産の譲渡等又は課税仕入れについて

は平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下、各資産の譲渡等又は課税仕入れに

対応する法律を指すものとする。９２９条）。 

（ウ）課税仕入れに係る支払対価の額（別表６－Ｃ⑪欄） ９億７５７６万６８０７円 

 前記金額は、次のａの金額からｂの金額を減算した金額である。 

ａ 課税仕入れに係る支払対価の額（申告額）（別表６－Ｃ⑨欄） 

  ９億９９５７万３５０７円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９０・

２枚目）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額である。 

ｂ 過年度損益修正損の計上過大額（家賃収入）（別表６－Ｃ⑩欄） 

  ２３８０万６７００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２５

年９月課税期間において過年度損益修正損として課税仕入れに係る支払対価の額に算

入した平成２２年４月ないし平成２４年９月分の本件建物に係る賃料収入の額（前記

（１）ア（ア）ｃ）であり、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の納付税額

の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額には算入されない金額である。 
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 なお、原告Ａは、前記金額を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払

対価の額としていた。 

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表６－Ｃ⑫欄） ３７１７万２０６８円 

 前記金額は、前記（ウ）の金額に１０５分の４を乗じて算出した額である。 

（オ）控除対象仕入税額（別表６－Ｃ⑯欄） ３６０１万０４７１円 

 前記金額は、平成２５年９月課税期間における課税売上高が５億円を超えるため、消

費税法３０条２項の規定に基づき、次のａの金額にｂの金額を加算した金額である。 

ａ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額 ３４５１万３９６１円 

 前記金額は、原告Ａが平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書において課

税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額とした金額３５４２万０８８３円（乙

９０・２枚目・⑭欄）から、前記（ウ）ｂの金額２３８０万６７００円に１０５分の

４を乗じて算出した金額９０万６９２２円を減算した金額である。 

ｂ 課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕

入れの税額 １４９万６５１０円 

 前記金額は、原告Ａが平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書において課

税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ

の税額とした金額１６４万７５０４円（乙９０・２枚目・⑮欄）に課税売上割合９０．

８３５０３７パーセント（別表６－Ｃ⑥欄）を乗じて計算した金額である。 

 なお、前記課税売上割合は、原告Ａが平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申

告書において課税資産の譲渡等の対価の額とした金額９億７１６５万２６００円（乙

９０・２枚目・④欄）及び資産の譲渡等の対価の額とした金額１０億７０６６万９３

５６円（乙９０・２枚目・⑦欄）に、前記（ア）ｂの金額９７１万４２８５円をそれ

ぞれ加算したところにより算定した割合である。 

（カ）納付すべき消費税額（別表６－Ｃ⑰欄） ３２４万４１００円 

 前記金額は、前記（イ）の金額から前記（オ）の金額を差し引いた金額（ただし、通

則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

（キ）既に納付の確定した消費税額（別表６－Ｃ⑱欄） １９５万００００円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９０・１

枚目）の「差引税額」欄に記載された金額である。 

（ク）差引納付すべき消費税額（別表６－Ｃ⑲欄） １２９万４１００円 

 前記金額は、前記（カ）の金額から前記（キ）の金額を差し引いた金額である。 

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表６－Ｃ⑳欄） ８１万１０００円 

 前記金額は、地方消費税の課税標準である前記（カ）の金額に１００分の２５を乗じ

た金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定に基づき、１００円未満を切り

捨てた後のもの）である。 

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表６－Ｃ㉑欄） ４８万７５００円 

 前記金額は、原告Ａの平成２５年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９０・１

枚目）の「納税額」欄に記載された金額である。 

（サ）差引納付すべき譲渡割額（別表６－Ｃ㉒欄） ３２万３５００円 

 前記金額は、前記（ケ）の金額から前記（コ）の金額を差し引いた金額である。 
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（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表６－Ｃ㉓欄） １６１万７６００円 

 前記金額は、前記（ク）の金額と前記（サ）の金額を合計した金額である。 

イ 平成２６年９月課税期間（別表６－Ｄ、６－Ｅ） 

（ア）課税標準額（別表６－Ｄ⑦「合計」欄） ７億２５９５万００００円 

 前記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算した金額（ただし、通則法１１８条１項

の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 税率４パーセント適用分の課税標準額（別表６－Ｄ⑦「税率４％適用分」欄） 

  ６億１４９８万２０００円 

 前記金額は、次の（ａ）の金額に（ｂ）及び（ｃ）の金額を加算し、（ｄ）ないし

（ｈ）の金額を減算した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１０００

円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

（ａ）申告課税標準額（別表６－Ｅ①「税率４％適用分」欄） 

  ６億３４２３万８３９１円 

 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９

１・３枚目）の「課税売上額（税抜き）」・「税率４％適用分」欄に記載された金額

である。 

（ｂ）雑収入の減算過大額（通信設備設置賃料）（別表６－Ｅ③「税率４％適用分」

欄） ４万２２５７円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間において誤って過大に課税標準額

から減算していた本件通信設備設置契約に基づく賃料であり、原告Ａの同課税期間

の消費税等の納付税額の計算上、課税標準額に算入される金額である。 

（ｃ）雑収入の計上漏れ（通信設備設置賃料）（別表６－Ｅ④「税率４％適用分」欄）  

  ２５万５０００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属する本件通信設備設置契約に基づく平

成２６年３月分までの賃料であり、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の

納付税額の計算上、課税標準額に算入される金額である。 

（ｄ）過年度損益修正益の計上過大額（改修費用）（別表６－Ｅ⑥「税率４％適用分」

欄） １４２８万５７１４円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２

６年９月課税期間において過年度損益修正益として課税標準額の額に算入した平成

２２年９月期の本件建物に対する改修費用であり、原告Ａの平成２６年９月課税期

間の消費税等の納付税額の計算上、課税標準額には算入されない金額である。 

（ｅ）過年度損益修正益の計上過大額（エレベーター保守料）（別表６－Ｅ⑦「税率

４％適用分」欄） １０３万７０００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２

６年９月課税期間において過年度損益修正益として課税標準額の額に算入した平成

２０年９月ないし平成２５年９月分の本件建物に係るエレベーター保守料であり、

原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の納付税額の計算上、課税標準額には

算入されない金額である。 

（ｆ）過年度損益修正益の計上過大額（消防用設備点検料）（別表６－Ｅ⑧「税率４％
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適用分」欄） １０４万０２００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２

６年９月課税期間において過年度損益修正益として課税標準額の額に算入した平成

２６年３月分以前の本件建物に係る消防用設備点検料であり、原告Ａの平成２６年

９月課税期間の消費税等の納付税額の計算上、課税標準額には算入されない金額で

ある。 

（ｇ）過年度損益修正益の計上過大額（管理委託料収入）（別表６－Ｅ⑨「税率４％適

用分」欄） ２９０万４７６１円 

 前記金額は、平成２０年９月ないし平成２５年９月分の本件建物に係る原告Ｂか

らの管理委託料収入について、原告Ａが平成２６年９月課税期間において過年度損

益修正益として課税標準額に算入した金額であるが、前記１で述べたとおり、前記

の期間において本件土地建物は原告Ａに帰属しており、原告Ｂからの管理委託業務

を受託していたとは認められないことから、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消

費税等の納付税額の計算上、課税標準額には算入されない金額である。 

（ｈ）雑収入の計上過大額（管理委託料収入）（別表６－Ｅ⑩「税率４％適用分」欄） 

  ２８万５７１４円 

 前記金額は、平成２５年１０月ないし平成２６年３月分の本件建物に係る原告Ｂ

からの管理委託料収入について、原告Ａが平成２６年９月課税期間において雑収入

として課税標準額に算入した金額であるが、前記（ｇ）と同様、前記の期間におい

て本件土地建物は原告Ａに帰属しており、原告Ｂからの管理委託業務を受託してい

たとは認められないことから、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の納付

税額の計算上、課税標準額には算入されない金額である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の課税標準額（別表６－Ｄ⑦「税率６．３％適用分」

欄） １億１０９６万８０００円 

 前記金額は、次の（ａ）の金額に（ｂ）及び（ｃ）の金額を加算した金額（ただし、

通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のも

の）である。 

（ａ）申告課税標準額（別表６－Ｅ①「税率６．３％適用分」欄） 

  ８０５７万９３２５円 

 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９

１・３枚目）の「課税売上額（税抜き）」・「税率６．３％適用分」欄に記載された

金額である。 

（ｂ）家賃収入の減算過大額（別表６－Ｅ②「税率６．３％適用分」欄） 

  ４７２万２２２２円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属する平成２６年３月分以前の本件建物

に係るＳ社からの賃料収入であるにもかかわらず、原告Ａが平成２６年９月課税期

間において課税標準額から減算していた金額であり、同課税期間の消費税等の納付

税額の計算上、課税標準額に算入される金額である。 

 なお、原告Ａは、前記賃料収入について、消費税率４パーセントが適用される平

成２６年４月１日前の課税資産の譲渡等であるにもかかわらず、誤って消費税率６．
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３パーセントが適用されるものとして前記減算を行っていた。 

（ｃ）建物売却代金の計上漏れ（別表６－Ｅ⑤欄） ２５６６万６６６６円 

 前記金額は、前記１のとおり、原告Ａから原告Ｂに本件土地建物を引き渡したと

認められる平成２６年４月１日を含む平成２６年９月課税期間において原告Ａの課

税標準額に算入される本件建物の譲渡対価の額（税抜金額）である。 

（イ）課税標準額に対する消費税額（別表６－Ｄ⑧「合計」欄） ３１５９万０２６４円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額である。 

ａ 税率４パーセント適用分の課税標準額に対する消費税額（別表６－Ｄ⑧「税率４％

適用分」欄） ２４５９万９２８０円 

 前記金額は、前記（ア）ａの金額に１００分の４の税率を乗じて算定した金額であ

る（消費税法２９条）。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の課税標準額に対する消費税額（別表６－Ｄ⑧「税率

６．３％適用分」欄） ６９９万０９８４円 

 前記金額は、前記（ア）ｂの金額に１００分の６．３の税率を乗じて算定した金額

である（消費税法２９条）。 

（ウ）課税仕入れに係る支払対価の額（別表６－Ｄ⑪「合計」欄） 

  ６億００８８万２４８３円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額である。 

ａ 税率４パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額（別表６－Ｄ⑪「税率

４％適用分」欄） ５億６４２４万８００４円 

 前記金額は、次の（ａ）の金額から（ｂ）及び（ｃ）の金額を減算し、（ｄ）及び

（ｅ）の金額を加算した金額である。 

（ａ）課税仕入れに係る支払対価の額（申告額）（別表６－Ｅ⑬「税率４％適用分」

欄） ５億８９４４万２３６４円 

 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９

１・３枚目）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」「税率４％適用分」欄

に記載された金額である。 

（ｂ）過年度損益修正損の計上過大額（家賃収入）（別表６－Ｅ⑭「税率４％適用分」

欄） ２２５０万００００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２

６年９月課税期間において過年度損益修正損として課税仕入れに係る支払対価の額

に算入した平成２０年１０月ないし平成２２年３月分の本件建物に係るＪ社からの

賃料収入であり、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の納付税額の計算上、

課税仕入れに係る支払対価の額には算入されない金額である。 

 なお、原告Ａは、前記金額を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支

払対価の額としていた。 

（ｃ）過年度損益修正損の過大計上額（通信設備設置賃料）（別表６－Ｅ⑮「税率４％

適用分」欄） ２９２万６４１０円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属するにもかかわらず、原告Ａが平成２

６年９月課税期間において過年度損益修正損として課税仕入れに係る支払対価の額
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に算入した本件通信設備設置契約に基づく平成２０年９月ないし平成２５年９月分

の賃料収入であり、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の納付税額の計算

上、課税仕入れに係る支払対価の額には算入されない金額である。 

 なお、原告Ａは、前記金額を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支

払対価の額としていた。 

（ｄ）雑費の減算過大額（エレベーター保守料）（別表６－Ｅ⑯「税率４％適用分」

欄） ２１万４２００円 

 前記金額は、原告Ａが、平成２６年９月課税期間において、雑費としての計上を

取り消すことにより課税仕入れに係る支払対価の額から過大に減算した本件建物に

係るエレベーター保守料であり、同課税期間の消費税等の納付税額の計算上、課税

仕入れに係る支払対価の額に算入される金額である。 

 なお、原告Ａは、前記エレベーター保守料について、課税資産の譲渡等と課税資

産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額に

該当するところ、誤って課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価

の額として前記減算を行っていた。 

（ｅ）雑費の計上漏れ（エレベーター保守料）（別表６－Ｅ⑰「税率４％適用分」欄） 

  １万７８５０円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ａに帰属する平成２６年３月分以前の本件建物

に係るエレベーター保守料であり、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の

納付税額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に算入される金額である。 

 なお、前記金額は、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に

共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の課税仕入れに係る支払対価の額（別表６－Ｄ⑪「税

率６．３％適用分」欄） ３６６３万４４７９円 

 前記金額は、次の（ａ）の金額から（ｂ）の金額を減算した金額である。 

（ａ）課税仕入れに係る支払対価の額（申告額）（別表６－Ｅ⑬「税率６．３％適用

分」欄） ３６７６万２９９９円 

 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９

１・３枚目）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」「税率６．３％適用

分」欄に記載された金額である。 

（ｂ）雑費の計上過大額（エレベーター保守料）（別表６－Ｅ⑰「税率６．３％適用

分」欄） １２万８５２０円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間において雑費として課税仕入れに

係る支払対価の額に算入した本件建物に係るエレベーター保守料のうち、前記１の

とおり原告Ａに帰属しない平成２６年４月以降の費用であり、同課税期間の消費税

等の納付税額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない金額である。 

 なお、原告Ａは、前記金額を課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の

譲渡等に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額としていた。 

（エ）課税仕入れに係る消費税額（別表６－Ｄ⑫「合計」欄） ２３６３万２１７３円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額である。 
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ａ 税率４パーセント適用分の課税仕入れに係る消費税額（別表６－Ｄ⑫「税率４％適

用分」欄） ２１４９万５１６２円 

 前記金額は、前記（ウ）ａの金額に１０５分の４を乗じて算出した額である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の課税仕入れに係る消費税額（別表６－Ｄ⑫「税率６．

３％適用分」欄） ２１３万７０１１円 

 前記金額は、前記（ウ）ｂの金額に１０８分の６．３を乗じて算出した額である。 

（オ）控除対象仕入税額（別表６－Ｄ⑯「合計」欄」） ２２８６万１００４円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額である。 

ａ 税率４パーセント適用分の控除対象仕入税額（別表６－Ｄ⑯「税率４％適用分」

欄） ２０９６万６６７５円 

 前記金額は、平成２６年９月課税期間における課税売上高が５億円を超えるため、

消費税法３０条２項の規定に基づき、次の（ａ）の金額に（ｂ）の金額を加算した金

額である。 

（ａ）課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額 ２００５万８５８４円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書において

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額とした金額２１０１万９０４９円

（乙９１・３枚目・⑭「税率４％適用分」欄）から、前記（ウ）ａ（ｂ）及び

（ｃ）の金額の合計額から同（ｄ）の金額を差し引いた金額２５２１万２２１０円

に１０５分の４を乗じて算出した金額（９６万０４６５円）を減算した金額である。 

（ｂ）課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税

仕入れの税額 ９０万８０９１円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書において

課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕

入れの税額とした金額１１０万２１７５円（乙９１・３枚目・⑮「税率４％適用

分」欄）に前記（ウ）ａ（ｅ）の金額１万７８５０円に１０５分の４を乗じて算出

した金額（６８０円）を加算した金額１１０万２８５５円に課税売上割合８２．３

４００２１パーセント（別表６－Ｄ⑥欄）を乗じて計算した金額である。 

 なお、前記課税売上割合は、原告Ａが平成２６年９月課税期間の消費税等の確定

申告書において課税資産の譲渡等の対価の額とした金額７億１４８１万７７１６円

（乙９１・３枚目・④「合計」欄）に、前記（ア）ａ（ｂ）及び（ｃ）並びに同ｂ

（ｂ）及び（ｃ）の金額の合計額から同ａ（ｄ）ないし（ｈ）の金額の合計額を差

し引いた金額１１１３万２７５６円（別表６－Ｄ②「合計」欄）を加算し、また、

同確定申告書において資産の譲渡等の対価の額とした金額７億７３９１万６８５０

円（乙９１・３枚目・⑦「合計」欄）に、前記１１１３万２７５６円（別表６－Ｄ

②「合計」欄）及び平成２６年４月１日に原告Ａから原告Ｂに対して譲渡された本

件土地の譲渡対価の額９６６０万円を加算したところにより算定した割合である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の控除対象仕入税額（別表６－Ｄ⑯「税率６．３％適

用分」欄） １８９万４３２９円 

 前記金額は、平成２６年９月課税期間における課税売上高が５億円を超えるため、

消費税法３０条２項の規定に基づき、次の（ａ）の金額に（ｂ）の金額を加算した金
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額である。 

（ａ）課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額 １１６万８６０９円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書において

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額とした金額（乙９１・３枚目・⑭

「税率６．３％適用分」欄）である。 

（ｂ）課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税

仕入れの税額 ７２万５７２０円 

 前記金額は、原告Ａが平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書において

課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕

入れの税額とした金額８８万８８６７円（乙９１・３枚目・⑮「税率６．３％適用

分」欄）から前記（ウ）ｂ（ｂ）の金額１２万８５２０円に１０８分の６．３を乗

じて算出した金額７４９７円を差し引いた金額８８万１３７０円に課税売上割合８

２．３４００２１パーセント（別表６－Ｄ⑥欄）を乗じて計算した金額である。 

 なお、前記課税売上割合については、前記ａ（ｂ）と同様である。 

（カ）納付すべき消費税額（別表６－Ｄ⑰「合計」欄） ８７２万９２００円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額（ただし、通則法１１９条１項の規定によ

り１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 税率４パーセント適用分の差引消費税額（別表６－Ｄ⑰「税率４％適用分」欄）  

  ３６３万２６０５円 

 前記金額は、前記（イ）ａの金額から前記（オ）ａの金額を差し引いた金額である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の差引消費税額（別表６－Ｄ⑰「税率６．３％適用

分」欄） ５０９万６６５５円 

 前記金額は、前記（イ）ｂの金額から前記（オ）ｂの金額を差し引いた金額である。 

（キ）既に納付の確定した消費税額（別表６－Ｄ⑱「合計」欄） ６４１万９３００円 

 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９１・１

枚目）の「差引税額」欄に記載された金額である。 

（ク）差引納付すべき消費税額（別表６－Ｄ⑲「合計」欄） ２３０万９９００円 

 前記金額は、前記（カ）の金額から前記（キ）の金額を差し引いた金額である。 

（ケ）納付すべき譲渡割額（別表６－Ｄ⑳「合計」欄） ２２８万３４００円 

 前記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項

の規定に基づき、１００円未満を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 税率４パーセント適用分の譲渡割額（別表６－Ｄ⑳「税率４％適用分」欄） 

  ９０万８１５１円 

 前記金額は、地方消費税の課税標準である前記（カ）ａの金額に１００分の２５を

乗じた金額である。 

ｂ 税率６．３パーセント適用分の譲渡割額（別表６－Ｄ⑳「税率６．３％適用分」

欄） １３７万５２８７円 

 前記金額は、地方消費税の課税標準である前記（カ）ｂの金額に６３分の１７を乗

じた金額である。 

（コ）既に納付の確定した譲渡割額（別表６－Ｄ㉑「合計」欄） １６６万６０００円 
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 前記金額は、原告Ａの平成２６年９月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９１・１

枚目）の「納税額」欄に記載された金額である。 

（サ）差引納付すべき譲渡割額（別表６－Ｄ㉒「合計」欄） ６１万７４００円 

 前記金額は、前記（ケ）の金額から前記（コ）の金額を差し引いた金額である。 

（シ）差引納付すべき消費税等の合計税額（別表６－Ｄ㉓「合計」欄） 

  ２９２万７３００円 

 前記金額は、前記（ク）の金額と前記（サ）の金額を合計した金額である。 

ウ 小括 

 以上のとおり、原告Ａの平成２５年９月課税期間及び平成２６年９月課税期間の消費

税に係る課税標準額、控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費

税額（譲渡割額）は、本件Ａ消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）における課税

標準額、控除対象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額（譲渡割

額）（平成２５年９月課税期間については別表４－Ｃの「更正処分等」欄、平成２６年９

月課税期間については別表４－Ｃの「裁決」欄）と同額であるから、本件Ａ消費税等更

正処分（後続年分・裁決取消後）はいずれも適法である。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件Ａ各更正処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）（ただし、本件Ａ

法人税更正処分（平成２６年９月期）及び本件Ａ法人税更正処分（平成２７年９月期）に

ついては、当該各更正処分のうち少なくとも翌期へ繰り越す欠損金額の部分）はいずれも

適法である。 

３ 本件Ａ各賦課決定処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）の適法性 

（１）過少申告加算税の法令の規定 

 前記第２の２（１）アと同様である。 

（２）本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分後）の適法性（別

表６－Ｆ） 

 本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）に伴って賦課される過少申告加

算税の額は、同更正処分により納付すべき法人税額１７０１万円（前記２（１）ア（カ）。

ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。

別表６－Ｆ②欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した１７０万１０００円（別表６

－Ｆ⑥欄）に、当該納付すべき法人税額１７０１万９６００円から５０万円を差し引いた

後の金額１６５１万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金

額を切り捨てた後のもの。別表６－Ｆ③欄）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額

８２万５５００円（別表６－Ｆ⑦欄）を加算した金額２５２万６５００円（別表６－Ｆ⑧

欄）である。 

 以上のとおり、本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）に伴って原告Ａ

に賦課されるべき過少申告加算税の額は、本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平

成２５年９月期・再処分後）により原告Ａに賦課された過少申告加算税の金額（別表４－

Ａ「再更正処分等」欄）と同額である。 

 また、本件Ａ法人税更正処分（平成２５年９月期・再処分後）に基づき、原告Ａが新た

に納付すべき法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額の計
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算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項にいう「正当な理由」がある

と認められるものはない。 

 したがって、本件Ａ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月期・再処分

後）は適法である。 

（３）本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度・再処

分後）の適法性（別表６－Ｇ） 

 本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）に伴って賦

課される過少申告加算税の額は、同更正処分により納付すべき復興特別法人税額１７０万

円（前記２（２）カ。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額

を切り捨てた後のもの。別表６－Ｇ②欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した１７

万円（別表６－Ｇ⑥欄）に、当該納付すべき復興特別法人税額１７０万から５０万円を差

し引いた後の金額１２０万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の

端数金額を切り捨てた後のもの。別表６－Ｇ③欄）に１００分の５の割合を乗じて算出し

た金額６万円（別表６－Ｇ⑦欄）を加算した金額２３万円（別表６－Ｇ⑧欄）である。 

 以上のとおり、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分

後）に伴って原告Ａに賦課されるべき過少申告加算税の額は、本件Ａ復興特別法人税過少

申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）により原告Ａに賦課

された過少申告加算税の金額（別表４－Ｂ「再更正処分等」欄）と同額である。 

 また、本件Ａ復興特別法人税更正処分（平成２５年９月課税事業年度・再処分後）に基

づき、原告Ａが新たに納付すべき復興特別法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、

同更正処分前の復興特別法人税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６

５条４項にいう「正当な理由」があると認められるものはない。 

 したがって、本件Ａ復興特別法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税

事業年度・再処分後）は適法である。 

（４）本件Ａ各消費税等過少申告加算税賦課決定処分（後続年分・裁決取消後）の適法性 

ア 本件Ａ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２５年９月課税期間）の適法性

（別表６－Ｃ） 

 本件Ａ消費税等更正処分（平成２５年９月課税期間）に伴って賦課される過少申告加

算税の額は、同更正処分により納付すべき消費税等の合計税額１６１万円（前記２

（３）ア（シ）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切

り捨てた後のもの。別表６－Ｃ㉔欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した１６万

１０００円（別表６－Ｃ㉕欄）である。 

イ 本件Ａ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消

後）の適法性（別表６－Ｄ） 

 本件Ａ消費税等更正処分（平成２６年９月課税期間・裁決取消後）に伴って賦課され

る過少申告加算税の額は、同更正処分により納付すべき消費税等の合計税額２９２万円

（前記２（３）イ（シ）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数

金額を切り捨てた後のもの。別表６－Ｄ㉔欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出し

た２９万２０００円（別表６－Ｄ㉕欄）である。 

ウ 小括 
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 以上のとおり、本件Ａ各消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）に伴って原告Ａ

に賦課されるべき各過少申告加算税の金額は、本件Ａ各消費税等賦課決定処分（後続年

分・裁決取消後）により原告Ａに賦課された過少申告加算税の金額（平成２５年９月課

税期間については別表４－Ｃの「更正処分等」欄、平成２６年９月課税期間については

同表の「裁決」欄）と同額である。 

 また、本件Ａ各消費税等更正処分（後続年分・裁決取消後）に基づき原告Ａが新たに

納付すべき消費税等の合計税額の計算の基礎となった事実のうちに、同各更正処分前の

消費税等の合計税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項に

いう「正当な理由」があると認められるものはない。 

 したがって、本件Ａ各消費税等賦課決定処分（後続年分・裁決取消後）は適法である。 

（５）小括 

 以上のとおり、本件Ａ各賦課決定処分（後続年分・再処分及び裁決取消後）はいずれも

適法である。 

第５ 本件Ｂ各更正処分等（後続年分・再処分後）の適法性 

１ 本件土地建物に係る賃料収入及び各費用のうち、平成２６年３月分以前のものは原告Ａに、

同年４月分以後のものは原告Ｂにそれぞれ帰属すること 

 本件土地建物は平成２６年４月１日に引渡しが行われたと認められることから、本件土地建

物に係る賃料収入及び各費用のうち、平成２６年３月以前のものは原告Ａに、同年４月分以後

のものは原告Ｂにそれぞれ帰属することになる。 

２ 本件Ｂ各更正処分（後続年分・再処分後）について 

（１）本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）の適法性（別表７－Ａ） 

ア 所得金額（別表７－Ａ⑮欄） ３１２１万２９０４円 

 前記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（ク）の金額を加算し、（ケ）ないし

（シ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告所得金額（別表７－Ａ①欄） ９４５万７０８４円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の確定申告書における「所得金額又

は欠損金額」欄の金額である（乙９３・１枚目）。 

（イ）減価償却費の計上過大額（本件建物及び改修費用）（別表７－Ａ②欄） 

  ２０８万６６６５円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、平成２７年３月期

において、原告Ｂが、平成２２年９月期に原告Ａが行った本件建物に対する改修費用

（資本的支出）に係る減価償却費を計上したものであり、原告Ｂの平成２７年３月期の

法人税の所得金額の計算上、損金の額には算入されない金額である。 

（ウ）過年度損益修正損の計上過大額（固定資産税）（別表７－Ａ③欄） 

  １２４４万４２００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に過年度損益修正損として計上した平成２６年３月以前の本件土地建物に係る

固定資産税の額であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、損金

の額には算入されない金額である。 

（エ）租税公課の計上過大額（固定資産税）（別表７－Ａ④欄） １１３万３７００円 
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 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に租税公課として計上した平成２６年３月以前の本件土地建物に係る固定資産

税の額であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、損金の額には

算入されない金額である。 

（オ）過年度損益修正損の計上過大額（エレベーター保守料）（別表７－Ａ⑤欄） 

  １１９万５９５０円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に過年度損益修正損として計上した平成２６年３月以前の本件建物に係るエレ

ベーター保守料の額であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、

損金の額には算入されない金額である。 

（カ）過年度損益修正損の計上過大額（消防用設備点検料）（別表７－Ａ⑥欄） 

  １０９万２２１０円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に過年度損益修正損として計上した平成２６年３月以前の本件建物に係る消防

用設備点検料の額であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、損

金の額には算入されない金額である。 

（キ）過年度損益修正損の計上過大額（管理委託料）（別表７－Ａ⑦欄） 

  ３３５万００００円 

 前記金額は、平成２０年９月ないし平成２６年３月分の本件建物に係る原告Ａに対す

る管理委託料について、原告Ｂが平成２７年３月期に過年度損益修正損として計上した

金額であるが、前記１で述べたとおり、前記の期間において本件土地建物は原告Ａに帰

属しており、原告Ｂが原告Ａに対して管理委託を行ったとは認められないことから、原

告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、損金の額には算入されない金額

である。 

（ク）受贈益の計上漏れ（別表７－Ａ⑧欄） ３１７８万４７５０円 

 前記金額は、原告Ａと原告Ｂが平成２６年８月１０日付けで締結した「未精算金の支

払に関する合意書」に基づき、平成２０年９月分ないし平成２６年３月分の本件建物に

係る家賃収入等と費用等の精算金として、平成２６年８月２８日付けで、原告Ｂが原告

Ａから支払を受けた３５７８万４７５０円から預り保証金４００万円を差し引いた金額

であるが、前記１で述べたとおり、前記の期間において本件土地建物は原告Ａに帰属し

ており、原告Ｂが当該金額を受領する合理的な理由も認められないことから、原告Ａか

らの対価性のない金銭の贈与に該当し、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額

の計算上、受贈益として益金の額に算入される金額である。 

（ケ）過年度損益修正益の計上過大額（改修費用に係る減価償却費）（別表７－Ａ⑩欄） 

  ２５０万５０００円 

 前記金額は、原告Ｂが平成２６年３月期に誤って二重計上した本件建物に対する改修

費用（資本的支出）に係る減価償却費について、平成２７年３月期において過年度損益

修正益として計上したものであるが、当該過年度損益修正益は、平成２６年３月期に計

上した減価償却費を修正するものであるため、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所

得金額の計算上、益金の額には算入されない金額である。 
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（コ）過年度損益修正益の計上過大額（賃料収入）（別表７－Ａ⑪欄） 

  ２２５０万００００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に過年度損益修正益として計上した平成２０年１０月ないし平成２２年３月分

の本件建物に係る家賃収入であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計

算上、益金の額には算入されない金額である。 

（サ）過年度損益修正益の計上過大額（通信設備設置賃料）（別表７－Ａ⑫欄） 

  ３２９万３６１０円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２７

年３月期に過年度損益修正益として計上した平成２６年３月分以前の本件通信設備設置

契約に基づく賃料収入であり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の所得金額の計算上、

益金の額には算入されない金額である。 

（シ）繰越欠損金の損金算入額（別表７－Ａ⑬欄） ３０３万３０４５円 

 前記金額は、本件Ｂ法人税更正処分（平成２６年３月期）により増加する平成２７年

３月期において控除できる繰越欠損金の額であり、平成２７年３月期の法人税の計算上、

損金の額に算入される。 

イ 所得金額に対する法人税額（別表７－Ａ⑰欄） ７１１万９０６０円 

 前記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１００

０円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に対し、法人税法６６条１項及び２項、租

税特別措擬法４２条の３の２第１項に規定された税率を乗じたものである。 

ウ 控除所得税額等（別表７－Ａ⑱欄） ０円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の確定申告書における「控除税額」

欄の金額である（乙９３・１枚目）。 

エ 納付すべき法人税額（別表７－Ａ⑲欄） ７１１万９０００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（別表７－Ａ⑳欄） １５７万１５００円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の確定申告書における「差引所得に

対する法人税額」欄の金額である（乙９３・１枚目）。 

カ 差引納付すべき法人税額（別表７－Ａ㉑欄） ５５４万７５００円 

 前記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、通則法１１

９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額（別表７－Ａ㉒欄） ０円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税の確定申告書における「翌期へ繰り

越す欠損金又は災害損失金」欄の金額である（乙９３・１枚目）。 

ク 小括 

 以上のとおり、原告Ｂの平成２７年３月期の法人税に係る所得金額、納付すべき法人

税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は、いずれも本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月

期・再処分後）における所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額

（別表５－Ａの「再更正処分等」欄）を上回るか同額であるから、本件Ｂ法人税更正処
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分（平成２７年３月期・再処分後）は適法である。 

（２）本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）の適法性（別表７－Ｂ） 

ア 課税標準額（別表７－Ｂ⑦欄） ３０億９９８２万６０００円 

 前記金額は、次の（ア）の金額から（イ）の金額を減算した金額（ただし、通則法１

１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

（ア）申告課税標準額（別表７－Ｂ①欄） ３１億０９５４万０６５０円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９５・２

枚目）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額である。 

（イ）家賃収入の計上過大額（別表７－Ｂ②欄） ９７１万４２８５円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２６

年３月課税期間において課税標準額に算入した平成２６年３月分以前の本件建物に係る

Ｓ社からの家賃収入であり、原告Ｂの同課税期間の消費税等の納付税額の計算上、課税

標準額には算入されない金額である。 

イ 課税標準額に対する消費税額（別表７－Ｂ⑧欄） １億２３９９万３０４０円 

 前記金額は、前記アの金額に１００分の４の税率を乗じて算定した金額である（消費

税法２９条）。 

ウ 課税仕入れに係る支払対価の額（別表７－Ｂ⑪欄） ２９億４０５７万２４３１円 

 前記金額は、次の（ア）の金額から（イ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告課税仕入れに係る支払対価の額（別表７－Ｂ⑨欄） 

  ２９億５５５７万２４３１円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９５・２

枚目）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額である。 

（イ）本件建物の改修費用の計上過大額（別表７－Ｂ⑩欄） １５００万００００円 

 前記金額は、前記１のとおり原告Ｂに帰属しないにもかかわらず、原告Ｂが平成２６

年３月課税期間において課税仕入れに係る支払対価の額に算入した、平成２２年９月期

に原告Ａが行った本件建物に対する改修費用であり、原告Ｂの同課税期間の消費税等の

納付税額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額には算入されない金額である。 

 なお、原告Ｂは、前記金額を課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対

価の額としていた。 

エ 課税仕入れに係る消費税額（別表７－Ｂ⑫欄） １億１２０２万１８０６円 

 前記金額は、前記ウの金額に１０５分の４を乗じて算出した額である。 

オ 控除対象仕入税額（別表７－Ｂ⑯欄） １億０８７１万６９６５円 

 前記金額は、平成２６年３月課税期間における課税売上高が５億円を超えるため、消

費税法３０条２項の規定に基づき、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算した金額で

ある。 

（ア）課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額 １億０６２４万４９８３円 

 前記金額は、原告Ｂが平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書において課税

資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額とした金額１億０６８１万６４１２円（乙

９５・２枚目・⑭欄）から、前記ウ（イ）の金額１５００万円に１０５分の４を乗じて

算出した金額５７万１４２９円を減算した金額である。 
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（イ）課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕

入れの税額 ２４７万１９８２円 

 前記金額は、原告Ｂが平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書において課税

資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れの税

額とした金額４４０万０７９２円（乙９５・２枚目・⑮欄）に課税売上割合５６．１７

１３１５パーセント（別表７－Ｂ⑥欄）を乗じて計算した金額である。 

 なお、前記課税売上割合は、原告Ｂが平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告

書において課税資産の譲渡等の対価の額とした金額３１億０９５４万０６５０円（乙９

５・２枚目・④欄）及び資産の譲渡等の対価の額とした金額５５億２８２３万６２５９

円（乙９５・２枚目・⑦欄）から、前記ア（イ）の金額９７１万４２８５円をそれぞれ

減算したところにより算定した割合である。 

カ 納付すべき消費税額（別表７－Ｂ⑰欄） １５２７万６０００円 

 前記金額は、前記イの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、通則法１１

９条１項の規定により、１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

キ 既に納付の確定した消費税額（別表７－Ｂ⑱欄） １５０８万９８００円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９５・１

枚目）の「差引税額」欄に記載された金額である。 

ク 差引納付すべき消費税額（別表７－Ｂ⑲欄） １８万６２００円 

 前記金額は、前記カの金額から前記キの金額を差し引いた金額である。 

ケ 納付すべき譲渡割額（別表７－Ｂ⑳欄） ３８１万９０００円 

 前記金額は、地方消費税の課税標準である前記カの金額に１００分の２５を乗じた金

額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定に基づき、１００円未満を切り捨て

た後のもの）である。 

コ 既に納付の確定した譲渡割額（別表７－Ｂ㉑欄） ３７７万２４００円 

 前記金額は、原告Ｂの平成２６年３月課税期間の消費税等の確定申告書（乙９５・１

枚目）の「納税額」欄に記載された金額である。 

サ 差引納付すべき譲渡割額（別表７－Ｂ㉒欄） ４万６６００円 

 前記金額は、前記ケの金額から前記コの金額を差し引いた金額である。 

シ 差引納付すべき消費税等の合計税額（別表７－Ｂ㉓欄） ２３万２８００円 

 前記金額は、前記クの金額と前記サの金額を合計した金額である。 

ス 小括 

 以上のとおり、原告Ｂの平成２６年３月課税期間の消費税に係る課税標準額、控除対

象仕入税額、納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額（譲渡割額）は、本件Ｂ

消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）における課税標準額、控除対象仕入税額、

納付すべき消費税額及び納付すべき地方消費税額（譲渡割額）（別表５－Ｃの「更正処分

等」欄）と同額であるから、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）は適

法である。 

（３）小括 

 以上のとおり、本件Ｂ各更正処分（後続年分・再処分後）はいずれも適法である。 

３ 本件Ｂ各賦課決定処分（後続年分・再処分後）の適法性 
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（１）本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分後）の適法性（別

表７－Ｃ） 

 本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）に伴って賦課される過少申告加

算税の額は、同更正処分により納付すべき法人税額５５４万（前記２（１）カ。ただし、

通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表７

－Ｃ②欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した５５万４０００円（別表７－Ｃ⑥

欄）に、当該納付すべき法人税額５５４万７５００円から原告Ｂの平成２７年３月期の法

人税の確定申告書（乙９３・１枚目）の「差引所得に対する法人税額」欄に記載された金

額１５７万１５００円を差し引いた後の金額３９７万円（ただし、通則法１１８条３項の

規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表７－Ｃ③欄）に１００分

の５の割合を乗じて算出した金額１９万８５００円（別表７－Ｃ⑦欄）を加算した金額７

５万２５００円（別表７－Ｃ⑧欄）である。 

 以上のとおり、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）に伴って原告Ｂ

に賦課されるべき過少申告加算税の額は、本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平

成２７年３月期・再処分後）により原告Ｂに賦課された過少申告加算税の金額（別表５－

Ａ「再更正処分等」欄）を上回る。 

 また、本件Ｂ法人税更正処分（平成２７年３月期・再処分後）に基づき、原告Ｂが新た

に納付すべき法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額の計

算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項にいう「正当な理由」がある

と認められるものはない。 

 したがって、本件Ｂ法人税過少申告加算税賦課決定処分（平成２７年３月期・再処分

後）は適法である。 

（２）本件Ｂ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）の適法性（別表

７－Ｂ） 

 本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）に伴って賦課される過少申告加算

税の額は、同更正処分により納付すべき消費税等の合計税額２３万００００円（前記２

（２）シ。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨て

た後のもの。別表７－Ｂ㉔欄）に１００分の１０の割合を乗じて算出した２万３０００円

（別表７－Ｂ㉕欄）であり、本件Ｂ消費税等賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）に

より原告Ｂに賦課された過少申告加算税の金額（別表５－Ｃの「更正処分等」欄）と同額

である。 

 また、本件Ｂ消費税等更正処分（平成２６年３月課税期間）に基づき原告Ｂが新たに納

付すべき消費税等の合計税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の消費税

等の合計税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項にいう「正

当な理由」があると認められるものはない。 

 したがって、本件Ｂ消費税等過少申告加算税賦課決定処分（平成２６年３月課税期間）

は適法である。 

（３）小括 

 以上のとおり、本件Ｂ各賦課決定処分（後続年分・再処分後）はいずれも適法である。 

以上 
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別表１－Ａ 
原告Ａ 課税の経緯（法人税） 

 
【単位：円】 

事業 
年度 

         区分    
項目 

確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

平 
成 
20 
年 
９ 
月 
期 

年月日 平成20年12月1日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 0 774,924,907

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

納付すべき法人税額 △ 3,223 231,833,900

重加算税の額   81,140,500

翌期へ繰り越す欠損金額 51,097,167  

平 
成 
21 
年 
９ 
月 
期 

年月日 平成21年11月30日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 △ 660,683,751 △ 734,800,451

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 納付すべき法人税額 △ 3,638 △ 3,638

翌期へ繰り越す欠損金額 711,780,918  

平 
成 
22 
年 
９ 
月 
期 

年月日 平成22年11月30日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 △ 35,773,966 △ 35,773,966

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 納付すべき法人税額 △ 3,028 △ 3,028

翌期へ繰り越す欠損金額 747,554,884   

平 
成 
23 
年 
９ 
月 
期 

年月日 平成23年11月30日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 0 9,967,171

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

納付すべき法人税額 △ 2,826 2,027,200

過少申告加算税の額   279,500

翌期へ繰り越す欠損金額 737,587,713  

平 
成 
24 
年 
９ 
月 
期 

年月日 平成24年11月29日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 0 69,960,295

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

納付すべき法人税額 △ 3,234 20,024,700

過少申告加算税の額   2,978,000

翌期へ繰り越す欠損金額 666,953,818  

平 
成 
23 
年 
９ 
月 
期 

年月日 

  

平成26年7月9日 平成26年8月27日

 

平成26年9月3日 平成27年5月26日

過少申告加算税の額 279,500 全部取消し 全部取消し 棄却 

平 
成 
24 
年 
９ 
月 
期 

年月日 

  

平成26年7月9日 平成26年8月27日

 

平成26年9月3日 平成27年5月26日

過少申告加算税の額 2,978,000 全部取消し 全部取消し 棄却 

（注１） 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 

（注２） 「納付すべき法人税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 



72 

別表１－Ｂ 
  

原告Ｂ 課税の経緯（法人税） 
 

【単位：円】 

事業 
年度 

        区分    
項目 

確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

平 
成 
21 
年 
３ 
月 
期 

年月日 平成21年6月1日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 10,573,798 11,220,598

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 納付すべき法人税額 2,531,900 2,726,000

重加算税の額  66,500

平 
成 
22 
年 
３ 
月 
期 

年月日 平成22年5月31日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

所得金額 7,673,417 8,720,117

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 納付すべき法人税額 1,381,100 1,656,000

重加算税の額  94,500
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別表１－Ｃ 
  

原告Ｂ 課税の経緯（消費税等） 
 

【単位：円】 

事業 

年度 

    区分   

項目 
確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

平 

成 

21 

年 

３ 

月 

課 

税 

期 

間 

年月日 平成21年6月1日 平成25年11月29日 平成26年1月28日 平成26年4月25日 平成26年5月26日 平成27年5月26日

消
費
税 

課税標準額 4,619,728,000 4,619,728,000

全部取消し 棄却 全部取消し 棄却 

消費税額 184,789,120 184,789,120

控除対象仕入税額 167,494,262 166,438,262

納付すべき消費税額 17,294,800 18,350,800

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額 17,294,800 18,350,800

納付すべき地方消費税額 4,323,700 4,587,700

重加算税の額   462,000
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別表２－Ａ 
  

原告Ａ 各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額 
 

【単位：円】 

                区分 

項目 
平成20年9月期 平成21年9月期 平成22年9月期 平成23年9月期 平成24年9月期

申告所得金額 1 0 △ 660,683,751 △ 35,773,966 0 0

加
算 

固定資産売却損の過大計上額 2 836,478,050 － － － －

繰越欠損金の損金算入額の過大額 3 － － － 9,967,171 70,633,895

減
算 

寄附金の損金不算入額 4 10,455,976 － － － －

未納事業税の損金算入額 5 － 74,116,700 － － 673,600

繰越欠損金の損金算入額の増加額 6 51,097,167 － － － －

所得金額 

（1＋(2＋3)－(4～6)） 
7 774,924,907 △ 734,800,451 △ 35,773,966 9,967,171 69,960,295

課税所得金額 

（千円未満の端数切捨て） 
8 774,924,000 0 0 9,967,000 69,960,000

法人税額 9 231,837,200 0 0 2,030,100 20,028,000

控除所得税額等 10 3,223 0 0 2,826 3,234

還付所得税額等 11 0  3,638 3,028 0 0

納付すべき法人税額 

（9-10-11、百円未満の端数切捨て） 
12 231,833,900 △ 3,638 △ 3,028 2,027,200 20,024,700

既に納付の確定した法人税額 13 △ 3,223 △ 3,638 △ 3,028 △ 2,826 △ 3,234

差引納付すべき法人税額 

（12－13） 
14 231,837,100 0 0 2,030,000 20,027,900

翌期へ繰り越す欠損金額 15 0 0 0 0 0

 

（注１） 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 

（注２） 「納付すべき法人税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 
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別表２－Ｂ 
  

原告Ｂ 各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額 
 

【単位：円】 

         区分 
項目 

平成21年3月期 平成22年3月期 

申告所得金額 1 10,573,798 7,673,417 

加
算 

減価償却費の過大計上額 2 646,800 1,108,800 

減
算 

未納事業税の損金算入額 3 － 62,100 

所得金額 
（1＋2－3） 

4 11,220,598 8,720,117 

課税所得金額 
（千円未満の端数切捨て） 

5 11,220,000 8,720,000 

法人税額 6 2,726,000 1,656,000 

既に納付の確定した法人税額 7 2,531,900 1,381,100 

差引納付すべき法人税額 
（8－9） 

8 194,100 274,900 
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別表２－Ｃ 
  

原告Ｂ 平成21年３月課税期間の消費税等の合計税額 
 

【単位：円】 

                   課税期間 
項目 

平成21年３月課税期間 

課税標準額 
（千円未満切捨て） 

1 4,619,728,000 

課税標準に対する消費税額（１×4/100） 2 184,789,120 

課税仕入れに係る支払対価の額 
（更正処分前・税込み） 

3 4,436,306,910 

減算 本件建物に係る支払対価の額 4 27,720,000 

差引課税仕入れに係る支払対価の額（３－４） 5 4,408,586,910 

課税仕入れに係る消費税額（５×4/105） 6 167,946,168 

控除対象仕入税額 7 166,438,262 

納付すべき消費税額（２－７） 
（100円未満切捨て） 

8 18,350,800 

既に納付の確定した消費税額 9 17,294,800 

差引納付すべき消費税額（８－９） 10 1,056,000 

納付すべき譲渡割額（８×0.25） 
（100円未満切捨て） 

11 4,587,700 

既に納付の確定した譲渡割額 12 4,323,700 

差引納付すべき譲渡割額（８－９） 13 264,000 

納付すべき消費税等の合計税額（10＋13） 14 1,320,000 

重加算税の額（14×35％） 15 462,000 
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別表３－Ａ、別表３－Ｂ、別表４－Ｂ、別表５－Ｂ、別表６－Ｂ、別表６－Ｆ、別表６－Ｇ、別表７

－Ｃ 省略 
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別表４－Ａ 
  

原告Ａ 課税の経緯（法人税） 
 

【単位：円】 

事業 

年度 

      区分 

項目 
確定申告 更正処分等 審査請求 再更正処分等 裁決 

平 

成 

25 

年 

９ 

月 

期 

年月日 平成25年12月2日 平成28年11月8日 平成29年2月3日 平成29年10月31日 平成30年1月12日

所得金額 0 76,467,356

全部取消し 

70,038,656 

棄却 

納付すべき法人税額 0 18,659,000 17,019,600 

欠損金の当期控除額 42,460,656 0 0 

翌期へ繰り越す欠損金額 624,493,162 0 0 

過少申告加算税の額 2,772,500 2,526,500 

平 

成 

26 

年 

９ 

月 

期 

年月日 平成26年11月28日 平成28年11月8日 平成29年2月3日

 

平成30年1月12日

所得金額 △ 125,021,356 △ 966,773,454

全部取消し 棄却 

納付すべき法人税額 0 0

欠損金の当期控除額 0 0

翌期へ繰り越す欠損金額 749,514,518 0

過少申告加算税の額   

平 

成 

27 

年 

９ 

月 

期 

年月日 平成27年11月30日 平成28年11月8日 平成29年2月3日

 

平成30年1月12日

所得金額 0 △ 55,839,543

全部取消し 棄却 

納付すべき法人税額 0 0

欠損金の当期控除額 55,979,543 0

翌期へ繰り越す欠損金額 693,534,975 0

過少申告加算税の額   

（注）「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 
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別表４－Ｃ 
  

原告Ａ 課税の経緯（消費税等） 
 

                                                 【単位：円】 

課税 

期間 

    区分     

項目 
確定申告 更正処分等 審査請求 裁決 

平 

成 

25 

年 

９ 

月 

課 

税 

期 

間 

年月日 平成25年12月2日 平成28年11月8日 平成29年2月3日 平成30年1月12日 

消
費
税 

課税標準額 971,652,000 981,366,000

全部取消し 棄却 

消費税額 38,866,080 39,254,640

控除対象仕入税額 36,916,023 36,010,471

納付すべき消費税額 1,950,000 3,244,100

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額 1,950,000 3,244,100

納付すべき地方消費税額 487,500 811,000

過少申告加算税の額 161,000

平 

成 

26 

年 

９ 

月 

課 

税 

期 

間 

年月日 平成26年11月28日 平成28年11月8日 平成29年2月3日 平成30年1月12日 

消
費
税 

課税標準額 714,817,000 731,534,000

全部取消し 

725,950,000

消費税額 30,445,997 31,922,276 31,590,264

控除対象仕入税額 24,026,655 23,069,010 22,861,004

納付すべき消費税額 6,419,300 8,853,200 8,729,200

地
方
消
費
税 

課税標準となる消費税額 6,419,300 8,853,200 8,729,200

納付すべき地方消費税額 1,666,000 2,318,400 2,283,400

過少申告加算税の額 308,000 292,000
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別表５－Ａ 
  

原告Ｂ 課税の経緯（法人税） 
 

【単位：円】 

事業 

年度 

   区分    

項目 
確定申告 更正処分等 審査請求 再更正処分等 裁決 

平 

成 

26 

年 

３ 

月 

期 

年月日 平成26年6月2日 平成28年11月8日

      

所得金額 1,048,155 △ 3,033,045

納付すべき法人税額 157,200 0

欠損金の当期控除額 0 0

翌期へ繰り越す欠損金額 0 3,033,045

過少申告加算税の額   

平 

成 

27 

年 

３ 

月 

期 

年月日 平成27年6月1日 平成28年11月8日 平成29年2月3日 平成29年3月21日 平成30年1月12日

所得金額 9,457,084 29,862,677

全部取消し 

26,829,632 

棄却 

納付すべき法人税額 1,571,500 6,774,800 6,001,300 

欠損金の当期控除額 0 0 3,033,045 

翌期へ繰り越す欠損金額 0 0 0 

過少申告加算税の額  701,500 584,500 

（注）「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 

 



81 

別表５－Ｃ 
 

原告Ｂ 課税の経緯（消費税等） 
 

                                               【単位：円】 

課税 

期間 

    区分     

項目 
確定申告 更正処分等 審査請求 裁決 

平 

成 

26 

年 

３ 

月 

課 

税 

期 

間 

年月日 平成26年6月2日 平成28年11月8日 平成29年2月3日 平成30年1月12日 

消
費
税 

課税標準額 3,109,540,000 3,099,826,000

全部取消し 棄却 

消費税額 124,381,600 123,993,040

控除対象仕入税額 109,291,784 108,716,965

納付すべき消費税額 15,089,800 15,276,000

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額 15,089,800 15,276,000

納付すべき地方消費税額 3,772,400 3,819,000

過少申告加算税の額 23,000

平 

成 

27 

年 

３ 

月 

課 

税 

期 

間 

年月日 平成27年6月1日 平成28年11月8日

  

消
費
税 

課税標準額 3,164,742,000 3,135,177,000

消費税額 198,795,144 197,497,544

控除過大調整税額 224,846 455,142

控除対象仕入税額 182,617,353 182,610,484

納付すべき消費税額 16,402,600 15,342,200

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額 16,402,600 15,342,200

納付すべき地方消費税額 4,401,500 4,130,200

過少申告加算税の額 
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別表６－Ａ 
  

原告Ａ 平成25年９月期の法人税の所得金額及び納付すべき税額 
 

【単位：円】 

   区分       

項目 
平成25年９月期 

申告所得金額 ① 0 

加
算 

繰越欠損金の損金算入額の過大額 ② 42,460,656 

過年度損益修正損の計上過大額 

（家賃収入） 
③ 23,806,700 

家賃収入の計上漏れ ④ 10,200,000 

減
算 事業税等の損金算入額 ⑤ 6,428,700 

所得金額 

（①＋(②＋③＋④)－⑤） 
⑥ 70,038,656 

課税所得金額 

（千円未満の端数切捨て） 
⑦ 70,038,000 

法人税額 ⑧ 17,019,690 

控除所得税額 ⑨ 0 

納付すべき法人税額（⑧－⑨） 

（百円未満の端数切捨て） 
⑩ 17,019,600 

既に納付の確定した法人税額 ⑪ 0 

差引納付すべき法人税額 

（⑩－⑪） 
⑫ 17,019,600 

翌期へ繰り越す欠損金額 ⑬ 0 
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別表６－Ｃ 

原告Ａ 平成25年９月課税期間の消費税等の合計税額及び過少申告加算税額 

 

【単位：円】 

項目 金額 

課税売上額（更正処分前） ① 971,652,600

加算 家賃収入の計上漏れ（税抜金額） ② 9,714,285

差引課税売上額（①＋②） 

（課税資産の譲渡等の対価の額） 
③ 981,366,885

非課税売上額 ④ 99,016,756

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤ 1,080,383,641

課税売上割合（③/⑤） ⑥ 90.835037%

課税標準額 

(千円未満切捨て） 
⑦ 981,366,000

課税標準額に対する消費税額（⑦×4/100） ⑧ 39,254,640

課税仕入れに係る支払対価の額 

（更正処分前・税込金額） 
⑨ 999,573,507

減算 
過年度損益修正損の計上過大額（税込金額） 

（家賃収入） ※ 課税売上にのみ要するもの 
⑩ 23,806,700

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑨－⑩） ⑪ 975,766,807

 課税仕入れに係る消費税額（⑪×4/105） ⑫ 37,172,068

 
⑫のうち、課税売上にのみ要するもの ⑬ 34,513,961

⑫のうち、課税売上と非課税売上に共通して要するもの ⑭ 1,647,504

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額 

（⑬＋(⑭×⑥)） 
⑮ 36,010,471

控除対象仕入税額 ⑯ 36,010,471

納付すべき消費税額（⑧－⑯） 

（百円未満切捨て） 
⑰ 3,244,100

既に納付の確定した消費税額 ⑱ 1,950,000

差引納付すべき消費税額（⑰－⑱） ⑲ 1,294,100

納付すべき譲渡割額（⑰×25/100） 

（百円未満切捨て） 
⑳ 811,000

既に納付の確定した譲渡割額 ㉑ 487,500

差引納付すべき譲渡割額（⑳－㉑） ㉒ 323,500

差引納付すべき消費税等の合計税額（⑲＋㉒） ㉓ 1,617,600

過少申告加算税対象額（㉓の１万円未満の端数切捨て） ㉔ 1,610,000

過少申告加算税額（㉔×10％） ㉕ 161,000
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別表６－Ｄ 

原告Ａ 平成26年９月課税期間の消費税等の合計税額及び過少申告加算税額 

 

【単位：円】 

          区分 

項目 
税率４％適用分 税率6.3％適用分 合計 

課税売上額（更正処分前・税抜金額） ① 634,238,391 80,579,325 714,817,716

加算 
加算合計額（税抜金額） 

（別表3－Ｅ「⑪」欄） 
② △ 19,256,132 30,388,888 11,132,756

差引課税売上額（①＋②） 

（課税資産の譲渡等の対価の額） 
③ 614,982,259 110,968,213 725,950,472

非課税売上額 ④  155,699,134

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤  881,649,606

課税売上割合（③/⑤） ⑥  82.340021%

課税標準額 

(千円未満切捨て） 
⑦ 614,982,000 110,968,000 725,950,000

課税標準額に対する消費税額 

（「税率４％適用分」欄について⑦×4/100） 

（「税率6.3％適用分」欄について⑦×6.3/100） 
⑧ 24,599,280 6,990,984 31,590,264

課税仕入れに係る支払対価の額 

（更正処分前・税込金額） 
⑨ 589,442,364 36,762,999 626,205,363

減算 
減算合計額（税込金額） 

（別表３－Ｅ「⑱」欄） 
⑩ 25,194,360 128,520 25,322,880

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑨－⑩） ⑪ 564,248,004 36,634,479 600,882,483

 
課税仕入れに係る消費税額 

（「税率４％適用分」欄について⑪×4/105） 

（「税率6.3％適用分」欄について⑪×6.3/108） 
⑫ 21,495,162 2,137,011 23,632,173

 
⑫のうち、課税売上にのみ要するもの ⑬ 20,058,584 1,168,609 21,227,193

⑫のうち、課税売上と非課税売上に共通 

して要するもの 
⑭ 1,102,855 881,370 1,984,225

個別対応方式により控除する課税仕入れ等 

の税額（⑬＋(⑭×⑥)） 
⑮ 20,966,675 1,894,329 22,861,004

控除対象仕入税額 ⑯ 20,966,675 1,894,329 22,861,004

納付すべき消費税額（⑧－⑯） 

（「合計」欄について百円未満切捨て） 
⑰ 3,632,605 5,096,655 8,729,200

既に納付の確定した消費税額 ⑱  6,419,300

差引納付すべき消費税額（⑰－⑱） ⑲  2,309,900

納付すべき譲渡割額 

（「税率４％適用分」欄について⑰×25/100） 

（「税率6.3％適用分」欄について⑰×17/63） 

（「合計」欄について百円未満切捨て） 

⑳ 908,151 1,375,287 2,283,400

既に納付の確定した譲渡割額 ㉑  1,666,000

差引納付すべき譲渡割額（⑳－㉑） ㉒  617,400

差引納付すべき消費税等の合計税額 

（⑲＋㉒） 
㉓  2,927,300

過少申告加算税対象額 

（㉓の１万円未満の端数切捨て） 
㉔  2,920,000

過少申告加算税額（㉔×10％） ㉕  292,000

     （注） 「加算」欄の△は減算額を示す。 
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別表６－Ｅ 
  

原告Ａ 平成26年９月課税期間の課税標準額及び課税仕入れに係る支払対価の額の増減額 
 

【単位：円】 

区分         

項目 
税率４％適用分 税率6.3％適用分 合計 

課税売上額（更正処分前・税抜金額） 

（別表３－Ｄ「①」欄） 
① 634,238,391 80,579,325 714,817,716

課
税
標
準
額
の
増
減
額 

家賃収入の減算過大額 ② 4,722,222 4,722,222

雑収入の減算過大額（通信設備設置賃料） ③ 42,257  42,257

雑収入の計上漏れ（通信設備設置賃料） ④ 255,000  255,000

建物売却代金の計上漏れ ⑤ 25,666,666 25,666,666

過年度損益修正益の計上過大額 

（改修費用） 
⑥ △ 14,285,714  △ 14,285,714

過年度損益修正益の計上過大額 

（エレベーター保守料） 
⑦ △ 1,037,000  △ 1,037,000

過年度損益修正益の計上過大額 

（消防用設備点検料） 
⑧ △ 1,040,200  △ 1,040,200

過年度損益修正益の計上過大額 

（管理委託料収入） 
⑨ △ 2,904,761  △ 2,904,761

雑収入の計上過大額（管理委託料収入） ⑩ △ 285,714  △ 285,714

増減合計額（税抜金額）（②ないし⑩） ⑪ △ 19,256,132 30,388,888 11,132,756

差引課税売上額（①＋⑪） 

（課税資産の譲渡等の対価の額） 
⑫ 614,982,259 110,968,213 725,950,472

課税仕入れに係る支払対価の額 

（更正処分前・税抜金額） 

（別表３－Ｄ「⑨」欄） 

⑬ 589,442,364 36,762,999 626,205,363

課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額 

の
増
減
額 

過年度損益修正損の計上過大額 

（家賃収入） 

※ 課税売上げにのみ要するもの 

⑭ △ 22,500,000  △ 22,500,000

過年度損益修正損の計上過大額 

（通信設備設置賃料） 

※ 課税売上げにのみ要するもの 

⑮ △ 2,926,410  △ 2,926,410

雑費の減算過大額 

（エレベーター保守料） 

※ 課税売上げにのみ要するもの 

⑯ 214,200  214,200

雑費の計上漏れ又は計上過大額 
（エレベーター保守料） 

※ 共通するもの 
⑰ 17,850 △ 128,520 △ 110,670

増減合計額（税込金額）（⑭ないし⑰） ⑱ △ 25,194,360 △ 128,520 △ 25,322,880

差引課税仕入れに係る支払対価の額 

（⑬＋⑱） 
⑲ 564,248,004 36,634,479 600,882,483

（注１）「課税標準額の増減額」及び「課税仕入れに係る支払対価の額の増減額」欄の△のないものは加算額、△は減算額を示す。 

（注２） ⑰の「共通するもの」は課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額であることを示す。 
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別表７－Ａ 
  

原告Ｂ 平成27年３月期の法人税の所得金額及び納付すべき税額 
 

【単位：円】 

   区分        

項目 
平成27年３月期 

申告所得金額 ① 9,457,084 

加
算 

減価償却費の計上過大額 

（本件建物及び改修費用） 
② 2,086,665 

過年度損益修正損の計上過大額 

（固定資産税） 
③ 12,444,200 

租税公課の計上過大額 

（固定資産税） 
④ 1,133,700 

過年度損益修正損の計上過大額 

（エレベーター保守料） 
⑤ 1,195,950 

過年度損益修正損の計上過大額 

（消防用設備点検料） 
⑥ 1,092,210 

過年度損益修正損の計上過大額 

（管理委託料） 
⑦ 3,350,000 

受贈益の計上漏れ ⑧ 31,784,750 

加算合計額（②ないし⑧） ⑨ 53,087,475 

減
算 

過年度損益修正益の計上過大額 

（改修費用に係る減価償却費） 
⑩ 2,505,000 

過年度損益修正益の計上過大額 

（賃料収入） 
⑪ 22,500,000 

過年度損益修正益の計上過大額 

（通信設備設置賃料） 
⑫ 3,293,610 

繰越欠損金の損金算入額 ⑬ 3,033,045 

減算合計額（⑩ないし⑬） ⑭ 31,331,655 

所得金額所 

（①＋⑨－⑭） 
⑮ 31,212,904 

課税所得金額 

（千円未満の端数切捨て） 
⑯ 31,212,000 

法人税額 ⑰ 7,119,060 

控除所得税額 ⑱ 0 

納付すべき法人税額（⑰－⑱） 

（百円未満の端数切捨て） 
⑲ 7,119,000 

既に納付の確定した法人税額 ⑳ 1,571,500 

差引納付すべき法人税額 

（⑲－⑳） 
㉑ 5,547,500 

翌期へ繰り越す欠損金額 ㉒ 0 
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別表７－Ｂ 
原告Ｂ 平成26年３月課税期間の消費税等の合計税額及び過少申告加算税額 

 
  【単位：円】 

項目 金額 

課税売上額（更正処分前） ① 3,109,540,650

減算 家賃収入の計上過大額（税抜金額） ② 9,714,285

差引課税売上額（①－②） 

（課税資産の譲渡等の対価の額） 
③ 3,099,826,365

非課税売上額 ④ 2,418,695,609

資産の譲渡等の対価の額（③＋④） ⑤ 5,518,521,974

課税売上割合（③/⑤） ⑥ 56.171315%

課税標準額 

(千円未満切捨て） 
⑦ 3,099,826,000

課税標準額に対する消費税額（⑦×4/100） ⑧ 123,993,040

課税仕入れに係る支払対価の額 

（更正処分前・税込金額） 
⑨ 2,955,572,431

減算 
本件建物の改修費用の計上過大額（税込金額） 

※ 課税売上にのみ要するもの 
⑩ 15,000,000

差引課税仕入れに係る支払対価の額（⑨－⑩） ⑪ 2,940,572,431

課税仕入れに係る消費税額（⑪×4/105） ⑫ 112,021,806

 
⑫のうち、課税売上にのみ要するもの ⑬ 106,244,983

⑫のうち、課税売上と非課税売上に共通して要するもの ⑭ 4,400,792

個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額 

（⑬＋(⑭×⑥)） 
⑮ 108,716,965

控除対象仕入税額 ⑯ 108,716,965

納付すべき消費税額（⑧－⑯） 

（百円未満切捨て） 
⑰ 15,276,000

既に納付の確定した消費税額 ⑱ 15,089,800

差引納付すべき消費税額（⑰－⑱） ⑲ 186,200

納付すべき譲渡割額（⑰×25/100） 

（百円未満切捨て） 
⑳ 3,819,000

既に納付の確定した譲渡割額 ㉑ 3,772,400

差引納付すべき譲渡割額（⑳-㉑） ㉒ 46,600

差引納付すべき消費税等の合計税額（⑲＋㉒） ㉓ 232,800

過少申告加算税対象額（㉓の１万円未満の端数切捨て） ㉔ 230,000

過少申告加算税額（㉔×10％） ㉕ 23,000

 


